


　　イ　内訳表

都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

北海道 各派会長会議
議会全体にかかわる問題又は議会運営上必要な事項
について協議又は各派間の意見調整を行う。

議長、副議長、会派の代表者及び議長が
必要と認めた者

議長 H20.10.14

北海道 各派幹部会議
一般選挙後の最初の議会に向けた準備事項等につい
て協議を行う。

議長、副議長、各派の代表者及び議会運
営委員会の委員長並びに副委員長

議長 H20.10.14

北海道 各派世話人協議会
一般選挙後の最初の議会において、議会運営委員会
が構成されるまでの間、議会構成等議会の運営に係
る事項について、協議又は調整を行う。

各派から世話人として推薦された者、年
長の議員及び改選前の議会で議長であっ
た議員

議会事務局長 H20.10.14

北海道 各派代表者会議
一般選挙後の最初の議会において、議会運営委員会
が構成されるまでの間、議会構成等議会の運営に係
る事項について、協議又は調整を行う。

会派の代表者、年長の議員及び出席を認
められた諸派の議員

座長（座長選出前は議
会事務局長）

H20.10.14

北海道 各派幹事長会議
議会運営上必要な事項について、各派間の意見調整
を行う。

各派の幹事長 議長又は座長 H20.10.14

北海道
北海道議会情報公開審
査会

北海道議会情報公開条例第21条に規定する意見の求
めに応じ審議を行う。

議長が指名した者
会長（会長選出前は議
長）

H20.10.14

北海道 北海道議会広報委員会
議会広報活動について、その円滑な推進を図るため
協議を行う。

各派（1人会派を除く。）が推薦する者
委員長（委員長選出前
は議長）

H20.10.14

北海道
道議会議員定数等検討
協議会

道議会議員の総定数を定めるとともに、選挙区別議
員定数等の見直しのための協議を行う。

各派の幹事長
座長（座長選出前は議
長）

H20.10.14

北海道 議会改革等検討協議会
道財政の健全化、議会の機能強化及び運営の改善そ
の他議会の改革に必要な事項等を検討する。

副議長、各派（1人会派を除く。）が推薦
する者

座長 H20.10.14

北海道
議会庁舎改築整備等検
討協議会

議会庁舎の改築の在り方、必要な改修整備及び耐震
化手法等について検討を行う。

議長であった議員及び各派（1人会派を除
く。）の代表者

座長 H21.12.15

青森県 各会派代表者会議 議会の運営の基本的事項に関する協議及び調整
議長、副議長、各会派の代表者及び無所
属議員

議長 H20.10.17

青森県 議員全員協議会 県政の重要な課題に関する協議及び調整 議員 議長 H20.10.17

青森県 広報図書委員会
議会の広報及び広聴並びに議会図書室の充実に関す
る協議及び調整

議長が委嘱した議員 委員長 H25.12.11

青森県 各委員長合同会議 議会の予算に係る執行計画等に関する協議及び調整
議長、副議長並びに常任委員会、議会運
営委員会、特別委員会及び広報図書委員
会の委員長

議長 H20.10.17

青森県 各会派世話人協議会
一般選挙後最初の会議において議会運営委員会が組
織されるまでの間における議会の運営に関する協議
及び調整

各会派から選出された議員 議会事務局長 H20.10.17



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

岩手県 全員協議会
議会運営の基本的事項又は議長が必要と認める事項
に関し協議又は調整を行うため

全議員

一般選挙後最初に行わ
れるものにあっては事
務局長、その他のもの
にあっては議長

H20.12.12

岩手県 議会運営世話人会
議会運営委員会委員が選任されるまでの間、議会運
営委員会の調査すべき事項に関し協議又は調整を行
うため

交渉団体である会派において指名した議
員

事務局長 H20.12.12

岩手県 正副常任委員長会議
常任委員会の運営又は調査に関し協議又は調整を行
うため

常任委員会の正副委員長である議員 議長 H20.12.12

岩手県 正副特別委員長会議
特別委員会（当初予算又は決算に係るものを除く。
右欄において同じ。）の運営又は調査に関し協議又
は調整を行うため

特別委員会の正副委員長である議員 議長 H20.12.12

岩手県 特別委員会世話人会
特別委員会（議長を除く全議員で構成するものに限
る。）の運営に関し協議又は調整を行うため

当該特別委員会の正副委員長である議員
及び交渉団体である会派において指名し
た議員

当該特別委員会委員長 H20.12.12

岩手県 発議案調整会議 発議案の取扱いに関し協議又は調整を行うため
交渉団体である会派において指名した議
員

議会運営委員会委員長 H20.12.12

岩手県 広聴広報会議 議会の広聴広報活動に関し協議又は調整を行うため
交渉団体である会派において指名した議
員

最初に行われるものに
あっては議会運営委員
会委員長、その他のも
のにあっては座長

H21.6.26

岩手県 議会改革推進会議
議会の改革及び活性化に関し協議又は調整を行うた
め

交渉団体である会派において指名した議
員

最初に行われるものに
あっては議会運営委員
会委員長、その他のも
のにあっては座長

H21.6.26

宮城県
宮城県議会各会派代表
者会議

議会活動の円滑な運営のための協議又は調整
議長、副議長、所属議員5人以上の各会派
の代表者2名、議会運営委員長

議長 H20.10.3

宮城県
宮城県議会議員全員協
議会

議会活動及び議会運営等に関する重要案件の協議 議員全員 議長 H20.10.3

宮城県
宮城県議会常任委員長
会議

常任委員会の円滑な運営のための協議又は調整
議長、副議長、各常任委員長、議会運営
委員長

議長 H20.10.3

宮城県 宮城県議会合同会議 世話人会の開催に関する事項の協議又は調整
議長、副議長、議会運営委員、各会派代
表者1名

議長 H20.10.3

宮城県 宮城県議会世話人会
一般選挙後の最初の議会運営について、議長等が選
任されるまでの間の必要な事項の協議又は調整

前議長、前副議長、前議会運営委員、各
会派代表者1名

議会事務局長、座長 H20.10.3

宮城県 宮城県議会広報委員会 議会広報の実施に関する基本的事項の協議
各会派の推薦を受けて議長が指名する議
員

委員長 H20.10.3



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

宮城県
宮城県議会各会派政務
調査会長会議

調査特別委員会の設置、意見書又は決議等に係る各
会派間の協議又は調整

各会派の政務調査会長 座長 H20.10.3

宮城県
宮城県議会政治倫理審
査会

宮城県議会政治倫理審査会における審査請求事案の
審査及び協議

各会派の推薦を受けて議長が指名する議
員

委員長 H20.10.3

宮城県
宮城県議会議会改革推
進会議

議会改革の推進に関する基本的事項の協議又は調整
各会派の推薦を受けて議長が指名する議
員

委員長 H21.7.10

秋田県 全員協議会
県政の課題又は議会の運営に関し協議又は調整を全
議員で行うため

全議員 議長 H20.10.1

秋田県 県政協議会
議案の審査等に関し執行機関との協議又は調整を行
うため

全議員 議長 H20.10.1

秋田県 会派代表者会議
議会活動、議会運営及び議員に関する基本的な事項
について協議又は調整を行うため

議長、副議長、議会運営委員長及び各会
派を代表する議員

議長 H20.10.1

秋田県 正副委員長会議
委員会の運営に関する基本的な事項について協議又
は調整を行うため

議長、副議長、各委員長及び各副委員長 議長 H20.10.1

秋田県 世話人会
一般選挙後初めて招集される議会の招集日までの間
に議会の運営に関し協議又は調整を行うため

各会派から選出された議員 議会事務局長 H20.10.1

山形県 山形県議会会派協議会 議会の運営に関する各会派間の協議又は調整

議長及び副議長、議会運営委員会の委員
長及び副委員長並びに各交渉団体（議長
に届け出ている会派のうち所属議員5人以
上を有する会派）から選出された議員

議会運営委員長 H20.10.14

山形県 山形県議会世話人会
一般選挙後、新たな議会運営委員が決まるまでの間
の議会の運営に関する協議又は調整

各交渉団体から選出された議員 議会運営委員長 H20.10.14

山形県
山形県議会代表世話人
会

一般選挙後、山形県議会会派協議会の新たな構成員
が決まるまでの間の議会の運営に関する各会派間の
協議又は調整

各交渉団体から選出された議員 議会運営委員長 H20.10.14

山形県
山形県議会政治倫理審
査会

議員の行為規範に違反した疑いがある議員の審査 議長が指名する議員 政治倫理審査会委員長 H20.10.14

山形県
山形県議会政策提言会
議

議会の政策提言の決定及び知事に対する提言 全議員 議長 H20.10.14

山形県
山形県議会政務活動費
等検討委員会

政務活動費等の諸課題についての協議 議長が指名する議員
政務活動費等検討委員
長

H20.10.14

山形県
山形県議会広報・広聴
委員会

議会広報・広聴のあり方についての協議 議長が指名する議員 広報・広聴委員長 H20.10.14

山形県
山形県議会がん対策推
進条例（仮称）策定検
討委員会

「山形県がん対策推進条例(仮称）」案の策定につ
いての協議

議長が指名する議員 策定検討委員長 H28.3.17



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

福島県 福島県議会代表者会議
議長が必要と認めた事項について協議又は調整を行
う。

議長、副議長及び交渉会派から推薦され
た代表者各1人

議長 H20.10.17

福島県 福島県議会各派交渉会
議会の組織構成又は議会の運営について協議又は調
整を行う。

議長、副議長、議会運営委員長及び交渉
会派から推薦された議員

議長 H20.10.17

福島県 福島県議会世話人会
一般選挙により新たに選挙された議員による議会の
組織構成及び一般選挙後最初の会議の運営について
協議又は調整を行う。

一般選挙により新たに選挙された議員の
任期開始前の議長及び副議長並びに交渉
会派から推薦された議員

座長 H20.10.17

福島県 福島県議会総括審査会
本会議又は常任委員会で論議が尽くせなかつた問
題、2つ以上の常任委員会にまたがる問題等の審査
を行う。

全常任委員会の委員 委員長 H20.10.17

福島県 福島県議会全員協議会 県政の重要な課題について協議を行う。 全議員 議長 H20.10.17

福島県
福島県議会政務調査審
議会

意見書案及び決議案、議会事務局の行う諸調査、図
書室の整備運営等について審議し、各会派の意見の
調整を図る。

議長、副議長及び交渉会派から推薦され
た委員

議長 H20.10.17

H28.4.1現
在、委員は委
嘱されていな
い。

福島県 福島県議会広報委員会
議会広報活動について協議し、その円滑な推進を図
る。

委員長、副委員長及び委員7人 委員長 H20.10.17

福島県
福島県議会正副委員長
会議

委員会共通の事項について協議又は調整を行う。
常任委員会、議会運営委員会及び特別委
員会の正副委員長

座長 H20.10.17

福島県
福島県議会エネルギー
政策議員協議会

エネルギー政策について協議するとともに、エネル
ギー問題に関する情報を提供し、県民のエネルギー
政策に対する理解の促進を図る。

議長、副議長及び委員12人 会長 H20.10.17

福島県
福島県議会情報公開審
査会

福島県議会情報公開条例(平成13年福島県条例第36
号)第20条第1項の規定による意見の求めに応じ不服
申立てについて調査を行う。

委員8人以内 会長 H20.10.17

福島県
福島県議会公立大学法
人中期目標調査検討委
員会

知事が策定する福島県公立大学法人「中期目標」に
ついて調査検討を行う。

委員10人 委員長 H20.10.17

H28.4.1現
在、委員は委
嘱されていな
い。

福島県
福島県議会尾瀬水資源
対策協議会

尾瀬水資源の開発及び利用につき、その基本的な対
策を講ずるため協議を行う。

議長、副議長及び委員16人以内 会長 H20.10.17

H28.4.1現
在、委員は委
嘱されていな
い。

福島県
福島県議会政務活動費
検討会

政務活動費に関する事項について検討を行い、福島
県政務活動費の交付に関する条例(平成十三年福島
県条例第三十三号)の適正な運用を図る。

委員10人 会長 H25.3.29

茨城県 会派代表者会議
一般選挙後最初の議会に際し、議会運営委員会が設
置されるまでの間、議会の運営に関し協議又は調整
を行うため。

議長、副議長及び各会派を代表する議員 議長 H20.9.9

茨城県 正副委員長会議 各委員会の運営に関し協議又は調整を行うため。 議長、副議長及び各委員会正副委員長 議長 H20.9.9



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

茨城県 情報委員会
公文書の開示決定等に対する不服申し立ての調査や
議会広報の充実についての調査等を行うため。

議長が会議に諮って指名した議員 委員長 H20.9.9

茨城県
茨城県議会改革推進会
議

政務活動費の透明性の向上、議会審議等の充実、議
会広報等の充実及び議員定数・選挙区の在り方等議
会改革に関し協議又は調整を行うため。

議長が会議に諮って指名した議員 座長 H27.6.18

栃木県 各派代表者会議 各会派間の連絡及び意見調整
議長、副議長、所属議員3人以上の会派を
代表する議員及び議長経験者を代表する
議員

議長 H20.12.12

栃木県 正副委員長・会長会議
委員会等の運営の基本的事項等に関する協議及び調
整

議長、副議長、議会運営委員会、常任委
員会及び特別委員会の委員長及び副委員
長並びに検討会及び協議会の会長及び副
会長

議長 H20.12.12

栃木県 議員全員協議会
県政の重要課題及び議会の運営等に関する協議及び
調整

全議員
議長（議長の職務を行
う者がないときは、議
会事務局長）

H20.12.12

栃木県 世話人会
一般選挙後議会運営委員が選任されるまでの間の議
会の運営に関する協議及び調整

各会派を代表する議員、議長経験者を代
表する議員及び改選前に議長であった議
員

座長（座長の職務を行
う者がないときは、議
会事務局長）

H20.12.12

栃木県 新議員説明会 議会の運営等に関する聴取及び協議 初当選の議員
議長（議長の職務を行
う者がないときは、議
会事務局長）

H20.12.12

栃木県
栃木県議会情報公開審
査会

栃木県議会情報公開条例（平成12年栃木県条例第1
号）第19条に規定する意見の求めに応じた審議

議長が指名した議員
会長（会長の職務を行
う者がないときは、議
長）

H20.12.12

栃木県
栃木県議会国会等移転
促進協議会

国会等の移転促進に関する調査及び協議 会派から選出された議員 会長 H20.12.12

群馬県 各党（会）派世話人会
改選時における議会運営委員会が設置されるまでの
間の議会の運営に関する協議又は調整

改選前の代表者会議で、構成員を選出す
ることが決定された党（会）派から選出
された議員

議会事務局長 H20.9.18

群馬県 代表者会議 議会の運営に関する党（会）派間の協議又は調整

議長、副議長、議会運営委員会の委員長
及び議会運営委員会が定めるところによ
り交渉団体として認められた党（会）
派）から選出された議員

議長 H20.9.18

群馬県 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関する議員全体の協議
又は調整

全議員 議長 H20.9.18

群馬県 正副委員長会議
委員会における議案の審査又は委員会の運営に関す
る協議又は調整

議長、副議長並びに常任委員会、議会運
営委員会及び特別委員会の委員長及び副
委員長

議長 H20.9.18

群馬県 図書広報委員会 群馬県議会図書室の運営及び議会広報に関する協議
議長が議会運営委員会にはかって指名し
た議員

委員長 H20.9.18



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

群馬県
議会基本条例推進委員
会

群馬県議会基本条例に定める基本理念を実現するた
めの具体的な取組、議会改革に関する事項等の協議

交渉団体から選出された議員 委員長 H24.5.29

埼玉県 各会派代表者会議 議会全般の諸問題に関し協議又は調整を行うこと。
議長、副議長、議会運営委員の選出会派
の代表者並びに議会運営委員会の委員長
及び副委員長

議長（議長の職務を行
う者がないときは、議
会事務局長）

H20.10.14

埼玉県 正副委員長会議
各委員会の共通事項の取扱い等に関し協議又は調整
を行うこと。

議長、副議長、常任委員会の委員長及び
副委員長、議会運営委員会の委員長及び
副委員長、特別委員会の委員長及び副委
員長並びに図書室委員会の委員長及び副
委員長

議長 H20.10.14

埼玉県 初顔合わせ会
一般選挙後最初の議会前において地方自治法第121
条第1項本文に規定する者の紹介等を受けること。

全議員 知事 H20.10.14

埼玉県 世話人会
一般選挙後最初の議会前において議会の運営に関し
協議又は調整を行うこと。

議会運営委員の選出会派の代表者

世話人会会長（世話人
会会長の職務を行う者
がないときは、議会事
務局長）

H20.10.14

埼玉県 予算説明会 予算に関し説明を受けること。 全議員
議長（議長の職務を行
う者がないときは、議
会事務局長）

H20.10.14

埼玉県 図書室委員会 図書室の運営方針を決定すること。 議長が任命した者

図書室委員会委員長
（図書室委員会委員長
の職務を行う者がない
ときは、議長）

H20.10.14

千葉県 各会派代表者会議 各会派等の間の連絡及び意見の調整
議長、副議長、会派（所属議員が3人以上
のものに限る。）の代表者その他議長が
会議への出席を認めた者

議長 H20.9.18

千葉県
千葉県議会議員定数等
検討委員会

議員の定数等に関する協議
各会派から推薦された者その他委員長が
委員会への出席を認めた者

委員長(委員長の職務
を行う者がないときは
議長)

H27.10.7

千葉県
千葉県議会図書室運営
委員会

図書室の管理及び運営に関する審議 議長が選任した議員
委員長(委員長の職務
を行う者がないときは
議長)

H20.9.18

千葉県
千葉県議会史編さん委
員会

千葉県議会史の編さんに関する調査及び協議 議長が選任した議員
委員長(委員長の職務
を行う者がないときは
議長)

H20.9.18

東京都 各派世話人協議会
一般選挙後最初に行う臨時会の招集請求に関する事
項並びに新たな議会の構成及び運営に当面必要な事
項について協議を行う。

議長が別に定める基準に基づき各会派(所
属議員が1人の場合を含む。）が所属議員
のうちから選定した世話人

各派世話人協議会にお
いて選任した座長と
し、座長がないときは
議会局長とする。

H20.10.6



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

東京都 各派代表者会
一般選挙後最初に行う臨時会の招集請求及び議事運
営に関する事項並びに新たな議会の構成及び運営に
必要な事項について協議を行う。

議長が別に定める基準に基づき各会派が
所属議員のうちから選定した代表者

各派代表者会において
互選した座長とし、座
長がいないときは議会
局長とする。

H20.10.6

東京都 常任・特別委員長会議
委員会運営上の共通事項及び課題について協議又は
調整を行う。

議長、副議長、常任委員長及び特別委員
長

議長 H20.10.6

神奈川県
団長会（正副団長会を
含む。）

議会運営等に関し会派間の意見調整等を行うため
議長及び副議長並びに所属議員数4人以上
の会派から選出する議員

議長 H20.10.17

神奈川県
団長協議会（正副団長
協議会を含む。）

一般選挙後、団長会が設置されるまでの間、議会運
営等に関し会派間の意見調整等を行うため

所属議員数4人以上の会派から選出する議
員

局長 H20.10.17

神奈川県 世話人会
一般選挙後、議会運営委員会が設置されるまでの
間、議会運営等に関し協議等を行うため

議長及び副議長並びに所属議員数4人以上
の会派から選出する議員

議長 H20.10.17

神奈川県 議運世話人会
一般選挙後、議会運営委員選任までの間、会派間の
意見調整等を行うため

所属議員数4人以上の会派から選出する議
員

座長 H20.10.17

神奈川県 議案説明会 提出議案に関し協議等を行うため 全議員 議長 H20.10.17

神奈川県 正副委員長会
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の運営
に関し協議を行うため

常任委員会、議会運営委員会及び特別委
員会の委員長及び副委員長

議長 H20.10.17

神奈川県 常任委員会調査会
常任委員会の審査及び調査を補完するため、所管事
項に関し協議等を行うため

常任委員会の委員 委員長 H20.10.17

神奈川県 予算委員会 予算及び予算関係の議案に関し協議等を行うため
議会運営委員会の委員長の指名により選
出する議員

委員長 H20.10.17

神奈川県
開かれた議会づくりの
ための広報委員会

議会広報に関し協議を行うため
議長及び副議長並びに所属議員数4人以上
の会派から選出する議員

議長 H20.10.17

神奈川県 議員定数等検討委員会
議員の定数、選挙区及び各選挙区において選挙すべ
き議員の数に関し協議等を行うため

議会運営委員会の委員長の指名により選
出する議員

委員長 H22.9.24

神奈川県 議会改革検討会議 議会改革に関し協議等を行うため
所属議員数4人以上の会派から選出する議
員

座長 H23.5.31

神奈川県 議会災害等対策会議
災害等に関する情報を収集し、及び伝達し、並びに
災害等応急対策に関し協議等を行うため

議長及び副議長、所属議員数4人以上の会
派から選出する議員、議会運営委員会の
委員長及び副委員長並びに必要に応じ議
長が指名する議員

議長 H24.6.1

新潟県 各党会派代表者会議

次の事項に関する協議又は調整
①議会運営委員会から委ねられた事項
②構成員が所属する党会派（議会内において基本的
政策の一致する議員によって結成された党会派をい
う。）が必要と認めた事項
③その他議長が必要と認めた事項

正副議長及び党会派から選出された議員
議長（議長が選任され
るまでの間は、議会事
務局長）

H20.9.1

新潟県 正副委員長会議 委員会運営の基本的事項等に関する協議又は調整
正副議長並びに議会運営委員会、各常任
委員会及び各特別委員会の正副委員長

議長 H20.9.1



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

新潟県 議員協議会 議会活動及び議会運営等に関する協議又は調整 全議員
議長（議長が選任され
るまでの間は、議会事
務局長）

H20.9.1

新潟県 各党会派世話人会
一般選挙後、議会運営委員が選任されるまでの間の
議会運営に関する協議又は調整

党会派から選出された議員
座長（座長が選任され
るまでの間は、議会事
務局長）

H20.9.1

新潟県 議会図書室運営委員会 議会図書室の運営に関する協議又は調整 議長が委嘱した議員
委員長（委員長が選任
されるまでの間は、議
長）

H20.9.1

新潟県 議会広報委員会 議会広報に関する協議又は調整 議長が選任した議員
委員長（委員長が選任
されるまでの間は、議
長）

H20.9.1

新潟県 新潟県政務活動協議会
政務活動費の効果的かつ適正な執行等に関する協議
又は調整

正副議長及び会派（新潟県政務活動費の
交付に関する条例（平成13年新潟県条例
第33号）第5条第1項の規定により会派結
成届を提出した会派をいう。）から選出
された議員

会長 H20.9.1

富山県 各会派代表者会議
議会活動及び議会運営等の基本的事項に関する協議
又は調整

議長、副議長及び各会派から選出された
議員

議長 H20.9.29

富山県 正副委員長会議 委員会の活動及び運営等に関する協議又は調整
議長、副議長並びに常任委員会及び特別
委員会の委員長及び副委員長

議長 H20.9.29

富山県 全員協議会 議案の審査又は議会の運営等に関する協議又は調査 全議員 議長又は年長議員 H20.9.29

富山県 政策討論委員会
議員間の討論を通じた県政の重要課題等に関する協
議又は政策提案

各会派から選出された議員 議長又は委員長 H20.9.29

富山県 組織議会世話人会
一般選挙後の議会構成及び議会運営等に関する協議
又は調整

各会派から選出された議員
議長又は会議において
互選した座長

H20.9.29

富山県 新議員説明会 県政の概要及び議会の運営等に関する調査又は調整 議長が別に定める議員 議長 H20.9.29

石川県 委員長会議 委員会運営のための協議を行うこと
議長、副議長、常任委員会委員長、議会
運営委員会委員長、特別委員会委員長

議長 H20.9.18

石川県 意見書等調整会議 意見書及び決議の調整を行うこと 各会派の政策担当者 座長 H20.9.18

石川県 改革推進会議 議会改革の推進のための協議を行うこと 議長が指名した者 会長 H22.9.6

石川県 広報広聴会議 議会の広報及び広聴のための協議を行うこと 議長が指名した者 会長 H22.9.6

石川県 政策調査会
議会の政策立案及び政策提言のための協議を行うこ
と

議長が指名した者 会長 H22.9.6

石川県 予算委員会協議会
県政の課題、主要施策及び予算に関し協議を行うこ
と

予算委員会の委員 会長 H24.2.21

福井県 全員協議会
提出された議案の審査、県政上特に重要な案件、議
会の運営について

全議員 議長 H20.10.17
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福井県 議案事前調査会 提出が予定されている議案の審査 全議員 議長 H20.10.17

福井県 委員長会議 委員会の円滑な運営
議長、副議長および議長がその都度指定
した委員長

議長 H20.10.17

福井県 各派代表者会議 議案の審査、議会の運営
議長、副議長および各会派において選出
された議員

議長 H20.10.17

福井県 世話人会 本会議の運営、全員協議会の運営 各会派において選出された議員
座長（座長が選出され
るまでの間は議会事務
局長）

H20.10.17

福井県 議会改革検討会議 議会の機能強化、議会の運営の改善 各会派において選出された議員
会長（会長が選出され
るまでの間は議長）

H20.10.17

福井県 議員提出条例検討会議 議員が提出する条例の制定または改廃に係る議案 各会派において選出された議員
会長（会長が選出され
るまでの間は議長）

H20.10.17

福井県 広報会議 議会の広報活動 各会派において選出された議員
会長（会長が選出され
るまでの間は議長）

H20.10.17

山梨県 各会派代表者会議 議案の審査及び議会の運営に関する協議及び調整
議長、副議長及び各会派から選出された
議員

議長 H21.1.1

山梨県 議会改革検討協議会 議会改革に関する協議
議長、副議長及び各会派から選出された
議員

会長 H21.1.1

山梨県 正副委員長会議 委員会の運営に関する協議及び調整
議長、副議長並びに議会運営委員会及び
各常任委員会の委員長及び副委員長

議長 H21.1.1

山梨県 県議会だより編集会議 県議会広報誌の編集に関する協議
議長、副議長及び所属議員の数が4人以上
である会派の代表者

議長 H21.1.1

山梨県 図書室委員会 図書室の運営に関する協議及び調整 議長、副議長及び議長が指名する議員 議長 H21.1.1

山梨県 全員協議会
議案の審査及び議会の運営に関する協議及び調整
(一般選挙後最初に開かれる全員協議会を除き、議
長が特に必要と認める事項に係るものに限る。)

全議員

議長(一般選挙後最初
に開かれる全員協議会
にあつては、議会事務
局長)

H21.1.1

山梨県 新人議員研修会 議案の審査及び議会の運営に係る手続に関する協議
一般選挙において新たに当選した議員(議
員の経験者は除く。)

議長 H21.1.1

山梨県
各会派代表世話人会(会
派の代表者が選出され
ていない場合に限る。)

議会の運営に関する協議及び調整 各会派から選出された議員

構成員のうち最年長の
者(一般選挙後最初に
開かれる各会派代表世
話人会にあつては、議
会事務局長)

H21.1.1
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山梨県 政策立案特別検討会議

議会又は議員に関わる条例を除いた政策的な行政関
係条例の対象とすべき事項、知事その他の執行機関
への政策提言、独自の政策立案の対象とすべき事項
の協議

全議員 会長 H26.3.27

山梨県 政策立案調整会議

政策案作成等委員会の設置に関すること、政策案作
成等委員会における調査、研究及び検討の状況に関
すること、政策条例案及び政策提言等案の決定に関
すること、制定した政策条例及び知事その他の執行
機関に対して行った政策提言等の検証に関すること
について協議

議長、副議長及び各会派から選出された
議員

会長 H26.3.27

山梨県 政策案作成等委員会

政策条例案及び政策提言等案の作成に関すること、
制定した政策条例及び知事その他の執行機関に対し
て行った政策提言等の検証に関することについて協
議

政策立案調整会議会長が指名する議員 委員長 H26.3.27

長野県
各会派代表者との打合
せ会議

議案の審査又は議会の運営に関する協議又は調整
議長及び副議長並びに所属議員2人以上の
党派を代表する者

議長 H20.10.14

長野県 各派交渉会 各党派間の交渉、連絡等に関する協議又は調整

議長及び副議長、所属議員6人以上の党派
から選ばれた議員、所属議員2人以上5人
以下の党派から選ばれた議員、所属議員2
人以上の党派に属しない議員の中から選
ばれた議員並びに議会運営委員会の委員
長及び副委員長

議長 H20.10.14

長野県 正副委員長会議 委員会活動の基本的事項に関する協議又は調整

議長及び副議長並びに常任委員会、議会
運営委員会及び特別委員会の委員長及び
副委員長（特別委員会においては、内定
者を含む）

議長 H20.10.14

長野県 全員協議会
議長が必要と認めた重要な事項に関する協議又は調
整

全議員 議長 H20.10.14

長野県 広報委員会
議会の広報の方法及び内容に関する事項等の協議又
は調整

副議長及び所属議員2人以上の党派から選
ばれた議員

委員長 H20.10.14

岐阜県 会派代表者会議 各会派間の連絡及び意見調整 議長、副議長及び各会派の代表者 議長 H20.9.18

岐阜県 正副委員長会議
議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会の円滑
かつ効果的な運営

議長及び副議長、議会運営委員会委員長
及び副委員長、各常任委員会委員長及び
副委員長並びに各特別委員会委員長及び
副委員長

議長 H20.9.18

岐阜県
岐阜県議会史編集委員
会

岐阜県議会史の編集 議長が委嘱した議員
岐阜県議会史編集委員
会委員長

H20.9.18

岐阜県
岐阜県議会災害対策委
員会

災害の発生に伴う諸対策の推進 全議員
岐阜県議会災害対策委
員会委員長

H20.9.18

岐阜県 政治倫理審査会
議員が政治倫理に反するおそれが生じた場合の審査
及び措置

議長が指名する議員 政治倫理審査会委員長 H20.9.18



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

岐阜県 議員協議会
県政の重要な事項に関する議員の理解の促進、県政
への意見の反映、調査及び研究

全議員 議長 H20.9.18

岐阜県
常任・特別委員会全員
協議会

各常任委員会又は各特別委員会の円滑かつ効率的な
運営

各常任委員会委員又は各特別委員会委員
各常任委員会委員長又
は各特別委員会委員長

H20.9.18

岐阜県
岐阜県議会活性化改革
検討委員会

議会の活性化改革に関する調査及び検討 各会派より選出された議員
岐阜県議会活性化改革
検討委員会委員長

H20.9.18

岐阜県 世話人会 県議会議員一般選挙後の議会運営に関する協議
2名以上の議員を有する会派より選出され
た議員

議会事務局長 H20.9.18

岐阜県
岐阜県議会議員提案条
例検討会

条例化を前提とした政策項目の調整及び条例案に係
る意見調整

議長、副議長、各会派の代表者及び各常
任委員会委員長

議長 H24.6.19

岐阜県 岐阜県議会広報委員会 議会広報紙の企画、編集および発行 各会派より選出された議員
岐阜県議会広報委員会
委員長

H27.6.23

静岡県 各会派代表者会議
議会の重要事項又は異例な事項（原則として議会運
営委員会の協議事項を除く）に関する協議又は調整
のため

議長、副議長、各会派の代表者及び議会
運営委員会委員長

議長 H20.10.24

静岡県 全員協議会
本会議に関する予備的協議及び県の重要施策、災害
等の特定事項に関する協議又は調整のため

全議員 議長 H20.10.24

静岡県 委員長会議
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に共通
する委員会の運営に関する協議又は調整のため

議長、副議長、各常任委員会委員長、議
会運営委員会委員長及び各特別委員会委
員長

議長 H20.10.24

静岡県 広報委員会 議会の広報に関する協議又は調整のため
議長、副議長、議会運営委員会委員長及
び各会派から選出された議員

広報委員会委員長 H20.10.24

静岡県 議会運営世話人会議
一般選挙後、組織議会までの間における議会の運営
に関する協議又は調整のため

議長、副議長及び各会派から選出された
議員

議会運営世話人会議座
長

H20.10.24

静岡県 新議員調整会議
新議員による議会の運営に関する協議又は調整のた
め

新議員 議長 H20.10.24

静岡県
議員選挙区等調査特別
委員会

県議会議員の選挙区及び配当定数等に関する協議又
は調整のため

各会派から選出された議員
議員選挙区等調査特別
委員会委員長

H20.10.24

静岡県
議会運営等改善検討委
員会

議会運営等の改善に関する協議又は調整のため 各会派から選出された議員
議会運営等改善検討委
員会委員長

H20.10.24

愛知県 団長会議
議会の事務の執行について議長が必要があると認め
た事項の協議又は調整

議長、副議長及び会派の代表者 議長 H20.10.14

愛知県 幹事長会議
議長又は議会運営委員会が必要があると認めた議会
運営上の事項の協議又は調整

議長、副議長及び会派において選任され
た者

議長 H20.10.14

愛知県 総務・政審会長会議
請願に関する意見交換並びに意見書案及び決議案に
関する協議又は調整

議長、副議長及び会派において選任され
た者

議長 H20.10.14



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

愛知県 委員長会議 委員会運営の基本方針等の協議又は調整 議長、副議長及び委員長 議長 H20.10.14

愛知県 議案説明会 議案審議のための調査等の協議又は調整 全議員 議長 H20.10.14

愛知県 政策条例策定検討会
議員提案による政策に関する条例の策定の協議又は
調整

全議員のうちから選任された者
全議員のうちから代表
者として選任された者

H20.10.14

愛知県 議員全員協議会
議会活動及び議会運営等の基本的事項に関する協議
又は調整

全議員
全議員のうちから代表
者として選任された者

H20.10.14

愛知県 各派世話人選出準備会 議会の組織及び運営に関する事項の協議又は調整
議長、副議長及び会派において選任され
た者

議長 H20.10.14

愛知県 各派世話人会 議会の組織及び運営に関する事項の協議又は調整 会派において選任された者
議長又は全議員のうち
から代表者として選任
された者

H20.10.14

愛知県 政治倫理審査会 政治倫理に係る個別案件の審査等の協議 会派において選任された者
全議員のうちから代表
者として選任された者

H20.10.14

三重県 代表者会議
議会の活動、運営等の基本的事項に関し協議又は調
整を行うこと。

議長、副議長及び会派から選出する議員 議長 H20.9.1

三重県 全員協議会
県政の課題、議会の運営等に関し協議又は調整を行
うこと。

全議員 議長 H20.9.1

三重県 議案聴取会
議案等に関し提出者の説明を聴取して協議を行うこ
と。

全議員 議長 H20.9.1

三重県 委員長会議 委員会の運営等に関し協議又は調整を行うこと。
議長、副議長、常任委員長、議会運営委
員長及び特別委員長

議長 H20.9.1

三重県 広聴広報会議 議会の広聴広報に関し協議又は調整を行うこと。
副議長及び会派から選出する議員（11人
以内で構成）

副議長 H20.9.1

三重県 各派世話人会
一般選挙後議会運営委員等が選任されるまでの間、
議会の運営等に関し協議又は調整を行うこと。

会派から選出する議員
座長（座長が選任され
るまでの間は、事務局
長）

H23.5.2

滋賀県 各会派代表者会議
役員改選その他議会の議事等に関する各会派間の連
絡、協議または調整

議長、副議長および各会派から選出され
た議員

議長 H20.9.22

滋賀県 議会改革検討委員会
議長の諮問を受けた議会改革の諸課題に関する協議
または調整

各会派から選出された議員

議会改革検討委員会委
員長（最初に開かれる
議会改革検討委員会に
あっては、議長）

H20.9.22

滋賀県 委員会協議会 委員会の審議、運営等に関する協議または調整 委員会委員 委員長 H20.9.22

滋賀県 委員会理事会 委員会運営に関する協議または調整 委員長、副委員長および理事 委員長 H20.9.22



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

滋賀県 全員協議会
議案の説明および議会運営の基本的事項に関する連
絡、協議または調整

全議員
議長（最初に開かれる
全員協議会にあって
は、世話人会代表）

H20.9.22

滋賀県 一般質問等運営会議
本会議における質疑、質問等の運営に関する協議ま
たは調整

議会運営委員会委員長および各会派から
選出された議員

議会運営委員会委員長 H20.9.22

滋賀県 意見書等調整会議 意見書等に関する協議または調整
議会運営委員会委員長および各会派から
選出された議員

議会運営委員会委員長 H20.9.22

滋賀県 正副委員長会議
当該年度の委員会運営に関する連絡、協議または調
整

議長、副議長ならびに各委員会委員長お
よび副委員長

議長 H20.9.22

滋賀県 各党派代表会議 世話人会の構成、人選等に関する協議または調整
議長、副議長および各会派から選出され
た議員

議長 H20.9.22

滋賀県 世話人会
一般選挙後に新議会を組織するまでの諸事項に関す
る協議または調整

各会派から選出された議員
世話人会代表（最初に
開かれる世話人会に
あっては、議長）

H20.9.22

滋賀県 県政概要説明会
審議の充実に必要な県の重要施策、課題等に関する
聴取または協議

全議員 議長 H20.9.22

滋賀県 議会概要説明会 議会運営の基本的事項に関する聴取または協議 初当選議員 議長 H20.9.22

滋賀県 議員定数検討委員会
滋賀県議会の定数および選挙区ならびに各選挙区に
おいて選挙すべき議員の数に関する協議または調整

各会派から選出された議員

議員定数検討委員会委
員長（最初に開かれる
議員定数検討委員会に
あっては、議長）

H20.9.22

京都府 全員協議会 議案の審査又は議会の運営に関する協議又は調整 全議員 議長又は世話人会座長 H20.10.10

京都府 議員団長会議 議会の運営に関する協議又は調整 議長、副議長及び議員団長 議長 H20.10.10

京都府 理事調整会議 議会の運営に関する協議又は調整 議長、副議長及び議会運営委員会理事 議会運営委員長 H20.10.10

京都府 世話人会
一般選挙後、議会運営委員会が設置されるまでの議
会の運営に関する協議又は決定

前期の議長経験議員、副議長経験議員及
び議会運営委員長経験議員のうち世話人
会座長が招集する者、臨時議長（年長議
員）並びに会派代表者

世話人会座長 H20.10.10

京都府 世話人調整会議
一般選挙後、議会運営委員会が設置されるまでの議
会の運営に関する協議又は調整

前期の議長経験議員、副議長経験議員及
び議会運営委員長経験議員のうち世話人
会座長が招集する者、臨時議長（年長議
員）並びに会派代表者

世話人会座長 H20.10.10

京都府 正副委員長会

常任委員会又は特別委員会（予算特別委員会、決算
特別委員会及び府政に係る基本的な計画の策定等の
調査、審査のために設置された特別委員会を除
く。）の運営に関する協議又は調整

常任委員会又は特別委員会の委員長及び
副委員長

常任委員会又は特別委
員会の各委員長

H20.10.10



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

京都府
正副委員長・幹事協議
会

予算特別委員会、決算特別委員会又は府政に係る基
本的な計画の策定等の調査、審査のために設置され
た特別委員会の運営に関する協議又は調整

予算特別委員会等の委員長、副委員長及
び幹事

予算特別委員会等の各
委員長

H20.10.10

京都府
常任・特別委員会合同
委員長会議

常任委員会及び特別委員会に共通する運営に関する
協議又は調整

議長、副議長、常任委員会及び特別委員
会の委員長

議長 H20.10.10

京都府 政策調整会議
議員提案による政策条例の立案に関する協議又は調
整

会派から推薦された議員 政策調整会議座長 H21.3.27

京都府 広報広聴会議 議会の広報又は広聴に関する協議又は調整 会派から推薦された議員 広報広聴会議座長 H24.5.22

大阪府 議員全員協議会
議会運営委員会が必要があると認めた事項について
協議する

全議員 議長 H20.10.24

大阪府 議会運営委員会理事会
議会運営委員会から委任された事項及び委員長が必
要と認めた事項について協議する

議会運営委員会の委員長、副委員長及び
理事

委員長 H20.10.24

大阪府 委員会委員協議会
各常任委員会又は各特別委員会の委員長が必要があ
ると認めた事項について協議する

各常任委員又は各特別委員 各委員長 H20.10.24

大阪府 委員会代表者会議
各常任委員会又は各特別委員会の運営等について協
議する

各常任委員会又は各特別委員会の委員
長、副委員長及び各会派から推薦のあっ
た委員

各委員長 H20.10.24

大阪府
議会運営委員会合同会
議

議会運営委員会の委員長が必要があると認めた事項
について協議する

議会運営委員会の委員長及び副委員長並
びに関係する常任委員会又は特別委員会
の委員長及び副委員長

議会運営委員会委員長 H20.10.24

大阪府 議会運営協議会
一般選挙後議会運営委員会が設置されるまでの間、
議会の運営等に関する事項を協議する

各会派から推薦のあった議員 議会事務局長 H20.10.24

大阪府 政務調査委員会
議会運営委員会から委任された意見書案及び決議案
並びに議員提出の政策条例案について協議する

議会運営委員会の副委員長及び議会運営
委員の所属する各会派の政務調査会長

委員長 H20.10.24

大阪府 広報委員会
議会運営委員会から委任された府議会の広報に関し
必要な事項を協議する

議会運営委員の所属する各会派から推薦
された議員

委員長 H20.10.24

大阪府
海外行政調査運営委員
会

議会運営委員会から委任された府議会の海外行政調
査の実施に関し必要な事項を協議する

議会運営委員会の委員長及び副委員長並
びに議会運営委員の所属する各会派の幹
事長

委員長 H20.10.24

大阪府 議会史編さん委員会
議会運営委員会から委任された府議会史に関する重
要事項について協議する

議会運営委員会の委員長及び副委員長並
びに議会運営委員の所属する各会派の幹
事長

委員長 H20.10.24

大阪府 議会構成委員会
議会運営委員会から委任された府議会の構成に関し
必要な事項を協議する

議会運営委員の所属する各会派から推薦
された議員

委員長 H20.10.24

大阪府
関西広域連合連携協議
会

関西広域連合及び関西広域連合議会についての情報
を共有するとともに、関西広域連合及び関西広域連
合議会との連携のために必要な事項を協議する

議会運営委員会の委員長、副委員長、理
事及び議会運営委員の所属する各会派の
政務調査会長並びに関西広域連合議会議
員である議員

座長 H24.2.23



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

兵庫県 各会派代表者会議
議会運営上の重要事項及び議会全体に関わる庶務的
事項等の協議又は意見調整

議長、副議長、議長が指名する会派の代
表者（ただし、第1会派については2名）
並びに議会運営委員会の委員長及び副委
員長

議長 H20.9.25

兵庫県 各会派政務調査会長会 議会における政策形成に必要な協議又は意見調整
議長が指名する会派の政務調査会長（た
だし、第1会派については政務調査会長の
ほか政務調査副会長1名）

議長 H20.9.25

兵庫県 広報委員会
議会広報に関わる基本的な事項についての協議又は
意見調整

副議長及び議長が指名する会派の代表者
（ただし、第1会派については2名）

議長 H20.9.25

兵庫県 正副常任委員長会議 常任委員会の運営上必要な事項の協議又は意見調整
議長、副議長並びに各常任委員会の委員
長及び副委員長

議長 H20.9.25

兵庫県 地方議会協議会
県議会と市議会・町議会の意見交換を通じた情報の
共有及び政策形成機能の向上

議長、副議長及び議長が指名する会派の
政務調査会長

議長 H20.9.25

兵庫県
新議会世話人会設置準
備会

一般選挙後、新議会における結成見込みの会派の確
定及び新議会世話人会の発足等に向けた協議又は意
見調整

議長、副議長、新議会において結成見込
みの会派の代表者（ただし、第1会派につ
いては2名）並びに議会運営委員会の委員
長及び副委員長

議長 H20.9.25

兵庫県 新議会世話人会
一般選挙後、初議会が招集されるまでの間における
新議会発足後の議会運営上の基本的な事項等の協議
又は意見調整

議長、副議長、新議会において結成見込
みの各会派のうち新議会世話人会設置準
備会で決定された比率により選出された
関係会派の議員及びオブザーバーとして
関係会派以外の会派から各1名の議員

新議会世話人会座長
（ただし、第1回目の
新議会世話人会につい
ては議長）

H20.9.25

兵庫県
兵庫県議会情報公開審
査会

議長からの意見の求めに応じて、公開決定等又は公
開請求に係る不作為に対する審査請求についての調
査審議

議長が指名する議員（10名以内） 審査会会長 H20.9.25

兵庫県
関西広域連合連携協議
会

県議会と関西広域連合及び関西広域連合議会との情
報共有及び意見交換並びに県議会と関西広域連合又
は関西広域連合議会との連携に係る総合的な協議及
び意見調整

議長、副議長、関西広域連合議会議員で
ある議員、議長が指名する会派の代表者
（ただし、第1会派については2名）及び
政務調査会長

議長 H23.10.6

奈良県 各派代表者会
県政全般の諸問題についての執行機関及び各会派間
の意見調整

所属議員3人以上を有する会派を代表する
者各1人並びに議長、副議長及び議会運営
委員会の委員長

議長 H21.1.1

奈良県 各派連絡会
各派代表者会から調整を委ねられた事項の協議又は
調整

議長、副議長及び議会運営委員会の委員
長並びに会派を代表する者(各会派を代表
する者の数は、協議により定める。)

議長 H21.1.1

奈良県 正副委員長会議 各委員会の共通事項についての協議又は連絡調整
議長、副議長並びに議会運営委員会、常
任委員会及び特別委員会の委員長及び副
委員長

議長 H21.1.1

奈良県 議員全員協議会 県政上重要な案件等についての協議又は調整 全議員
議長
議会事務局長

H21.1.1



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

奈良県 世話人会
一般選挙後、議会運営委員会が構成されるまでの間
における議会運営についての協議又は調整

当該一般選挙に係る直前の議長、副議長
及び議会運営委員会の委員長並びに会派
を代表する者各1人

座長 H21.1.1

奈良県 広報委員会
議会広報の実施についての基本的な事項の協議又は
調整

議会運営委員会の委員長及び会派を代表
する者各1人(第1会派については、2人)

座長 H21.1.1

奈良県 意見書調整会議 意見書に関する調整
会派を代表する者各1人(第1会派について
は、2人)及び無所属議員

座長 H21.1.1

奈良県 図書室委員会 図書室の運営についての協議又は調整 議会運営委員会の委員 委員長 H21.1.1

奈良県 政策検討会議 県政の課題に関しての協議又は調整 会派から選出された議員 委員長 H22.12.14

奈良県 議会改革推進会議
議会改革の推進に関する基本的事項についての協議
又は調整

会派から選出された議員 委員長 H22.12.14

和歌山県 全員協議会
議会活動及び議会運営等の基本的事項に関する協議
又は調整

全議員 議長 H20.9.26

和歌山県 会派代表者会議 議案の審査又は議会の運営に関する協議又は調整
議長、副議長及び各会派から選出される
議員

議長 H20.9.26

和歌山県 議会改革検討委員会 議会改革に関する協議又は調整
議長、副議長、正副議会運営委員長及び
各会派から選出される議員

座長 H20.9.26

和歌山県 条例案検討会 政策条例案の作成のための協議又は調整 各会派から選出される議員 座長 H20.9.26

和歌山県 図書委員会 図書の運営に関する協議又は調整 議会運営委員 委員長 H20.9.26

和歌山県 議員初総会
議会活動及び議会運営等の基本的事項に関する協議
又は調整

全議員 事務局長 H20.9.26

和歌山県 世話人会 議会活動及び議会運営等に関する協議又は調整 議員初総会で選出される議員 座長 H20.9.26

鳥取県 代表者会議
議会又は議員に関する事項（法第109条の2第4項各
号に掲げる事項を除く。）について協議又は調整を
行う。

議長、副議長及び交渉団体（所属議員が
議員定数の10分の1以上の会派又は議員定
数の10分の1以上の議員で結成された団体
（議長が議会運営委員会に諮って定めた
ものに限る。）をいう。）の代表者各2名

議長 H20.9.19

交渉団体以外
の各会派の代
表者各1名及
び会派に属さ
ない議員は、
当該会議に出
席して意見を
述べることが
できる。

鳥取県 議員全員協議会
県政の重要課題及び議会に関する事項で、議員全員
で協議する必要があるものについて協議又は調整を
行う。

すべての議員

議長（一般選挙後議長
が選挙されるまでの間
にあっては、事務局
長）

H20.9.19

鳥取県 正副委員長会議
委員会の運営に関する事項について協議又は調整を
行う。

各常任委員会及び各特別委員会の委員長
及び副委員長

議長 H20.9.19



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

鳥取県 議会改革推進会議
議会の在り方及び当面の諸課題について協議又は調
整を行う。

議長、副議長、各交渉団体から選出され
た議員各2名及び交渉団体に属さない議員
から選出された議員2名

議長 H20.9.19

鳥取県 広報委員会
議会が発行する広報紙の企画、編集及び校正につい
て協議又は調整を行う。

副議長及び各会派に所属する議員の数を
勘案して議長が指名した議員5名

委員長（委員会におい
て委員長が選出される
までの間にあっては、
事務局長）

H24.3.14

鳥取県 政策調整会議
議員の提案する政策条例、意見書等について協議又
は調整を行う。

所属議員が議員定数の12分の1以上の会派
から選出された議員各1名及び当該会派に
属さない議員であって政策条例等を提案
しようとするものの代表者1名

議長 H23.7.1

当該会派以外
の各会派の代
表者各1名及
び会派に属さ
ない議員（政
策条例等を提
案しようとす
る者を除
く。）は、当
該会議に出席
して意見を述
べることがで
きる。

鳥取県 世話人会
一般選挙後最初に招集される議会の運営等に関する
協議又は調整を行う。

議員全員協議会において選出された議員

座長（世話人会におい
て座長が選出されるま
での間にあっては、事
務局長）

H20.9.19

島根県 全員協議会
県政上の重要な事項、情報等について執行機関から
説明の聴取等を行う。

全議員
議長（議長が選任され
るまでの間にあって
は、事務局長）

H20.12.26

島根県 各派代表者会議
議会運営に関する事項について協議又は調整を行
う。

議長及び副議長（一般選挙後最初の会議
において議長及び副議長が選任されるま
での間にあっては、一般選挙により新た
に選挙された議員中年長の議員並びに所
属議員数3人以上の会派の代表者

議長（議長が選任され
るまでの間にあって
は、事務局長）

H20.12.26

島根県 委員長会議
委員会運営に関する事項について協議又は調整を行
う。

議長、副議長並びに議会運営委員会、常
任委員会及び特別委員会の委員長

議長 H20.12.26

島根県 広報委員会
議会の広報、広聴活動に関する事項等について調査
又は審議を行う。

議長が選任した議員
委員長（委員長が選任
されるまでの間にあっ
ては、議長）

H20.12.26

島根県 世話人会
一般選挙後、議会運営協議会が構成されるまでの間
において、議会運営に関する事項について協議又は
調整を行う。

議長、副議長、議会運営委員会委員長、
会派から選出された議員及び年長議員
（一般選挙により新たに選挙された議員
の任期開始後にあっては、それまで議長
であった議員、副議長であった議員、議
会運営委員会委員長であった議員及び会
派から選出された議員であった議員並び
に年長議員）

議長（議長が選任され
るまでの間にあって
は、事務局長）

H20.12.26



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

島根県 議会運営協議会
一般選挙後、議会運営委員会が構成されるまでの間
において、議会運営に関する事項について協議又は
調整を行う。

年長議員及び会派から選出された議員 事務局長 H20.12.26

岡山県 全員協議会
議会活動、議会運営等の基本的事項に関する協議及
び調整

全議員 議長 H20.9.8

岡山県 予算総括協議会 全体予算を中心とした県政に関する調査 全議員 議長 H24.12.20

岡山県 委員長会議
委員会活動、委員会運営等の基本的事項に関する協
議及び調整

議長、副議長及び全委員会の委員長 議長 H20.9.8

岡山県 世話人会
一般選挙後、最初の議会までの間における議会活
動、議会運営等の基本的事項に関する協議及び調整

各会派から選出された議員 議長又は事務局長 H20.9.8

岡山県
岡山県議会情報公開審
査会

岡山県議会情報公開条例（平成13年岡山県条例第84
号）の規定による諮問に係る不服申立てに関する調
査審議及び意見の具申

議長が指名する議員 審査会の会長 H20.9.8

岡山県
岡山県議会個人情報保
護審査会

岡山県議会個人情報保護条例（平成17年岡山県条例
第79号）の規定による諮問に係る不服申立てに関す
る調査審議及び意見の具申

議長が指名する議員 審査会の会長 H20.9.8

広島県 全員委員会 議案に係る説明の聴取等 全議員 議長 H20.10.9

広島県
常任委員会正副委員長
会議

常任委員会の運営等に係る基本的事項に関する協議
又は調整

議長、副議長、常任委員会の委員長及び
副委員長並びに議会運営委員会委員長

議長 H20.10.9

広島県
特別委員会正副委員長
会議

特別委員会の運営等に係る基本的事項に関する協議
若しくは調整又は調査経過等の報告

議長、副議長、特別委員会の委員長及び
副委員長並びに議会運営委員会委員長

議長 H20.10.9

広島県 各派代表者会議 議会運営に係る重要事項に関する協議又は調整
議長、副議長、所属議員数5人以上の会派
の代表者及び議会運営委員会委員長

議長 H20.10.9

広島県 各派世話人会議
改選後の議会運営に係る重要事項に関する協議又は
調整

議長であった者、所属議員数5人以上の会
派の代表者及び改選前に議会運営委員会
の委員長又は副委員長であった者

事務局長 H20.10.9

広島県 議会運営委員会理事会 議会運営委員会の運営に関する協議又は調整
議会運営委員会の委員長及び副委員長並
びに議会運営委員会委員長が指名する理
事

議会運営委員会委員長 H20.10.9

広島県 議会運営協議会 改選後の臨時会の運営に関する協議又は調整
所属議員数5人以上の会派から選出された
議員

事務局長 H20.10.9

広島県 広島県議会広報委員会 議会広報の実施に関する協議
所属議員数5人以上の会派から選出された
議員

委員長 H20.10.9

広島県
広島県議会政策条例検
討委員会

政策条例の立案に関する検討及び調整
所属議員数5人以上の会派から選出された
議員

委員長 H20.10.9



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

広島県
広島県議会情報公開・
個人情報保護審査会

広島県議会情報公開条例（平成14年広島県条例第25
号）又は広島県議会個人情報保護条例（平成17年広
島県条例第66号）の規定に基づき意見を求められた
事項の審議

議長に指名された議員5人以内 会長 H20.10.9

広島県
広島県議会政治倫理審
査会

広島県議会議員の政治倫理に関する条例（平成19年
広島県条例第55号）の規定に基づき審査請求された
事項の審査

議長に指名された議員12人以内 委員長 H20.10.9

広島県 議会改革推進委員会
県議会改革の推進に係る議長の諮問事項に関する調
査及び検討

所属議員数5人以上の会派から選出された
議員及び議会運営委員会委員長

委員長 H20.10.9

山口県 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し全ての議員の出席
を求めて行うべき協議又は調整

全ての議員 議長 H20.10.14

山口県 世話人会
一般選挙後最初の議会において、議会運営委員が選
任されるまでの間における議会の運営等に関する協
議又は調整

一般選挙により新たに選挙された年長の
議員及び各会派から選出された議員で年
長の議員が定めるもの

一般選挙により新たに
選挙された年長の議員

H23.7.12

山口県 議会改革検討協議会 議会活動の充実強化のための改革に関する協議
議会運営委員が所属する会派に所属する
議員及び議長が定める議員

出席する議員の互選に
より選出された会長
（会長が選出されてい
ない場合は、議長）

H23.7.12

山口県 政策立案等検討会
議員の提案する政策に係る条例又は提言に関する協
議

議会運営委員が所属する会派に所属する
議員及び議長が定める議員

出席する議員の互選に
より選出された会長
（会長が選出されてい
ない場合は、議長）

H20.10.14

山口県 選挙区問題検討協議会
議員の定数、選挙区及び各選挙区において選挙すべ
き議員の数に関する協議又は調整

議会運営委員が所属する会派に所属する
議員及び議長が定める議員

出席する議員の互選に
より選出された会長
（会長が選出されてい
ない場合は、議長）

H23.7.12

徳島県
徳島県議会会長・幹事
長会

議案の審査又は議会の運営に関し会派（所属議員が
4人以上のものに限る。）間の協議又は調整を行う
こと。

議長、副議長並びに会派の会長及び幹事
長（所属議員の人数が会派間の協議によ
り定める人数以上の会派にあっては、会
長、幹事長及び当該会派の会長がその所
属議員のうちから指定する者。この場合
において、当該指定する所属議員の人数
は、会派間の協議により定める。）

議長 H20.10.24

徳島県
徳島県議会政策条例検
討会議

議員が提出する政策条例の議案の作成に関し協議又
は調整を行うこと。

会派（所属議員が1人の場合を含む。）の
代表者がその所属議員のうちから指定す
る者。この場合において、当該指定する
所属議員の人数は、会派（所属議員が4人
以上のものに限る。）間の
協議により定める。

座長 H24.7.17

香川県 香川県議会全員協議会 議案の審査又は議会の運営に関する協議又は調整 全議員 議長 H20.9.12



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

香川県 香川県議会会派連絡会
議会の活動及び運営の基本的事項に関する協議又は
調整

議長、副議長、所属議員4人以上の会派か
ら選出された議員及び議長が出席を認め
た議員

議長 H20.9.12

香川県 香川県議会委員長会
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の活動
及び運営に関する協議又は調整

議長、副議長、常任委員長、議会運営委
員長及び特別委員長

議長 H20.9.12

香川県
基本計画議決等条例調
査検討委員会

香川県行政に係る基本計画の議決等に関する条例
（平成16年香川県条例第39号）の施行に関する協議
又は調整

議長、副議長及び各会派から選出された
議員

委員長 H20.9.12

香川県
香川県議会改革検討委
員会

議会における各種改革に関する協議又は調整
議長、副議長及び所属議員2人以上の会派
から選出された議員

委員長 H20.9.12

香川県 香川県議会広報委員会 議会の広報に関する協議又は調整 議長が指名した議員 委員長 H20.9.12

香川県
香川県議会情報公開審
査会

香川県議会情報公開条例（平成12年香川県条例第79
号）第21条の審査

議長が指名した議員 会長 H20.9.12

香川県
香川県議会個人情報保
護審査会

香川県議会個人情報保護審査会規程（平成17年香川
県議会告示第3号）第1条の審査等

議長が指名した議員 会長 H20.9.12

愛媛県 世話人会
一般選挙後の議会の構成及び臨時会の運営に関し協
議又は調整を行う。

議長及び議長が選任した議員 議長 H20.10.17

愛媛県 議員協議会
議会活動及び議会運営上の基本的な事項に関し協議
又は調整を行う。

全議員 議長 H20.10.17

愛媛県 各会派代表者会議
議会活動及び議会運営上の重要な事項に関し協議又
は調整を行う。

議長、副議長及び議長が各会派から選任
した議員並びに議会運営委員会の委員長
及び副委員長

議長 H20.10.17

愛媛県 正副委員長会議
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の運営
に関し協議又は調整を行う。

議長、副議長並びに各委員会の委員長及
び副委員長

議長 H20.10.17

愛媛県 購入図書選定委員会 購入する図書の選定について協議を行う。 議長が選任した議員 委員長 H20.10.17

愛媛県 議会史編さん委員会 議会史の編さんについて協議を行う。 議長が選任した議員 委員長 H20.10.17

高知県 各派代表者会
議会の活動、運営等の基本的事項及び図書室の運営
に係る事項に関し協議及び調整を行うこと

議長、副議長及び各会派を代表する議員 議長 H20.10.21

高知県
高知県議会災害対策本
部会議

県内での大規模災害の発生に際し、議会としての対
応を協議すること。

全議員 議長 H26.12.26

高知県
高知県議会災害対策本
部員会議

高知県議会災害対策本部会議の運営及び協議事項の
調整等を行うこと。

議長、副議長、議会運営委員会委員長及
び各会派を代表する議員

議長 H26.12.26

福岡県 代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上必要な事項に関
する協議又は調整

議長、副議長及び5名以上の所属議員を有
する会派の代表者

議長（改選後の会議に
ついては、議長が別に
定める。）

H20.10.10



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

福岡県 常任委員長会議
常任委員会の運営等に関する共通事項の取扱いの協
議及び委員会間の連絡調整

常任委員会の委員長 議長 H20.10.10

福岡県 意見書等調整会議 意見書案、決議案等に関する会派間の連絡調整
2名以上の所属議員を有する会派から選出
された議員

座長 H20.10.10

佐賀県 図書室運営委員会 図書室の予算、諸規程その他必要な事項の調査審議
佐賀県議会図書室設置条例(昭和38年佐賀
県条例第23号)第五条に規定する図書室運
営委員

議長 H22.3.25

佐賀県 世話人会
一般選挙後に議会運営委員会が組織されるまでの間
の議会運営及び議会構成に関する事項の協議

議長、副議長及び会派を代表する議員 事務局長 H22.3.25

佐賀県
選挙管理委員等選考委
員会

選挙管理委員会の委員及び補充員の選考に関する事
項の協議

議長、副議長、議会運営委員長、議会運
営委員会副委員長及び各会派から選出さ
れた議員

委員長(委員長が選出
されるまでは議長)

H22.3.25

佐賀県
選挙区及び定数検討委
員会

県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき
議員の数に関する事項の協議

議長、副議長、議会運営委員長、議会運
営委員会副委員長及び各会派から選出さ
れた議員

委員長(委員長が選出
されるまでは議長)

H22.3.25

佐賀県 政策条例検討委員会 政策条例の立案及び調査研究に関する事項の協議
議会運営委員長、議会運営委員会副委員
長及び各会派から選出された議員

委員長(委員長が選出
されるまでは議会運営
委員長)

H22.3.25

佐賀県 議会改革検討委員会 議会改革に関する事項の協議
議長、副議長、議会運営委員長、議会運
営委員会副委員長及び各会派から選出さ
れた議員

委員長(委員長が選出
されるまでは議長)

H22.3.25

佐賀県 新人議員説明会 議会の運営及び県政の概要に関する事項の説明 一般選挙において初めて当選した議員 事務局長 H22.3.25

長崎県 全員協議会
議会の運営及び活動等に関する基本的事項の協議・
調整

全議員 議長 H20.9.16

長崎県 各派代表者会議
議会の運営及び活動等に関する事項の各会派相互間
の協議・調整

議長、副議長、議会運営委員長及び各会
派から選出された議員

議長 H20.9.16

長崎県 委員長会議 委員会の運営及び活動等に関する事項の協議・調整
議長、副議長、議会運営委員長、常任委
員長及び特別委員長

議長 H20.9.16

熊本県 全員協議会
議会活動又は議会運営に関し必要な協議又は調整を
行う。

全議員 議長 H20.10.3

熊本県
熊本県議会災害対策協
議会

災害の発生に際し、応急復旧対策の協議、被災地の
現地調査、関係機関への要望活動等に関し協議又は
調整を行う。

議長、副議長、議会運営委員会委員、常
任委員長及び災害ごとに議長が指名する
議員

熊本県議会災害対策協
議会会長

H20.10.3

熊本県 世話人会
一般選挙後議会運営委員会が組織されるまでの間、
議会の運営等に関し協議又は調整を行う。

各会派(3人以上の議員が所属するものに
限る。)から選出された議員及び世話人会
が必要と認めた議員

議会事務局長 H20.10.3

熊本県 熊本県政治倫理審査会
議員による政治倫理に反するおそれが生じた場合に
審査を行う。

議長が指名する7人の議員

熊本県政治倫理審査会
委員長（委員長及び副
委員長がともにないと
きは議長）

H20.10.3



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

大分県 全員協議会
全議員の協議、了承、周知を求めたい案件が生じた
場合の協議、調整

全議員 議長 H20.9.4 　

大分県 各会派代表者会 議会の運営に関する各会派間の協議、調整
議長、副議長、議会運営委員長、各会派
代表者1名

議長 H20.9.4

大分県 広報委員会 広報活動全般の基本的事項についての協議、調整 副議長、議長の指名する議員 委員長 H20.9.4

宮崎県 全員協議会
県政の重要課題、議会の運営の基本的事項等に関す
る協議又は調整を行うこと。

全議員 議長 H20.10.10

宮崎県 各会派代表者会議
県政の課題、議会の運営等に関する協議又は調整を
行うこと。

議長、副議長及び各会派から選出された
議員

議長 H20.10.10

宮崎県 委員長会議 委員会の運営等に関する協議又は調整を行うこと。
議長、副議長、常任委員会委員長、議会
運営委員会委員長及び特別委員会委員長

議長 H20.10.10

宮崎県 広報委員会
議会の広報の基本的事項に関する協議又は調整を行
うこと。

副議長及び議会運営委員会を構成する会
派から選出された議員

委員長 H20.10.10

宮崎県 政策条例検討会議
議員が提案する条例に関する協議又は調整を行うこ
と。

議長、副議長及び議会運営委員会を構成す議長 H20.10.10

宮崎県
宮崎県議会公文書開示
審査会

宮崎県議会情報公開条例（平成14年宮崎県条例第27
号。以下「条例」という。）の規定に基づく議会の
保有する情報の公開に関する協議又は調整を行うこ
と。

条例第21条第2項の規定により指名された
議員

会長 H20.10.10

宮崎県 世話人会
一般選挙後、当該選挙による議員任期開始までの間
において、議会の運営等に関する協議又は調整を行
うこと。

議長、副議長、議長経験のある議員及び
各会派から選出された議員

議長 H20.10.10

宮崎県 議会運営臨時会議
一般選挙による議員任期開始から議会運営委員会が
組織されるまでの間において、議会の運営等に関す
る協議又は調整を行うこと。

議長、副議長及び各会派代表者会議にお
いて選出された議員

議長 H20.10.10

宮崎県
宮崎県議会災害等対策
協議会

大規模災害等の発生に際して、議会としての当面の
対応に関する協議又は調整を行うこと。

全議員 議長 H24.4.1

鹿児島県 全員協議会
県政の課題、議会の運営等に関し協議又は調整を行
うこと

全議員 議長 H20.9.17

鹿児島県 会派代表者会議
議会の活動、運営等の基本的事項に関し協議又は調
整を行うこと

正副議長、正副議会運営委員長及び会派
から選出された議員

議長 H20.9.17

鹿児島県 委員長会議 委員会の運営等に関し協議を行うこと
正副議長、正副議会運営委員長、常任委
員長及び特別委員長

議長 H20.9.17

鹿児島県 請願・陳情検討会 請願・陳情の取扱いについて協議を行うこと 会派から選出された議員 請願・陳情検討会会長 H20.9.17



都道府県名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備考

鹿児島県 予算説明会 予算案に関し提案者の説明を聴取し協議を行うこと
正副議長、正副議会運営委員長、正副予
算特別委員長、代表質問予定議員及び会
派から選出された議員

議長 H20.9.17

鹿児島県 災害対策協議会
災害復旧促進の調査審議を行い、その対策を講ずる
こと

会派から選出された議員 災害対策協議会会長 H20.9.17

鹿児島県 桜島火山対策協議会
桜島の火山活動に対応し、地域住民の安全確保等の
対策を協議すること

正副議長及び会派から選出された議員
桜島火山対策協議会会
長

H20.9.17

鹿児島県 広報委員会 議会広報に関し協議を行うこと 会派から選出された議員 広報委員会委員長 H20.9.17

鹿児島県
政策立案推進検討委員
会

政策提言案の検討及び政策条例の対象とすべき事項
の調査等を行うこと

会派から選出された議員
政策立案推進検討委員
会委員長

H20.9.17

鹿児島県 条例案調整会議 制定条例の制定の適否等の調査審議を行うこと 会派から選出された議員 議長 H20.9.17

鹿児島県 条例案作成委員会
条例案調整会議において制定が適当であるとされた
政策条例に関し協議を行い、条例案を作成すること

会派から選出された議員
条例案作成委員会委員
長

H20.9.17

鹿児島県 政治倫理審査会 議員の政治倫理基準の遵守状況の審査を行うこと
議会運営委員長及び会派から選出された
議員

政治倫理審査会委員長 H20.9.17

鹿児島県 世話人会
一般選挙後の臨時議会が招集され議会運営委員会が
発足するまでの間、議会運営に関し協議を行うこと

正副議長及び会派から選出された議員 代表世話人 H20.9.17

沖縄県 各派代表者会
議会運営委員会から委ねられた事項、議長が必要と
認めた事項等の協議又は調整

議長、副議長、議会運営委員長、各会派
の代表者、会派に所属しない議員及び議
長が特に必要と認める議員

議長 H20.9.18

沖縄県 議会改革推進会議 議長の諮問を受けた議会改革の推進に関する協議
各会派から推薦された議員及び会派に所
属しない議員

議会改革推進会議委員
長

H24.7.18



　②　市町村分
　　ア　総括表

都道府県名 設置団体数 協議又は調整を行う場の数

北海道 118 186

青森県 22 34

岩手県 24 45

宮城県 34 59

秋田県 25 74

山形県 31 90

福島県 38 65

茨城県 23 56

栃木県 20 38

群馬県 30 56

埼玉県 40 93

千葉県 37 73

東京都 24 60

神奈川県 13 21

新潟県 22 59

富山県 15 36

石川県 17 52

福井県 13 31

山梨県 24 60

長野県 59 145

岐阜県 28 67

静岡県 25 61

愛知県 34 94

三重県 27 69

滋賀県 10 36

京都府 20 38

大阪府 24 109

兵庫県 30 84

奈良県 15 23

和歌山県 22 24

鳥取県 15 21

島根県 15 33

岡山県 8 13

広島県 21 49

山口県 16 31

徳島県 12 18

香川県 2 2

愛媛県 11 22

高知県 17 29

福岡県 36 66

佐賀県 11 21

長崎県 21 45

熊本県 36 61

大分県 15 44

宮崎県 20 40

鹿児島県 35 53

沖縄県 31 42

合計 1,186 2,528



　　イ　内訳表

都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

北海道 釧路市 議員協議会
議会運営その他議会の活動等につい
て、議員全員による協議又は調整を
行う。

全議員 議長 H21.10.2

北海道 釧路市 代表者会議
議会全体にかかわる問題又は議会運
営上必要な事項について、協議又は
会派間の意見調整を行う。

議長、副議長、会派の代
表者及び議会運営委員長

議長（議長選出前は、
議会事務局長）

H21.10.2

北海道 釧路市 幹事長会議
議会運営上必要な事項について、会
派間の意見調整を行う。

会派の幹事長
座長（座長選出前は、
議会事務局長）

H21.10.2

北海道 釧路市 委員長会議
委員会又は委員会相互間における議
案の審査方法及び日程確認等につい
て、協議又は調整を行う。

議長、副議長及び委員会
の委員長

議長 H21.10.2

北海道 釧路市 委員協議会
委員会運営その他委員会の活動等に
ついて、委員全員による協議を行
う。

当該委員会の委員 当該委員会の委員長 H21.10.2

北海道 留萌市 全員協議会
市政の課題、議会運営等に関し協議
又は調整

全議員 議長 H26.10.1

北海道 留萌市 各派代表者会議
議会全体にかかわる課題又は議会運
営上必要と認める事項に関し協議又
は調整

議長、副議長、議会運営
委員長、会派の代表者及
び議長が必要と認めた者

議長 H27.3.17

北海道 留萌市 議会四役会議 議会運営等に関し協議又は調整
議長、副議長、議会運営
委員長及び副委員長

議長 H26.10.1

北海道 留萌市 委員長会議
委員会運営の基本方針及び課題に関
し協議又は調整

議長、副議長、議会運営
委員長、常任委員長及び
特別委員長

議長 H26.10.1

北海道 留萌市 危機対策会議
大規模災害等の危機管理事案に関し
協議又は調整

全議員 議長 H26.10.1

北海道 留萌市 留萌線検討対策会議
留萌線（留萌－増毛線）に関する調
査研究

留萌市議会議員7人 議長 H27.8.12

北海道 赤平市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H21.4.1

北海道 赤平市 会派代表者会議
会派及び諸派間の意見調整その他議
会運営上必要と認める事項に関し協
議又は調整を行うため

議長、副議長及び会派又
は諸派から選出された議
員

議長 H21.4.1

北海道 士別市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.13



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

北海道 士別市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整を行うため

議長及び副議長並びに会
派代表者

議長 H20.9.13

北海道 士別市 正副常任委員長会議
常任委員会間の意見調整その他議会
運営上必要と認める事項について協
議又は調整を行うため

議長及び副議長並びに常
任委員長及び副常任委員
長

議長 H20.9.13

北海道 名寄市 議員協議会
議会の運営及び市政に関する協議等
を行うため

全議員 議長 H27.3.20

北海道 名寄市 各会派代表者会議 各会派間の意見調整等を行うため
議長及び副議長並びに各
会派代表者

議長 H27.3.20

北海道 名寄市 各会派幹事長会議
意見書案・決議案の協議調整等のた
め

各会派幹事長 議長 H27.3.20

北海道 三笠市 会派代表者会議
会派及び諸派間の意見調整その他議
会運営上必要と認める事項に関し協
議又は調整を行うため

議長、副議長及び各会派
又は各諸派から選出され
た議員

議長 H20.9.26

北海道 三笠市 議員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

北海道 三笠市 委員長会議
各委員会の開催日程その他各委員会
運営上必要と認める事項について協
議又は調整を行うため

議長、副議長、議会運営
委員長、常任委員長及び
特別委員長

議長 H20.9.26

北海道 根室市 議員協議会

1．議会運営その他議会の活動等に
ついて、議員全員による協議又は調
整を行うこと。
2．市政における重要事項に関する
報告、説明の聴取及び協議を行うこ
と。
3．議案等に関し提出者の説明を聴
取すること。

全議員 議長 H25.9.15

北海道 根室市 委員協議会
委員会運営その他委員会の活動等に
ついて、委員全員による協議を行う
こと。

当該委員会の委員 当該委員会の委員長 H25.9.15

北海道 根室市 特別委員会理事会
委員会運営その他委員会の活動等に
ついて、委員会で選任された理事に
よる協議を行うこと。

当該特別委員会の委員
長、副委員長、理事

当該特別委員会の委員
長

H25.9.15

北海道 根室市 正副委員長会議

委員会運営その他委員会の活動等の
基本的事項に関し必要に応じて委員
会間における協議又は調整を行うこ
と。

当該委員会の正副委員長 当該委員会の委員長 H25.9.15

北海道 根室市 各会派代表者会議
議会活動、運営等の基本的事項に関
し協議又は調整を行うこと。

議長、副議長及び各会派
代表者

議長 H25.9.15



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

北海道 根室市 広報委員会
議会の広報に関し協議又は調整を行
うこと。

広報委員 委員長 H25.9.15

北海道 根室市 議会報告会
議会活動について市民等に対し報告
等を行うこと。

全議員 議長 H25.9.15

北海道 室蘭市 議員協議会

現在若しくは将来における行政上の
重要な問題又は議会の運営その他議
会の活動について、議員全員による
協議又は調整を行うため

全議員 協議会議長 H21.1.1

北海道 室蘭市 会派会長会議
議会全体にかかわる問題又は議会運
営の基本方針についての協議又は会
派間の意見調整を行うため

議長、副議長、会派の会
長及び会議において必要
と認められた者

会議議長（一般選挙後
最初の会議は、議会事
務局長）

H21.1.1

北海道 室蘭市 会派幹事長会議
議会運営の具体的な方法等について
の会派間の意見調整を行うため

会派幹事長及び座長が必
要と認めた者

座長 H21.1.1

北海道 室蘭市 各派交渉会
議会人事及び一般選挙後の初議会の
運営に係る事項についての協議又は
意見調整を行うため

会派から委員として選任
された者及び座長が必要
と認められた者

座長（座長選出前は、
議会事務局長）

H21.1.1

北海道 室蘭市 正副委員長会議

委員会（議会運営委員会、常任委員
会及び特別委員会をいう。以下同
じ。）又は委員会相互間における議
案の審査方法等について協議又は調
整を行うため

議長、副議長及び委員会
の正副委員長

会議議長 H21.1.1

北海道 室蘭市 議員総会
一般選挙後における議会活動及び議
会運営等に係る協議を行うため

全議員 進行役 H21.1.1

北海道 登別市 正副委員長会議規定
議会運営委員会及び常任委員会相互
の協議、調整及び情報の共有化を図
るため

議長、副議長、議会運営
委員会及び常任委員会の
正副委員長

議長 H20.9.26

北海道 登別市 会派会長会議
議案の審議、議会の運営に関する協
議及び調整のため

議長、副議長、会派会長 議長 H20.9.26

北海道 伊達市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認められる事項について協議
又は調整を行うため

議長、副議長、各会派の
代表者及び議長が必要と
認めた者

議長 H21.4.1

北海道 伊達市 全員協議会
市政の重要な事項又は議会運営に係
る基本的な事項に関し協議又は調整
を行うため

全議員 議長 H21.4.1

北海道 伊達市 正副委員長会議
会運営の円滑性を確保するため各常
任委員会相互の調整を行うため

議長、副議長並びに議会
運営委員会及び各常任委
員会の正副委員長

議長 H21.4.1

北海道 北広島市 議員協議会
議会活動又は市政に係る重要な事項
に関し協議等を行うため

全議員及びその他議長が
認める者

議長 H24.4.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

北海道 北広島市 会派代表者会議
議会全体に関わり問題又は議会運営
の基本方針についての会派間の協議
を行うため

正副議長、各会派の代表
者及びその他議長が認め
る者

議長 H24.4.1

北海道 北広島市 会派幹事長会議
議会運営の具体的な方法等について
の会派間の協議等を行うため

正副議長、各会派の幹事
長及びその他議長が認め
る者

議長 H24.4.1

北海道 松前町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整のため

議員全員 議長 H20.9.12

北海道 松前町 正副委員長会議
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整のため

委員長及び副委員長 委員長 H20.9.12

北海道 松前町 正副議長会議
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整のため

議長及び副議長 議長 H20.9.12

北海道 松前町 正副議長正副委員長会議
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整のため

正副議長及び正副委員長 議長 H20.9.12

北海道 福島町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議・調整

議員全員 議長 H21.4.1

北海道 福島町 正副議長・正副委員長会議
議案の審査又は議会の運営に関する
協議・調整及びその他必要な事項

議長・副議長・常任委員
会委員長・常任委員会副
委員長・議会運営委員
長・議会運営副委員長

議長 H21.4.1

北海道 福島町 委員会協議会 委員会の運営に関する協議・調整 委員会委員 委員長 H21.4.1

北海道 森町 森町議会議員全員協議会
議会運営に関し、協議又は調査を図
る会議

議員全員 議長 H22.12.15

北海道 八雲町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議又は調整のため

全議員 議長 H20.11.14

北海道 八雲町 会派代表者会議
議会の運営に関する会派間の調整連
絡及び協議に関する調整のため

正副議長、会派代表者 議長 H20.11.14

北海道 八雲町 正副議長、正副委員長会議
議会運営の基本的事項に関する協議
又は調整のため

正副議長、正副委員長 議長 H20.11.14

北海道 長万部町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

北海道 江差町 江差町議会全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

北海道 上ノ国町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

北海道 厚沢部町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.3.11



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

北海道 乙部町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.24

北海道 奥尻町 議員全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

北海道 今金町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.25

北海道 せたな町 せたな町議会全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

北海道 当別町 議員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整のため

議員全員 議長 H21.4.1

北海道 寿都町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.12.25

北海道 黒松内町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.24

北海道 喜茂別町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H23.9.29

北海道 積丹町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

北海道 古平町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.2.1

北海道 仁木町 仁木町議会全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.11.5

北海道 南幌町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.25

北海道 奈井江町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.22

北海道 長沼町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.19

北海道 月形町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.8

北海道 浦臼町 浦臼町全員協議会 議会の議事を円滑に進めるため 議員全員 議長 H20.9.12

北海道 新十津川町 全員協議会
議案の審議又は議会運営の充実に関
する協議及び調整のため

議員全員 議長 H20.9.16

北海道 秩父別町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.10
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北海道 雨竜町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.18

北海道 北竜町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.17

北海道 沼田町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議会全員 議長 H20.10.1

北海道 当麻町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

北海道 比布町 全員協議会
議案審査又は議会の運営に関し協議
又は調整を行なうため

議員全員 議長 H25.1.24

北海道 愛別町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

北海道 上川町 全員協議会
議案の審査や議会運営に関し、協議
又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.24

北海道 東川町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.24

北海道 上富良野町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.22

北海道 中富良野町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.22

北海道 南富良野町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

北海道 和寒町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.24

北海道 剣淵町 議員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H25.3.19

北海道 下川町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

北海道 美深町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

北海道 音威子府村 全員協議会
議案審査及び議会運営に関する協議
調整のため

全議員 議長 H20.9.24

北海道 中川町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

北海道 幌加内町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H25.1.17
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北海道 小平町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.20

北海道 羽幌町 議員全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

北海道 増毛町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.18

北海道 初山別村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

北海道 天塩町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための場

議員全員 議長 H20.10.1

北海道 浜頓別町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議、又は調整を行う場とする。

全議員 議長 H21.4.1

北海道 枝幸町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.1

北海道 豊富町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議、調整を行う

全議員 議長 H20.12.19

北海道 礼文町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議、調整を行う

全議員 議長 H25.12.16

北海道 利尻富士町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議、調整を行う

全議員 議長 H24.12.14

北海道 幌延町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う場

全議員 議長 H25.4.1

北海道 美幌町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H24.12.12

北海道 津別町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.22

北海道 斜里町 会派代表者会議
議会活動及び議会運営等の基本的事
項について協議又は調整を行うため

議長、副議長、会派から
選出された議員

議長 H20.9.20

北海道 斜里町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.20

北海道 斜里町 常任委員長会議
議案審査及び議会運営の基本的事項
について協議又は調整を行うため

議長、副議長、常任委員
長、議会運営委員長

議長 H20.9.20

北海道 清里町 議員協議会
議案の審査又は議会運営に関する協
議・調整のため

議員全員 議長 H20.10.1

北海道 小清水町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

北海道 訓子府町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整をおこなうため

議員全員 議長 H20.9.18

北海道 訓子府町 正副議長・委員長会議
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整をおこなうため

正副議長・委員長 議長 H20.9.18

北海道 置戸町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.16

北海道 佐呂間町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.9.30

北海道 遠軽町 議員協議会
議案の審査および議会の運営に関す
る協議調整のため

議員全員 議長 H20.10.1

北海道 遠軽町 会派代表者会議
議会の運営に関する協議調整（人事
案件等に係る協議）のため

議長、副議長及び各会派
代表者（2人以内）

議長 H20.10.1

北海道 遠軽町 常任委員長会議
議会の運営に関する協議調整（各常
任委員会間の協議調整）のため

議長及び各常任委員会の
委員長

議長 H20.10.1

北海道 湧別町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.11.25

北海道 滝上町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.1.1

北海道 興部町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.18

北海道 西興部村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.30

北海道 雄武町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.12

北海道 大空町 議員協議会
議会運営調整及び町長等の政策課題
の審査に迅速に対応するため

全議員 議長 H24.6.21

北海道 豊浦町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための場

議員全員 議長 H20.9.19

北海道 壮瞥町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための場

議員全員 議長 H20.9.19

北海道 白老町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.1.1

北海道 厚真町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.19

北海道 洞爺湖町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1
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北海道 洞爺湖町 会派代表者会議
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

会派代表者 議長 H20.10.1

北海道 安平町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.25

北海道 むかわ町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.17

北海道 日高町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.2.1

北海道 日高町 正副委員長会議
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議長、副議長、各常任委
員会正副委員長及び議会
運営委員会正副委員長

議長 H21.2.1

北海道 平取町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.17

北海道 新冠町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.9

北海道 浦河町 全員協議会
議会又は町政に関する事項について
協議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.12.19

北海道 様似町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

北海道 えりも町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.19

北海道 新ひだか町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.22

北海道 新ひだか町 正副議長・正副委員長会議
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議長、副議長、委員長、
副委員長

議長 H20.12.22

北海道 音更町 議員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

北海道 士幌町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

北海道 上士幌町 議員協議会
町政諸般の問題について研究し、自
由に協議するため

議員全員 議長 H23.4.1

北海道 鹿追町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

北海道 新得町 議員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調査を行うための場

議員全員 議長 H22.1.1

北海道 清水町 全員協議会
議会の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H26.4.1
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北海道 芽室町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H25.4.1

北海道 中札内村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調査を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

北海道 更別村 全員協議会
議会の運営その他議会の活動に関し
協議又は調整すること。

議員全員 議長 H22.7.1

北海道 更別村 議長、副議長会議
議会の運営その他議会の活動に関し
協議又は調整すること。

議長及び副議長 議長 H26.4.1

北海道 更別村 議長、副議長、委員長会議
議会の運営その他議会の活動に関し
協議又は調整すること。

議長、副議長、各常任委
員会委員長及び議会運営
委員会委員長

議長 H26.4.1

北海道 更別村 議会運営会議
議会運営委員会の所管事項に関し協
議又は調整すること。

議長及び議会運営委員会
委員長

議長 H26.4.1

北海道 更別村 議会報告会
議会活動について村民等に対し報告
等を行うこと。

議員全員 議長 H26.4.1

北海道 更別村 議会懇談会
村政全般にわたって村内の団体等と
意見交換を行うこと。

議員全員 議長 H26.4.1

北海道 更別村 初議会運営会議
一般選挙後、最初の議会進行につい
て協議又は調整すること。

議員全員 議会事務局長 H26.4.1

北海道 大樹町 議員協議会
議案審査・議会運営に関する協議、
調整

議員全員 議長 H20.9.1

北海道 広尾町 議員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

北海道 広尾町 正副議長会議
議会の運営その他議会の活動に関し
協議又は調製すること。

議長、副議長 議長 H27.1.1

北海道 広尾町 議長、副議長、委員長会議
議会の運営その他議会の活動に関し
協議又は調製すること。

議長、副議長、議会運営
委員長及び各常任委員長

議長 H27.1.1

北海道 広尾町 議会運営会議
議会運営委員会の所管事項に関し協
議又は調製すること。

正副議長及び議会運営委
員会正副委員長

議長 H27.1.1

北海道 広尾町 議会報告会
議会活動について町民等に対し報告
を行うこと。

議員全員 議長 H27.1.1

北海道 広尾町 議会懇談会
町政全般にわたって町内の団体等と
意見交換を行うこと。

議員全員 議長 H27.1.1

北海道 広尾町 初議会運営会議
一般選挙後、最初の議会進行につい
て協議又は調製すること。

議員全員 事務局長 H27.1.1

北海道 広尾町 初当選議員会議
議会運営の基本的事項に関する説
明、協議又は調製すること。

初当選議員 事務局長 H27.1.1
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北海道 幕別町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.3.25

北海道 池田町 全員協議会
池田町議会会議規則第119条第1項に
規定する協議または調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.17

北海道 池田町 正副委員長会議
池田町議会会議規則第119条第1項に
規定する協議または調整を行うため

常任委員会、特別委員
会、議会運営委員会の各
正副委員長

各委員長 H20.9.17

北海道 豊頃町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議または調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.18

北海道 本別町 議員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

北海道 足寄町 全員協議会
議会運営の基本的事項または議長が
必要と認める事項に関し協議または
調整を行うため。

議員全員 議長 H24.5.1

北海道 浦幌町 議員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調査を行うための場

議員全員
議長（議長が選任され
るまでの間は事務局
長）

H25.4.1

北海道 浦幌町 正副議長会議
議案の審査又は議会の運営に関する
協議又は調整

議長、副議長 議長 H25.4.1

北海道 浦幌町 委員長会議
議案の審査又は議会の運営に関する
協議又は調整及び委員会の運営等に
関する協議又は調整

議長、副議長、議会運営
委員会委員長、各常任委
員会委員長、特別委員会
委員長

議長 H25.4.1

北海道 浦幌町 正副委員長会議
議会の運営に関する協議又は調整及
び委員会の運営等に関する協議又は
調整

議長、副議長、議会運営
委員会、各常任委員会及
び特別委員会の委員長及
び副委員長

議長 H25.4.1

北海道 浦幌町 正副委員長会
委員会の運営等に関する協議又は調
整

委員長、副委員長 委員長 H25.4.1

北海道 浦幌町 委員会協議会
委員会の運営等に関する協議又は調
整

各委員 各委員長 H25.4.1

北海道 浦幌町 初当選議員会議
議会運営の基本的事項に関する説
明、協議又は調整

初当選議員 事務局長 H25.4.1

北海道 浦幌町 初議会運営会議
一般選挙後、最初に招集される議会
の運営に関する説明、協議又は調整

議員全員 事務局長 H25.4.1

北海道 標茶町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H25.9.30

北海道 弟子屈町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.6.17
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北海道 白糠町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.9

北海道 別海町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.9

北海道 標津町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

北海道 羅臼町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

計 118団体 186件

青森県 青森市 各派代表者会議

議会運営の充実を図るため必要な事
項等について協議又は調整を行うと
ともに、市政に関する重要な事項等
について報告を受け、協議を行う

議長、副議長及び各会派
（会派とは、所属議員３
人以上で結成されたもの
をいう。）の代表者

議長 H21.3.25

青森県 青森市 全員協議会
議会の円滑かつ合理的な運営を図る
ため、市政に関する重要な事項等の
協議を行う

全議員 議長 H21.3.25

青森県 青森市 常任委員協議会

議会活動の活発化を図るため、青森
市議会委員会条例（平成17年条例第
231号）第2条各号に掲げる常任委員
会の所管事項等について協議を行う

各常任委員会の委員
各常任委員協議会の委
員長

H21.3.25

青森県 青森市 議会改革検討委員会
議会改革に係る諸事項に関する協議
を行う

議会改革検討委員会の委
員

議会改革検討委員会の
委員長

H28.3.23

青森県 弘前市 議員全員協議会
議会の円滑かつ合理的な運営を図る
ため、市政に関する重要な事項等の
協議を行う

全議員 議長 H26.6.30

青森県 八戸市 委員会協議会
常任委員会の所管事項に関し協議又
は調整を行うこと。

常任委員会委員 常任委員長 H21.4.1

青森県 八戸市 議員全員協議会
市政に関する重要事項に関し協議又
は調整を行うこと。

全議員 議長 H21.4.1

青森県 黒石市 黒石市議会議員全員協議会
議案の審査または議会の運営に関し
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

青森県 十和田市 全員協議会
議員の円滑かつ合理的な運営を図る
ため、市政に関する重要な事項等の
協議を行う。

全議員 議長 H25.4.1

青森県 むつ市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議、調
整をするため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H22.4.1
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青森県 むつ市 全員協議会
議会の円滑かつ合理的な運営を図る
ため、市政に関する重要案件等の協
議、調整をするため

全議員 議長 H22.4.1

青森県 むつ市 常任委員会協議会
常任委員会の所管事項に関する協
議、調整をするため

各常任委員会の委員
各常任委員会協議会の
委員長

H22.4.1

青森県 むつ市 広報広聴委員会
議会の広報広聴に関する事項の協
議、調整をするため

広報広聴委員会の委員
広報広聴委員会の委員
長

H25.8.28

青森県 つがる市 つがる市議会全員協議会
議会として政務に関し協議又は調整
を行うため

全議員 議長 H21.4.1

青森県 つがる市
つがる市議会正副委員長会
議

各委員会の運営及び共通する事項に
関し協議又は調整を行うため

正副議長並びに各常任委
員会、議会運営委員会及
び特別委員会の正副委員
長

議長 H21.4.1

青森県 つがる市
つがる市議会図書室運営委
員会

つがる市議会図書室の運営に関して
必要な事項について協議を行うため

全委員 委員長 H21.4.1

青森県 つがる市
つがる市議会だより編集委
員会

つがる市議会だよりの発行に関し必
要な事項について協議を行うため

全委員 委員長 H21.4.1

青森県 平川市 全員協議会
議会の円滑かつ合理的な運営を図る
ため、市政に関する重要な事項等の
協議を行う。

全議員 議長 H23.3.7

青森県 蓬田村 全員協議会
議案の審議若しくは議会運営の協議
若しくは調整

議員全員 議長 H20.12.10

青森県 鰺ヶ沢町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調査を行うため

議員全員 議長 H21.3.13

青森県 深浦町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

青森県 藤崎町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.18

青森県 板柳町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.12

青森県 鶴田町 議員全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.18

青森県 中泊町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H17.4.1

青森県 野辺地町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う

議員の全員 議長 H20.9.24

青森県 七戸町 全員協議会 議員活動の充実を図るため 議員全員 議長 H22.9.12
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青森県 六戸町 全員協議会
議案の審議又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.12

青森県 六ヶ所村 全員協議会
執行機関からの説明及び報告並びに
議員間の協議を行うため

議員全員 議長 H20.9.18

青森県 六ヶ所村 会派代表者会議 各会派間の調整及び協議を行うため 各派代表者 議長 H22.6.9

青森県 六ヶ所村 広報委員会 議会広報に関する協議を行うため
議会から推薦された広報
委員

議長 H22.6.9

青森県 おいらせ町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.12

青森県 大間町 全員協議会
議案の審議又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.18

青森県 風間浦村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う

議員全員 議長 H20.9.17

計 22団体 34件

岩手県 盛岡市 全員協議会
市政に関する重要事項又は議会に関
する検討事項を協議又は調整するた
め

全議員 議長 H20.9.29

岩手県 盛岡市 議会広報委員会
議会の広報に関する必要な事項を協
議又は調整するため

議員若干人 委員長 H21.4.1

岩手県 宮古市 議員全員協議会
市政に関する重要事項又は議会に関
する検討事項を協議又は調整するた
め

議員全員 議長 H21.4.1

岩手県 大船渡市 全員協議会
市政に関する重要な事項又は議会の
運営に関する事項に関し協議又は調
整を行うため

全議員 議長 H24.4.1

岩手県 花巻市 議員全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H22.6.17

岩手県 花巻市 議会改革推進会議
議会改革の推進に関する協議を行う
ため

議員8人以内 委員長 H22.6.17

岩手県 北上市 議員全員協議会
市政に関する重要事項の協議、報告
又は議会の運営に関する協議、調整

全議員 議長 H21.4.1

岩手県 北上市 各派代表者会
各会派の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項の協議、調整

議長、副議長及び各会派
の代表者

議長 H21.4.1

岩手県 北上市 議会改革推進会議 議会改革の推進に関する協議・調整 議員10人以内 委員長 H24.9.27
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岩手県 北上市 広聴広報委員会
議会の広聴広報活動に関する協議・
調整

議員15人以内 委員長 H28.3.10

岩手県 久慈市 議員全員協議会
議会としての共通認識を深めるとと
もに、合意形成を図るため

全議員 議長 H26.3.4

岩手県 遠野市 議員全員協議会
市政に関する重要事項又は議会に関
する検討事項を協議又は調整するた
め

全議員 議長 H21.4.1

岩手県 一関市 議員全員協議会

市の主要施策等についての説明、協
議、報告及び内部案件の調整、協議
を行い、議会運営の充実を図るた
め。

全議員 議長 H22.3.18

岩手県 陸前高田市 全員協議会
市の主要施策等についての説明、協
議、報告及び内部案件の調整、協議
を行い、議会運営の充実を図る。

全議員 議長 H20.9.5

岩手県 陸前高田市 会派代表者会
各会派の意見の調整、連絡及び協議
等を行う。

議長、副議長及び各会派
の代表者

議長 H20.9.5

岩手県 陸前高田市 議員懇談会
議員の改選後最初の本会議運営等に
ついて協議し、運営の円滑化を図
る。

全議員 議会事務局長 H20.9.5

岩手県 釜石市 釜石市議会議員全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H21.4.1

岩手県 二戸市 全員協議会
市政に関する重要事項又は議会に関
する検討事項を協議又は調整するた
め

全議員 議長 H22.12.24

岩手県 二戸市 議会だより編集委員会
議会だよりを発行するための協議又
は調整を行うため

議員若干人 委員長 H22.12.24

岩手県 八幡平市 議員全員協議会
議長が必要と認めた重要な事項に関
する協議又は調整

議員全員 議長 H25.3.25

岩手県 八幡平市 総務常任委員会協議会
総務常任委員会の委員長が必要と認
めた重要な事項に関する協議又は調
整

総務常任委員会委員 総務常任委員会委員長 H25.3.25

岩手県 八幡平市 教育民生常任委員会協議会
教育民生常任委員会の委員長が必要
と認めた重要な事項に関する協議又
は調整

教育民生常任委員会委員
教育民生常任委員会委
員長

H25.3.25

岩手県 八幡平市 産業建設常任委員会協議会
産業建設常任委員会の委員長が必要
と認めた重要な事項に関する協議又
は調整

産業建設常任委員会委員
産業建設常任委員会委
員長

H25.3.25

























































































































































都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

静岡県 島田市 議員連絡会
議会及び行政に関する事項を連絡、
調整するため

議員全員 議長 H23.12.16

静岡県 富士市 全員協議会
市政及び議会の重要事項に関する協
議又は調整

全議員 議長 H21.3.23

静岡県 富士市 総務市民委員会協議会
総務市民委員会の所管に関する事件
の協議又は調整

総務市民委員会委員 総務市民委員会委員長 H21.3.23

静岡県 富士市 文教民生委員会協議会
文教民生委員会の所管に関する事件
の協議又は調整

文教民生委員会委員 文教民生委員会委員長 H21.3.23

静岡県 富士市 環境経済委員会協議会
環境経済委員会の所管に関する事件
の協議又は調整

環境経済委員会委員 環境経済委員会委員長 H21.3.23

静岡県 富士市 建設水道委員会協議会
建設水道委員会の所管に関する事件
の協議又は調整

建設水道委員会委員 建設水道委員会委員長 H21.3.23

静岡県 富士市
一般・特別会計決算委員会
協議会

一般・特別会計決算委員会の所管に
関する事件の協議又は調整

一般・特別会計決算委員
会委員

一般・特別会計決算委
員会委員長

H24.6.22

静岡県 富士市 企業会計決算委員会協議会
企業会計決算委員会の所管に関する
事件の協議又は調整

企業会計決算委員会委員
企業会計決算委員会委
員長

H24.6.22

静岡県 富士市 議会改革検討委員会
議会の活性化を図り、議会改革を推
進するための協議又は調整

所属議員3人以上を有す
る会派から選出された委
員

議会改革検討委員会委
員長

H21.3.23

静岡県 富士市 議会広報委員会
議会だよりの編集及び発行並びに議
会ウェブサイト等の編集及び管理に
ついての協議又は調整

所属議員3人以上を有す
る会派から選出された委
員

議会広報委員会委員長 H21.3.23
H26.3.24
議会だより編集委
員会から改称

静岡県 磐田市 全員協議会
陳情の審議、年度末専決案件の説
明、行政視察報告その他議会活動に
関する協議又は調整

全議員 議長 H26.3.24

静岡県 磐田市 委員協議会
陳情の審査及び委員会運営上必要と
認める事項に関する協議又は調整

常任委員会委員及び議会
運営委員会委員

常任委員会委員長及び
議会運営委員会委員長

H26.3.24

静岡県 磐田市 任意特別委員会

複数の常任委員会の所管にわたる案
件、大事業で特に調査研究が必要と
認められる案件、政治的配慮を要す
る案件及び市長から設置の要請が
あった案件に関する協議又は調整

任意特別委員会委員 任意特別委員会委員長 H26.3.24

静岡県 磐田市 議員懇談会
議員報告、定例会及び臨時会の運
営、当局報告、事務報告その他案件
に関する協議又は調整

全議員 議長 H26.3.24

静岡県 磐田市 議員勉強会
当局報告のうち議長が特に必要と認
める案件に関する協議又は調整

全議員 議長 H26.3.24

静岡県 磐田市 議員協議会
意思形成過程にある市政の重要案件
に関する協議又は調整

全議員 議長 H26.3.24



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

静岡県 磐田市 選考委員会
常任委員会委員、組合議会議員、行
政委員会委員等の選考に関する協議
又は調整

正副議長及び会派代表者
（1人会派を除く。）又
は正副議長、議会運営委
員会委員及び議会運営委
員会委員外議員

議長 H26.3.24

静岡県 磐田市 会派代表者会議
会派間の連絡調整、会派の運営その
他必要な事項に関する協議又は調整

正副議長及び会派代表者
（1人会派を除く。）

議長 H26.3.24

静岡県 磐田市 情報公開審査委員会
公文書の公開の統一的判断及び公文
書の公開又は非公開の決定に関する
協議又は調整

正副議長及び情報公開審
査委員会委員

情報公開審査委員会委
員長

H26.3.24

静岡県 掛川市 全員協議会
本会議に関する予備的協議並びに市
議会の重要事項及び市の重要施策等
の特定事項に関する協議又は調整

全議員 議長 H21.3.24

静岡県 掛川市 常任委員会協議会
常任委員会に関する予備的協議及び
市の重要施策等の特定事項に関する
協議又は調整

常任委員会委員 常任委員会委員長 H21.3.24

静岡県 藤枝市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H28.3.22

静岡県 藤枝市 委員協議会
各常任委員会の運営に関し協議又は
調整を行うため

常任委員会委員 常任委員会委員長 H28.3.22

静岡県 藤枝市 任意の委員会
特に調査研究が必要な案件、政治的
配慮を要する案件に関し協議又は調
整を行うため

各特別委員会委員 各特別委員会委員長 H28.3.22

静岡県 藤枝市 代表者会議
会派間の連絡調整、議会活動などに
関する協議又は調整を行うため

議会運営委員会委員長及
び会派代表者

議会運営委員会委員長 H28.3.22

静岡県 藤枝市 議会報告会
議会報告の場を設け、市民の意見を
把握し、議会活動に反映させるため

議員全員 議長 H28.3.22

静岡県 藤枝市 議員研修会
政策立案能力及び政策提言能力の向
上を図るため

議員全員 議長 H28.3.22

静岡県 藤枝市 議員協議会
議員任期の最終年の4月及び初議会
前に開催し、議会運営に関し協議又
は調整を行うため

議員全員

＜初議会前＞
議会事務局長
＜任期最終年の4月＞
議長

H28.3.22

静岡県 御殿場市 全員協議会
市政及び議会の重要事項に関し協議
又は調整を行うため

全議員 議長 H21.1.1

静岡県 袋井市 会派代表者会議
会派間の意見その他議会運営上必要
と認める事項について協議又は調整
を行う。

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H21.3.19



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

静岡県 袋井市 常任委員長会議

委員会が審査又は調査をした事件が
議題となった際の委員長の報告及び
委員会の運営に関する協議又は調整
を行う。

議長、副議長、委員長及
び副委員長

議長 H21.3.19

静岡県 袋井市 全員協議会
議案の詳細説明又は市の重要施策、
緊急事項等に関する協議若しくは調
整を行う。

全議員 議長 H21.3.19

静岡県 袋井市 広報委員会
議会報の発行並びに市議会ホーム
ページの管理及び編集に関する協議
又は調整を行う。

副議長及び各会派から選
出された議員

広報委員長 H22.3.2

静岡県 下田市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営について
協議、調整を行うため

議員全員 議長又は市長 H22.4.1

静岡県 裾野市 全員協議会
市政及び議会の重要事項に関する協
議又は調整

全議員 議長 H21.4.1

静岡県 裾野市 議会だより編集委員会
議会だよりの編集及び発行に関する
協議又は調整

議会運営委員会及び各常
任委員会から選出された
議員

議会だより編集委員会
委員長

H21.4.1

静岡県 伊豆市 全員協議会
市政及び議会の重要事項に関する協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H25.3.21

静岡県 伊豆市 議会広報委員会
議会の広報に関する協議又は調整を
行うため

常任委員会から選出され
た議員

議会広報委員会委員長 H25.3.21

静岡県 伊豆の国市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議または調整を行うため

議員全員 議長 H21.12.28

静岡県 牧之原市 議員全員協議会
議会の運営及び市政に関する協議を
する

全議員 議長 H24.3.24

静岡県 牧之原市 常任委員会協議会
所管事項について、報告を受ける又
は協議をする

常任委員会委員 常任委員会委員長 H24.3.24

静岡県 牧之原市 専門部会
議長から諮問を受けた事項又は議会
運営委員会から協議依頼を受けた事
項の協議をする

指名又は指定された議員 部会長 H24.3.24

静岡県 東伊豆町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

静岡県 河津町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.24

静岡県 南伊豆町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

静岡県 松崎町 全員協議会
議案の審議又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.12



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

静岡県 西伊豆町 全員協議会
議案の審議又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.16

静岡県 長泉町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H24.9.7

静岡県 小山町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための場

全議員 議長 H25.4.1

静岡県 吉田町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.24

静岡県 川根本町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H26.4.1

静岡県 森町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

計 25団体 61件

愛知県 岡崎市 全員協議会 市政に関する事項の協議 全議員 議長 H21.3.27

愛知県 岡崎市 各派代表者会議 各会派間の意見の協議又は調整
正副議長及び各会派の代
表者

議長 H21.3.27

愛知県 岡崎市 議会運営委員会理事会
議員提出の議案、意見書、決議等に
関し必要な事項の協議又は調整

議会運営委員会正副委員
長及び各会派の代表者

議会運営委員会委員長 H21.3.27

愛知県 岡崎市 正副委員長会議
委員会運営に関し必要な事項の協議
又は調整

正副議長並びに常任委員
会及び特別委員会の正副
委員長

議長 H21.3.27

愛知県 岡崎市 議会報委員会
議会の広報紙の編集に関し必要な事
項の協議

正副議長及び各会派から
選出された議員

議会報委員会委員長 H21.3.27

愛知県 半田市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

愛知県 半田市 議員総会
行政の計画及び課題に関し把握又は
協議を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

愛知県 半田市 予算説明会 新年度予算案の概要把握を行うため 議員全員 議長 H21.4.1

愛知県 半田市 議員全体会議
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議会事務局長 H21.4.1

愛知県 半田市 各派代表者会議
会派間の意見調整及び議会運営上必
要と認める事項について、協議又は
調整を行うため

議長、副議長及び各派を
代表する議員

議長 H21.4.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

愛知県 半田市 委員長連絡会議
常任委員会、議会運営委員会、特別
委員会の運営に関する必要な事項に
ついて意見調整又は協議を行うため

議長、副議長及び常任委
員会、議会運営委員会並
びに特別委員会の委員長

議長 H21.4.1

愛知県 半田市 半田市議会広報広聴委員会

市議会だよりの編集発行、議会報告
会及び、その他の議会広報に関し、
必要な事項について協議又は調整を
行うため

各会派から選出された議
員

半田市議会広報広聴委
員長

H26.5.1

愛知県 半田市 政策調査研究プロジェクト
市政課題全般に対する調査研究及び
議員の政策形成・立案能力の向上並
びにその他

各会派から選出された議
員

政策調査研究プロジェ
クト座長

H21.4.1

愛知県 春日井市 各常任委員協議会
各常任委員会所管の事務分掌の報告
を行うため

議長、副議長及び各常任
委員

各常任委員長 H22.4.1

愛知県 春日井市 議会報編集委員会
市議会だよりの編集、発行に関し協
議又は調整を行うため

議会報編集委員 議会報編集委員長 H22.4.1

愛知県 豊川市 議会協議会
市政全般にわたる事項を協議、調整
するため

全議員 議長 H24.3.28

愛知県 豊川市 政治倫理審査会
政治倫理条例に基づく事務を処理す
るため

議長指名の議員 政治倫理審査会長 H24.3.28

愛知県 碧南市 市議会協議会
市政に関する重要事項を調査審議す
る

全議員 議長 H21.4.1

愛知県 碧南市 総務部会
市政に関する重要事項の範囲を、特
に各常任委員会の所管する区分に限
定して調査審議する

総務部会員 総務部会長 H21.4.1

愛知県 碧南市 福祉文教部会
市政に関する重要事項の範囲を、特
に各常任委員会の所管する区分に限
定して調査審議する

福祉文教部会員 福祉文教部会長 H21.4.1

愛知県 碧南市 経済建設部会
市政に関する重要事項の範囲を、特
に各常任委員会の所管する区分に限
定して調査審議する

経済建設部会員 経済建設部会長 H21.4.1

愛知県 碧南市 政策討論会
市政に関する重要な政策及び課題に
ついて、議員相互の意見をより深く
認識し、顕在化を図る

議員全員 議長 H27.4.1

愛知県 刈谷市 刈谷市議会全員協議会
議会の運営等に関して協議又は調整
を行う。

議員全員 議長 H20.12.25

愛知県 豊田市 全員協議会
議会活動又は市政に係る重要な事項
に関し協議又は調整を行う。

全議員 議長 H21.4.1

愛知県 豊田市 常任・特別委員長会議

委員会の各委員長が情報交換をする
ことにより、常任委員会及び特別委
員会の適正運営と会議の活性化を図
る。

議長、副議長及び委員会
の各委員長

議長 H21.4.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

愛知県 安城市 全員協議会 市政の重要な事項に関する協議 議員全員 議長 H21.4.1

愛知県 西尾市 全員協議会
市政に関する重要事項を調査・審議
するため

議員全員 議長 H26.4.1

愛知県 西尾市
部会（企画総務、厚生、文
教、経済建設）

市政に関する重要事項について所管
事項に限定して調査・審議するため

各部員 各部会長 H26.4.1
各部員の構成は各
常任委員会と同一

愛知県 犬山市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H23.10.1

愛知県 稲沢市 議員総会
市政及び議会の重要事項に関する協
議並びに議案の概要把握

全議員
議長(一般選挙後の初
の会議においては、議
会事務局長)

H24.12.25

愛知県 稲沢市 各派代表者会
会派間の意見調整又は議会運営及び
市政に関する協議

議長、副議長、各会派の
代表者、議会運営委員会
の正副委員長

議長(一般選挙後の初
の会議においては、議
会事務局長)

H24.12.25

愛知県 稲沢市 正副議長等打合せ 議会運営等に関する協議
議長、副議長、議会運営
委員会の正副委員長

議長 H24.12.25

愛知県 稲沢市 各委員会正副委員長打合せ
委員会及び委員協議会の運営に関す
る協議

正副委員長 委員長 H24.12.25

愛知県 稲沢市 各常任委員協議会
各常任委員会の所管事項に関する協
議

議長、副議長、常任委員 委員長 H24.12.25

愛知県 稲沢市 議会だより編集委員会
市議会だよりの編集、発行に関する
協議

議長、副議長、議会運営
委員会委員から選出され
た議員

委員長 H24.12.25

愛知県 稲沢市 正副委員長会
各委員会等の開催及び運営に関する
協議

議長、副議長、常任委員
会・議会運営委員会・特
別委員会の正副委員長

議長 H24.12.25

愛知県 稲沢市 会派別予算説明会 新年度予算案の概要把握 全議員 議長 H24.12.25

愛知県 稲沢市 新人議員説明会 議会運営等に関する概要把握
初当選議員(元議員を含
む。)

議会事務局長 H24.12.25

愛知県 稲沢市 議員研修会 議員の資質向上 全議員 議長 H24.12.25

愛知県 稲沢市 議員政治倫理審査会 議員の政治倫理に関する審査等 議長、副議長、委員 委員長 H24.12.25

愛知県 新城市 議案説明会
議案審議のための調査等の協議又は
調整

全議員 議長 H20.12.22

愛知県 新城市 全員協議会
市の重要施策、課題等の協議又は調
整

全議員 議長 H20.12.22

愛知県 新城市 委員長会
委員会運営の基本方針等の協議又は
調整

議長、副議長、常任委員
長、議会運営委員長及び
特別委員長

議長 H20.12.22
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愛知県 新城市 委員会議案説明会
各委員会の所管に属する議案審査の
ための調査等の協議又は調整

各委員会の委員 委員長 H20.12.22

愛知県 大府市 会派代表者会議
会派間の意見調整及び議会運営上必
要と認める事項に関し協議又は調整
を行うこと。

議長、副議長及び各会派
を代表する議員

議長 H27.1.1

愛知県 大府市 全員協議会

1　議案審査又は議会運営に関し協
議又は調整を行うこと。
2　行政運営に関し把握又は協議を
行うこと。

全議員 議長 H27.1.1

愛知県 大府市 委員協議会
各常任委員会、議会運営委員会及び
特別委員会の所管事項に関し協議又
は調整を行うこと。

各常任委員会委員、議会
運営委員会委員及び特別
委員会委員

委員長 H27.1.1

愛知県 大府市 議案説明会 議案等の概要把握を行うこと。 全議員 議長 H27.1.1

愛知県 大府市 議員意見交換会
議会運営及び行政運営に関し意見交
換又は協議を行うこと。

議長が必要と認める議員 議長 H27.1.1

愛知県 大府市 委員意見交換会
各常任委員会、議会運営委員会及び
特別委員会の所管事項に関し意見交
換又は協議を行うこと。

各常任委員会委員、議会
運営委員会委員及び特別
委員会委員

委員長 H27.1.1

愛知県 大府市 正副議長調整会議
議会運営等に関し協議又は調整を行
うこと。

議長が必要と認める議員 議長 H27.1.1

愛知県 大府市 正副委員長調整会議
各常任委員会、議会運営委員会及び
特別委員会の運営等に関し協議又は
調整を行うこと。

委員長が必要と認める委
員

委員長 H27.1.1

愛知県 大府市 政治倫理審査会
政治倫理に係る個別案件の審査等の
協議を行うこと。

議長が指名する議員 委員長 H27.1.1

愛知県 大府市 議会広報委員会
市議会だよりの編集、発行その他議
会広報に関し協議又は調整を行うこ
と。

副議長及び各会派から選
出された議員

委員長 H27.1.1

愛知県 知多市 全員協議会
議案審査又は議会運営に関し協議又
は調整を行うため及び行政運営に関
し把握又は協議を行うため

議員全員 議長 H25.6.3

愛知県 知多市 常任委員長会議
常任委員会の運営に関し必要な事項
について協議を行うため

議長、副議長及び常任委
員会の委員長

議長 H25.6.4

愛知県 知多市 広報広聴委員会
ちた市議会だより、議会報告会その
他議会の広報及び広聴に関する協議
又は運営を行うため

議会運営委員会及び常任
委員会の正副委員長並び
に各常任委員会の委員か
ら1名ずつ選出した議員

委員長 H27.6.1

愛知県 知立市 全員協議会 議案及び重要案件の報告等を行う。 議員全員 議長 H21.3.24
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愛知県 知立市 各派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整を行う。

議長、副議長及び各会派
の代表者

議長 H21.3.24

愛知県 知立市 市議会だより編集委員会
市議会だよりの編集・発行等につい
て協議を行う。

各会派から選出された議
員

市議会だより編集委員
会委員長

H21.3.24

愛知県 知立市 政策討論会

市政に関する重要な政策及び課題に
ついて、議会としての共通認識の醸
成を図り、合意形成を得て、政策の
立案及び提言の強化を図る。

議員全員 座長 H26.11.27

愛知県 知立市 議会報告会

議案等の審議及び議決の内容等につ
いて、市民に報告し、並びに市政全
般にわたって市民と自由に情報及び
意見を交換する。

議員全員 議長 H26.11.27

愛知県 高浜市 全員協議会
議会運営に関し、協議又は調整を行
うため

全議員 議長 H24.4.1

愛知県 高浜市 各派代表者会議
会派間の意見調整及び議会運営上必
要と認める事項について、協議又は
調整を行うため

議長、副議長及び各会派
を代表する議員

議長 H24.4.1

愛知県 高浜市 各派会議
会派間の意見調整及び議会運営上必
要と認める事項について、協議又は
調整を行うため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H24.4.1

愛知県 高浜市 委員協議会
市政に関し、重要な事項の範囲を各
常任委員会の所管に属する事項に限
定して、把握又は協議を行うため

各常任委員会委員 各常任委員会委員長 H24.4.1

愛知県 高浜市 広報・広聴委員会

議会報告会及び広聴会の開催並びに
市議会だよりの編集、発行等その他
広報及び広聴活動について協議又は
調整を行うため

副議長及び各会派から選
出された議員

広報・広聴委員会委員
長

H27.12.25

愛知県 高浜市 議案説明会
定例会等に提出される議案等の概要
把握を行うため

全議員 議長 H24.4.1

愛知県 岩倉市 全員協議会
議会の運営、市政に関する重要な事
項、議会に提出する予定の議案等に
関して協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H26.10.7

愛知県 岩倉市 各常任委員協議会
各常任委員会の所管事項に関する協
議又は調整を行うため

各常任委員会の委員 各常任委員会委員長 H26.10.7

愛知県 岩倉市 議会基本条例推進協議会
議会基本条例に関することを協議す
るため

全議員
議会基本条例推進協議
会会長

H27.5.15

愛知県 岩倉市 議会広報委員会
議会だよりの編集、発行等について
協議するため

各会派から選出された議
員及び会派に属さない議
員

議会広報委員会委員長 H27.5.15
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愛知県 田原市 全員協議会
市の重要施策、課題等の協議又は調
整

全議員 議長 H21.4.1

愛知県 弥富市 全員協議会
市政に関する重要な事件、議会の運
営等に関し協議又は調整を行うため

全議員 議長 H26.9.30

愛知県 弥富市 議会改革協議会
議会の改革、改善等に関し協議又は
調整を行うため

全議員 議長 H26.9.30

愛知県 弥富市 議会広報編集特別委員会
市議会だよりの編集及び発行に関し
協議又は調整を行うため

議長、副議長、議会運営
委員会の正副委員長及び
各常任委員長

委員長 H26.9.30

愛知県 弥富市 議会四役会議
議会の運営等の事項に関し協議又は
調整を行うため

議長、副議長、議会運営
委員会の正副委員長

議長 H26.9.30

愛知県 弥富市 議会報告会
議会活動に関し市民等に対し報告等
を行うため

全議員 議長 H26.9.30

愛知県 弥富市 議会災害対策支援本部
災害の発生に伴う諸対策の推進を行
うため

全議員 議長 H26.9.30

愛知県 みよし市 全員協議会
議会活動又は市政に係る重要な事項
に関し協議又は調整を行う。

全議員 議長 H25.4.1

愛知県 あま市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H22.4.12

愛知県 長久手市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

愛知県 東郷町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.24

愛知県 大口町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

愛知県 扶桑町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.29

愛知県 飛島村 全員協議会
村政全般の把握及び効率的議会運営
を期するため

議員全員 議長 H23.4.30

愛知県 阿久比町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.22

愛知県 東浦町 全員協議会
議会の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.22

愛知県 南知多町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

愛知県 美浜町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.29
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愛知県 武豊町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための場

議員全員 議長 H22.9.25

愛知県 幸田町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

愛知県 東栄町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.24

愛知県 豊根村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

計 34団体 94件

三重県 津市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H21.4.1

三重県 四日市市 議員説明会
市政における重要事項に関する報
告、説明の聴取及び協議を行うこ
と。

全議員 議長 H21.4.1

三重県 四日市市 議案聴取会
議案等に関し提出者の説明を聴取す
ること。

全議員 議長及び委員長 H21.4.1

三重県 四日市市 全員協議会
議会の運営等に関し協議又は調整を
おこなうこと。

全議員 議長 H21.4.1

三重県 四日市市 各派代表者会議
議会活動、運営等の基本的事項に関
し協議又は調整を行うこと。

議長、副議長及び各会派
代表

議長 H21.4.1

三重県 四日市市 議会四役会議
議会の運営等の事項に関し協議又は
調整を行うこと。

議長、副議長、議会運営
委員長及び議会運営副委
員長

議長 H21.4.1

三重県 四日市市 常任委員会協議会
常任委員会の所管事項に関する報
告、説明の聴取及び協議を行うこ
と。

常任委員 常任委員長 H21.4.1

三重県 四日市市 議会運営委員会協議会
議会運営委員会の所管事項に関する
報告、説明の聴取及び協議を行うこ
と。

議会運営委員 議会運営委員長 H21.4.1

三重県 四日市市 特別委員会協議会
特別委員会の所管事項に関する報
告、説明の聴取及び協議を行うこ
と。

特別委員 特別委員長 H21.4.1

三重県 四日市市 市外郭団体審議会
市が100％出資する外郭団体につい
て協議又は調整を行うこと。

各会派から選出された議
員（会派に属さない議員
も構成員となることがで
きる。）

会長 H21.4.1

三重県 四日市市 議員政策研究会
市政の課題に対し政策的協議を行う
こと。

全議員 会長 H21.1.23



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

三重県 四日市市 議員政策研究会幹事会
市政の課題に対し政策的協議を行う
こと。

各会派から選出された議
員

会長 H21.1.23

三重県 四日市市 広報広聴委員会
議会の広報広聴に関し協議又は調整
を行うこと。

広報広聴委員 委員長 H21.4.1

三重県 四日市市 政務活動費経理責任者会議
政務活動費に関する協議又は調整を
行うこと。

政務活動費経理責任者 議長 H21.4.1

三重県 四日市市 役員選考委員会
議会役員の選出について協議を行う
こと。

各会派から選出された議
員

議長及び委員長 H21.4.1

三重県 四日市市 議員懇談会
一般選挙後、最初の議会進行につい
て協議又は調整を行うこと。

全議員 議会事務局長 H21.4.1

三重県 四日市市 正副委員長会議
議会の各会議体における運営等の事
項に関し協議又は調整を行うこと。

常任委員会、議会運営委
員会、特別委員会の各正
副委員長並びに議員懇談
会を除く上記の各会議の
正副委員長及び正副会長

各会議の委員長及び会
長

H21.4.1

三重県 四日市市 予算常任委員会調整会議
予算常任委員会と同分科会との調整
を行うこと。

決算常任委員会を除く各
常任委員会の正副委員長

予算常任委員長 H23.6.17

三重県 四日市市 決算常任委員会調整会議
決算常任委員会と同分科会との調整
を行うこと。

予算常任委員会を除く各
常任委員会の正副委員長

決算常任委員長 H23.6.17

三重県 四日市市 予算常任委員会理事会
予算常任委員会における運営等の事
項に関し協議又は調整を行うこと。

予算常任委員会正副委員
長、総務常任委員長、教
育民生常任委員長、産業
生活常任委員長、都市・
環境常任委員長並びに各
会派及び3人に満たない
団体から選出された議員

予算常任委員長 H23.6.17

三重県 四日市市 決算常任委員会理事会
決算常任委員会における運営等の事
項に関し協議又は調整を行うこと。

決算常任委員会正副委員
長、総務常任委員長、教
育民生常任委員長、産業
生活常任委員長、都市・
環境常任委員長並びに各
会派及び3人に満たない
団体から選出された議員

決算常任委員長 H23.6.17

三重県 四日市市 議会報告会
議会活動について市民等に対し報告
等を行うこと。

全議員 議長 H23.10.7

三重県 伊勢市 全員協議会
議案の審査に関する事項及び議会の
運営に関する事項について協議又は
調整を行うため。

全議員 議長 H20.9.12

三重県 伊勢市 総務政策委員協議会

総務政策委員会の所管に属する議案
の審査に関する事項及び同委員会の
運営に関する事項について協議又は
調整を行うため。

総務政策委員会委員 総務政策委員会委員長 H20.9.12



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

三重県 伊勢市 教育民生委員協議会

教育民生委員会の所管に属する議案
の審査に関する事項及び同委員会の
運営に関する事項について協議又は
調整を行うため。

教育民生委員会委員 教育民生委員会委員長 H20.9.12

三重県 伊勢市 産業建設委員協議会

産業建設委員会の所管に属する議案
の審査に関する事項及び同委員会の
運営に関する事項について協議又は
調整を行うため

産業建設委員会委員 産業建設委員会委員長 H20.9.12

三重県 松阪市 全員協議会
議会又は市政に関し協議又は調整を
行うこと

全議員 議長 H21.3.30

三重県 松阪市 総務企画委員会協議会
総務企画委員会の所管に属する事項
に関し協議又は調整を行うこと

総務企画委員会委員 総務企画委員会委員長 H21.3.30

三重県 松阪市 環境福祉委員会協議会
環境福祉委員会の所管に属する事項
に関し協議又は調整を行うこと

環境福祉委員会委員 環境福祉委員会委員長 H21.3.30

三重県 松阪市 文教経済委員会協議会
文教経済委員会の所管に属する事項
に関し協議又は調整を行うこと

文教経済委員会委員 文教経済委員会委員長 H21.3.30

三重県 松阪市 建設水道委員会協議会
建設水道委員会の所管に属する事項
に関し協議又は調整を行うこと

建設水道委員会委員 建設水道委員会委員長 H21.3.30

三重県 松阪市 広報広聴委員会
市議会だよりの編集・発行、議会報
告会、その他市議会の広報広聴に関
し協議又は調整を行うこと

広報広聴委員会委員 委員長 H26.8.19

三重県 桑名市 全員協議会
市政全般の把握及び議会の運営に関
し協議又は調整を行うこと

全議員 議長 H20.12.9

三重県 桑名市 各派代表者会議
会派間の意見調整その他議会の運営
に関し協議又は調整を行うこと

議長・副議長・会派代表
者

議長 H20.12.9

三重県 桑名市 委員会協議会
各常任委員会所管に関する案件につ
いて報告又は協議を行うこと

各常任委員会委員 各常任委員会委員長 H20.12.9

三重県 桑名市 広報広聴委員会
議会の広報広聴に関し協議又は調整
を行うこと

広報広聴委員会委員 広報広聴委員会委員長 H23.12.26

三重県 鈴鹿市 全員協議会
市政の課題、議会の運営等に関し協
議又は調整を行うこと。

全議員 議長 H20.11.6

三重県 鈴鹿市 各派代表者会議

議会活動、運営等の基本的事項、全
員協議会の事項等に関し、各会派及
び諸派間の協議又は調整を行うこ
と。

議長、副議長並びに会派
及び諸派の代表者

議長 H24.12.1

三重県 鈴鹿市 広報広聴会議

議会活動に関し市民との情報共有を
図るとともに、市民の意見を把握す
るため、その効果的な手法について
協議又は調整を行うこと。

議長、副議長並びに会派
及び諸派の代表者

議長 H24.12.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

三重県 名張市 全員協議会
議案の審査等に関し協議又は調整を
行うこと。

全議員 議長 H20.10.8

三重県 名張市 会派代表者会議
会派間の意見の調整その他必要と認
める事項の協議又は調整を行うこ
と。

議長及び各会派の代表者 議長 H20.10.8

三重県 尾鷲市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.1

三重県 亀山市
全員協議会（政策検討部会
を含む。）

市政の課題、議会の運営等に関し、
協議又は調整を行うこと。

全議員又は部会員
議長又は部会長（副議
長）

H22.6.29
政策検討部会関係
については
H27.6.30より追加

三重県 亀山市 常任委員会協議会
常任委員会の所管事項に関する報
告、説明の聴取及び協議を行うこ
と。

常任委員 常任委員長 H22.6.29

三重県 亀山市 正副委員長会議
議会の常任委員会及び特別委員会に
おける運営等の事項に関し、協議又
は調整を行うこと。

議長、副議長、常任委員
会及び特別委員会の正副
委員長

議長 H22.6.29

三重県 亀山市
議会改革推進会議
(検討部会を含む。)

継続的に議会改革を推進するため、
調整及び研究等を行うこと。

会員又は部会員 会長又は部会長 H25.4.1

三重県 亀山市 広聴広報委員会
議会の広聴及び広報に関し、協議又
は調整を行うこと。

広聴広報委員 委員長 H25.4.1

三重県 鳥羽市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う

全議員 議長 H21.4.1

三重県 いなべ市 全員協議会
市政に関する重要な事件又は議会の
運営に関する事項について協議又は
調整を行うこと

全議員 議長 H21.3.23

三重県 いなべ市 議会広報編集委員会
議会の運営及び審議状況等を広く住
民に公開、周知させるため

議会広報編集委員 議会広報編集委員長 H21.12.1

三重県 志摩市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H21.4.1

三重県 伊賀市 会派代表者会議
議会の活動、運営等の基本的な事項
に関し協議又は調整を行うこと。

議長、副議長及び会派か
ら選出する議員

議長 H20.9.29

三重県 伊賀市 議員全員協議会
市政の課題、議会の運営等に関し協
議又は調整を行いこと。

全議員 議長 H20.9.29

三重県 伊賀市 常任委員協議会
常任委員会の運営等に関し、協議又
は調整を行うこと。

常任委員 常任委員長 H20.9.29

三重県 伊賀市 広報委員会

議会広報の充実に関し伊賀市議会基
本条例（平成19年伊賀市条例第1
号）第18条の規定に基づき協議又は
調整を行うこと。

議会広報委員 委員長 H20.9.29
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三重県 木曽岬町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.25

三重県 東員町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.22

三重県 菰野町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

三重県 朝日町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.2

三重県 川越町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.30

三重県 多気町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.18

三重県 明和町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

三重県 大台町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

三重県 玉城町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.19

三重県 度会町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.9

三重県 大紀町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

三重県 紀北町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.12

三重県 御浜町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H25.11.11

三重県 紀宝町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H27.9.25

計 27団体 69件

滋賀県 大津市 全員協議会
議会活動又は市政に係る重要事項に
関する協議又は調整

全議員 議長 H26.3.31

滋賀県 大津市 議会広報広聴委員会
市議会広報紙の編集及び発行並びに
議会の広聴に関する協議

議会運営委員会委員
議会広報広聴委員会委
員長

H26.3.31

滋賀県 彦根市 代表者会議
議会の運営に関する協議又は調整を
行う。

議長、副議長および各会
派代表者

議長 H20.9.1
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滋賀県 彦根市 全員協議会

定例会および臨時会における提出予
定議案等の概要について理事者から
説明を受けるとともに、議会の運営
に関し、議員間の意見の調整を図る
ほか、行政上の重要な課題について
協議又は調整を行う。

全議員 議長 H20.9.1

滋賀県 彦根市 正副委員長会議
委員会の運営に関する協議又は調整
を行う。

議長、副議長、委員長お
よび副委員長

委員長 H20.9.1

滋賀県 彦根市 広報広聴活性化
推進委員会

市民に開かれた、分かりやすい議会
の実現に向けて、広報広聴機能の活
性化に資する施策をあらゆる角度か
ら検討する。

議長、副議長および広報
広聴活性化推進委員

広報広聴活性化推進委
員長

H27.5.20

滋賀県 彦根市 広報委員会
議会の情報を発信し、より多くの市
民に議会に対する理解および認識を
深めてもらうための広報を行う。

議長、副議長および広報
委員

広報委員長 H27.5.20

滋賀県 彦根市 広聴委員会

議会活動の情報の発信および報告を
行うとともに、議会活動および市政
に対する市民の多様な意見を把握す
るための広聴を行う。

議長、副議長および広聴
委員

広聴委員長 H27.5.20

滋賀県 彦根市 広報広聴調整会議
広報広聴活性化推進委員会、広報委
員会および広聴委員会の課題および
情報を共有する。

議長、副議長ならびに広
報広聴活性化推進委員
会、広報委員会および広
聴委員会の委員長および
副委員長

議長 H27.5.20

滋賀県 彦根市 議会情報公開調整委員会
議会における情報公開制度の運用に
関する事項について協議または調整
を行う。

議長、副議長および議会
情報公開調整委員

議会情報公開調整委員
長

H20.9.1

滋賀県 近江八幡市 会派代表者会議
役員の改選、推薦その他議会運営に
関する各会派間の協議又は調整を行
う。

正副議長、各会派から選
出された議員

議長 H23.5.13

滋賀県 近江八幡市 全員協議会
執行部からの重要案件の説明又は議
会運営に関する議員間の協議若しく
は調整を行う。

全議員 議長 H23.5.13

滋賀県 栗東市 全員協議会
議長、委員会等からの報告又は議案
の審査若しくは議会の運営に関し協
議若しくは調整を行う。

全議員 議長 H26.4.1

滋賀県 野洲市 全員協議会
理事者からの重要案件(議案を含
む。)の説明又は議会運営に関する
議員間の協議若しくは調整を行う。

全議員 議長 H21.12.22

滋賀県 湖南市 議員全員協議会
議会の運営及び市政に関する協議等
を行うため

全議員 議長 H24.4.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

滋賀県 湖南市 会派代表者会議
各会派間の調整、連絡及び協議を行
うため

議長、副議長、会派代表
者

議長 H24.4.1

滋賀県 湖南市 正副委員長会議
常任委員会について、報告又は協議
を行うため

議長、副議長、常任委員
会正副委員長、議会運営
委員会正副委員長

議会運営委員会委員長 H24.4.1

滋賀県 湖南市 総務常任委員会協議会
総務常任委員会の所管事項につい
て、報告又は協議を行うため

総務常任委員会委員 総務常任委員会委員長 H24.4.1

滋賀県 湖南市 福祉教育常任委員会協議会
福祉教育常任委員会の所管事項につ
いて、報告又は協議を行うため

福祉教育常任委員会委員
福祉教育常任委員会委
員長

H24.4.1

滋賀県 湖南市 産業経済常任委員会協議会
産業経済常任委員会の所管事項につ
いて、報告又は協議を行うため

産業経済常任委員会委員
産業経済常任委員会委
員長

H24.4.1

滋賀県 湖南市 予算常任委員会協議会
予算常任委員会の所管事項につい
て、報告又は協議を行うため

予算常任委員会委員 予算常任委員会委員長 H24.4.1

滋賀県 湖南市 決算常任委員会協議会
決算常任委員会の所管事項につい
て、報告又は協議を行うため

決算常任委員会委員 決算常任委員会委員長 H24.4.1

滋賀県 湖南市 広報委員会 議会だよりの編集、発行を行うため 広報委員会委員 広報委員会委員長 H24.4.1

滋賀県 高島市 全員協議会
市の政策課題および議案の審査また
は議会の運営に関し協議、調整、意
見交換等を行う。

全議員 議長 H21.2.24

滋賀県 高島市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について、協議、
調整、意見交換等を行う。

議長、副議長および各会
派の代表者

議長 H21.2.24

滋賀県 高島市 議会改革推進会議
高島市議会基本条例に基づく議会改
革の推進に関する協議または調整を
行う。

各会派から選出された議
員

委員長 H28.2.24

滋賀県 高島市 課題対応検討委員会
議会における特定の重要な課題につ
いて、協議または調整を行う。

各会派から選出された議
員

委員長 H28.2.24

滋賀県 米原市 議員全員協議会
議会運営に関する議員間の協議また
は調整もしくは執行部からの重要案
件の説明を行う。

全議員 議長 H25.11.1

滋賀県 米原市 委員会協議会
各委員会の審議、運営等に関する協
議または調整もしくは執行部からの
情報提供等を行う。

各委員会の委員 各委員長 H26.11.28

滋賀県 米原市 会派代表者会議
会派間の意見調整が必要な事項に関
する協議または調整を行う。

議長、副議長および各会
派の代表者

議長 H26.11.28

滋賀県 米原市 委員長会議
委員会間の運営に関する協議または
調整を行う。

議長、副議長および各委
員会の委員長

議長 H26.11.28



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

滋賀県 米原市 正副委員長会議
各委員会運営に関する協議または調
整を行う。

各委員会の委員長および
副委員長

各委員長 H26.11.28

滋賀県 米原市 議会報告会実行委員会
議会報告会に関する協議または調整
を行う。

各担当地区班の正副代表
者、議長および議会運営
委員長

委員長 H26.11.28

滋賀県 米原市 議会報告会担当地区班会議
議会報告会担当地区班に関する協議
または調整を行う。

各担当地区班の班員 各代表者 H26.11.28

滋賀県 豊郷町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議及び調整を行う。

全議員 議長 H20.10.1

滋賀県 甲良町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議及び調整を行う。

全議員 議長 H4.4.1

計 10団体 36件

京都府 京都市 市会改革推進委員会
議会の機能の充実・強化及び開かれ
た市会のより一層の推進

各会派代表者 委員長 H23.5.30

京都府 福知山市 全議員協議会 議会運営の協議・調整 全議員 議長 H21.6.1

京都府 福知山市 各派幹事会 議会運営の協議・調整
議長・副議長及び各会派
代表者

議長 H21.6.1

京都府 福知山市 広報広聴委員会
議会だよりの編集・発行議会の広報
及び広聴に関する協議

委員 委員長 H21.6.1

京都府 福知山市 委員長会議 各委員会の連絡・調整 各委員会委員長 議長 H21.6.1

京都府 福知山市 議員報酬等検討委員会
議員定数、議員報酬及び政務活動費
に関する協議

委員 委員長 H23.11.22

京都府 福知山市 議会改革検討会議
議会基本条例（平成24年福知山市条
例第31号）第16条の規定に基づく議
会改革に関する協議

委員 委員長 H25.5.2

京都府 舞鶴市 議員協議会
議会及び市政の諸問題その他必要な
事項について協議又は調整

全議員
議長（議長の職務を行
う者がない場合は議会
事務局長）

H22.4.1

京都府 舞鶴市 議会報編集委員会 議会報の編集 議会報編集委員
議会報編集委員会委員
長

H22.4.1

京都府 綾部市 全員協議会 議会運営の充実・調整 全議員 議長 H20.9.5

京都府 綾部市 会派代表者会 議会運営の充実・調整
議長、副議長及び各会派
代表

議長 H20.9.5

京都府 綾部市 議会だより編集委員会 議会だよりの編集・発行 議長、副議長及び委員 議長 H20.9.5





都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

京都府 木津川市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議又は調整を行なう。

議員全員 議長 H20.9.8

京都府 大山崎町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.31

京都府 久御山町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

京都府 井手町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行う。

議員全員 議長 H20.9.24

京都府 宇治田原町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う

議員全員 議長 H20.10.1

京都府 精華町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議又は調整のため

全議員 議長 H22.6.30

京都府 精華町 会派代表者会議
会派間の調整又は議会の運営に関す
る協議又は調整のため

会派代表者 議長 H22.6.30

京都府 南山城村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.16

京都府 京丹波町 全員協議会
議案の審査及び議会の運営に関し、
協議又は調整を行う。

議員全員 議長 H20.9.26

京都府 伊根町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

京都府 与謝野町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行なう

全議員 議長 H21.6.1

計 20団体 38件

大阪府 大阪市 各派代表者会議
一般選挙後議長が選挙されるまでの
間、市会の運営等に関する事項を協
議する

年長議員及び各会派の代
表者

年長議員 H27.4.30

大阪府 大阪市 市会運営協議会
一般選挙後市会運営委員会が設置さ
れるまでの間、市会の運営等に関す
る事項を協議する

各会派から推薦のあった
議員

年長議員 H27.4.30

大阪府 大阪市 各常任委員協議会
各常任委員会の委員長が必要がある
と認めた事項について協議する

各常任委員 各常任委員長 H27.4.30

大阪府 大阪市 各派幹事長会議

市会運営委員会から委任された事
項、市会運営委員会に先立ち各派の
意見調整を要する事項及びその他議
長が必要と認めた事項について協議
する

議長、副議長、各会派の
幹事長、市会運営委員
長、市会運営副委員長

議長 H27.4.30
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大阪府 大阪市 常任委員長会議

常任委員会の所管事項、予算市会に
おける委員会の運営方法など、各常
任委員会の運営に関する事項につい
て協議する

議長、副議長、各常任委
員長

世話人(役員選出後最
初の会議は議長)

H27.4.30

大阪府 大阪市 災害対策委員会
諸般の災害に対して、応急及び恒久
的対策の万全を図ることを目的に協
議する

全議員 委員長 H27.4.30

大阪府 堺市 議会力向上会議
議会の権能を高め、議会力の向上を
図るため、継続的な議会改革に取り
組むこと

各会派を代表する議員及
び会派に属さない議員を
代表する議員

座長（議会運営委員会
委員長）

H26.9.30

平成26年9月30日
に堺市議会会議規
則を改正し、法第
100条第12項の規
定に基づく協議又
は調整を行う場と
した。

大阪府 豊中市 各派代表者会

幹事長会が設置されるまでの間にお
いて、会派間の意見調整その他議会
運営上必要と認める事項に関し協議
又は調整を行うため

年長の議員（議長選出後
にあっては議長）及び各
会派から選出された議員

年長の議員（議長選出
後にあっては議長）

H20.9.30

大阪府 豊中市 幹事長会
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項に関し協議又は調
整を行うため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H20.9.30

大阪府 豊中市 議会改革等検討委員会
議会の運営等に関し改革、改善等の
協議又は調整を行うため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H20.9.30

大阪府 豊中市 議会報編集委員会
議会報の編集及び発行その他議会活
動の市民への広報に関し協議又は調
整を行うため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H20.9.30

大阪府 豊中市 全員協議会
市政に関する重要な事件、議会の運
営等に関し協議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.30

大阪府 豊中市 委員懇談会
委員会の運営上必要と認める事項に
関し協議又は調整を行うため

当該委員会に所属する全
委員（議長の許可を得て
委員でない議員の出席を
求めた場合は、当該委員
でない議員を含む。）

委員長 H20.9.30

大阪府 豊中市 予算内示会
予算に関し説明員から説明を受け、
協議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.30

大阪府 豊中市 委員長会議
委員会相互に関連する事項に関し協
議又は調整を行うため

議長及び議長が指名する
委員長

議長 H20.9.30

大阪府 豊中市 正副委員長会議
委員会の運営等に関し協議又は調整
を行うため

当該委員会の委員長及び
副委員長

委員長 H20.9.30

大阪府 池田市 各派代表者会議
議会の活動、運営等の基本的事項に
関し協議又は調整を行う。

議長、副議長及び各派代
表者

議長 H20.10.1
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大阪府 池田市 全員協議会
市政の課題、議会の運営等に関し協
議又は調整を行う。

全議員 議長 H20.10.1

大阪府 池田市 予算内示会
当初予算等に関し提出者より概要の
聴取を行う。

全議員 議長 H20.10.1

大阪府 池田市 決算説明会
決算等に関し提出者より概要の聴取
を行う。

全議員 議長 H20.10.1

大阪府 吹田市 議会広報委員会

市議会だよりの編集及び発行、ホー
ムページの編集及び発信、会議の映
像配信その他の議会の広報に関する
事項について協議を行う。

会派から選出する議員 委員長 H23.8.15

大阪府 吹田市 全員協議会
市政に関する重要な報告の聴取及び
議員全員で協議する案件等について
の協議を行う。

全議員 議長 H20.10.1

大阪府 吹田市 常任委員協議会
常任委員会の所管事項に関する報告
の聴取及び委員で協議する案件等に
ついての協議を行う。

常任委員 常任委員長 H20.10.1

大阪府 吹田市 特別委員協議会
特別委員会の付議事件に関する報告
の聴取及び委員で協議する案件等に
ついての協議を行う。

特別委員 特別委員長 H20.10.1

大阪府 吹田市 代表者会議
一般選挙後最初の議会における議会
運営について協議を行う。

2人以上の議員を有する
会派から選出する議員

議長 H20.10.1

大阪府 吹田市 役選代表者会議

議会運営委員会（一般選挙後最初の
議会においては、代表者会議）から
委任された議会役員等の選考を行
う。

2人以上の議員を有する
会派から選出する議員

議長 H20.10.1

大阪府 吹田市 政務活動費経理責任者会議
政務活動費の使途基準にのっとった
支出等について協議を行う。

会派の経理責任者 議長 H20.10.1

大阪府 茨木市 幹事長会
議会の活動、運営等に関する事項に
ついて協議又は調整を行うこと

議長、副議長及び幹事長 議長 H20.12.18

大阪府 茨木市 議員総会
市政の課題、議会の運営等に関する
事項について協議又は調整を行うこ
と

全議員

議長（一般選挙後議長
が選挙されるまでの間
にあっては、議会事務
局長）

H20.12.18

大阪府 茨木市 正副委員長会
常任委員会の運営等に関する事項に
ついて協議又は調整を行うこと

議長及び副議長並びに常
任委員会委員長及び副委
員長

議長 H20.12.18

大阪府 茨木市 議会広報委員会
議会の広報等に関する事項について
協議又は調整を行うこと

議会広報委員会委員 議会広報委員会委員長 H20.12.18

大阪府 茨木市 総務常任委員協議会
総務常任委員会の所管に関する事項
について協議又は調整を行うこと

総務常任委員会委員 総務常任委員会委員長 H20.12.18
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大阪府 茨木市 文教常任委員協議会
文教常任委員会の所管に関する事項
について協議又は調整を行うこと

文教常任委員会委員 文教常任委員会委員長 H20.12.18

大阪府 茨木市 民生常任委員協議会
民生常任委員会の所管に関する事項
について協議又は調整を行うこと

民生常任委員会委員 民生常任委員会委員長 H20.12.18

大阪府 茨木市 建設常任委員協議会
建設常任委員会の所管に関する事項
について協議又は調整を行うこと

建設常任委員会委員 建設常任委員会委員長 H20.12.18

大阪府 茨木市 議会改革推進委員会
茨木市議会基本条例の運用及び議会
改革の推進に関することについて協
議又は調整を行うこと

議会改革推進委員会委員
議会改革推進委員会委
員長

H25.3.27

大阪府 八尾市 委員協議会
委員会（議会運営委員会を除く。）
の運営及び所管事項について、協議
及び調整を行うこと。

委員会の委員 委員長 H26.12.22

常任委員協議会・
特別委員協議会と
なっていたものを
統一

大阪府 八尾市 正副委員長事前協議
提出議案等について説明を受けると
ともに、提出資料の確認を行い、審
議要領について協議を行うこと。

正副委員長 委員長 H26.12.22

常任委員会正副委
員長事前協議・特
別委員会正副委員
長事前協議となっ
ていたものを統一

大阪府 八尾市 予算決算常任委員会理事会
予算決算常任委員会の運営に関する
事項について協議及び調整を行うこ
と。

予算決算常任委員会正副
委員長及び各幹事長

予算決算常任委員長 H26.12.22

大阪府 八尾市 議会運営委員協議会
議会議案の審査又は議会の運営に関
し協議及び調整を行うことにより、
委員会の円滑な運営に資すること。

議会運営委員及び正副議
長

議会運営委員長 H20.9.1

大阪府 八尾市 提出議案事前協議

市長提出議案について執行部からそ
の内容等の説明を受けるとともに、
提出資料の確認を行い、議案の審議
要領について協議を行うことによ
り、議会の円滑な運営に資するこ
と。

議会運営委員会正副委員
長及び正副議長

議会運営委員長 H20.9.1

大阪府 八尾市 各派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項を協議・調整し、
議会の円滑な運営に資すること。

正副議長及び各派代表者 議長 H20.9.1

大阪府 八尾市 幹事長会議

議会運営上、各幹事長による調整が
必要な事項について、協議及び調整
を行うことにより、議会の円滑な運
営に資すること。

正副議長及び各幹事長 議長 H20.9.1

大阪府 八尾市 意見書調整会議
意見書・決議についてあらかじめ協
議を行い、議会議案の円滑な提案に
資すること。

正副議長及び各幹事長 議長 H20.9.1
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大阪府 八尾市 全員協議会

議員の一身に係る事項や極めて重要
な事項について協議するとともに当
該事項について議員全員に周知を図
る等、議会の円滑な運営に資するこ
と。

全議員 議長 H20.9.1

大阪府 八尾市 臨時会運営会議
選挙後初めての会議の運営に関し協
議及び調整を行い、会議の円滑な運
営に資すること。

各派代表者 市議会事務局長 H23.5.1

大阪府 八尾市 議会だより編集委員会
市議会だよりの編集及び発行に関
し、協議又は調整を行うこと。

議会だより編集委員 議会だより編集委員長 H25.5.22

大阪府 八尾市 八尾市議会災害対策会議

大規模自然災害が発生し、八尾市災
害対策本部が設置された際に、議会
が議事機関として執行機関による災
害対応を支援し、議員及び議会が迅
速かつ適切な対応を行うことができ
るよう協議又は調整を行うこと。

正副議長及び各派代表者 議長 H26.2.18

大阪府 富田林市 全員協議会
市長等からの重要な報告の聴収並び
に全議員で行うべき案件等の協議、
研究

全議員 議長 H20.9.25

大阪府 富田林市 広報委員会

とんだばやし議会だよりの編集・発
行、議会ホームページの編集・発信
及びその他議会広報に関する協議、
調整

広報委員 委員長 H15.12.29

大阪府 河内長野市 全員協議会
理事者からの重要な案件について報
告を受け、議員全員に周知を図り、
協議する

全議員 議長 H21.3.30

大阪府 河内長野市 各派幹事長会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議・調
整する

議長、副議長及び各派幹
事長

議長 H21.3.30

大阪府 河内長野市 福祉教育常任委員協議会
福祉教育常任委員会の所管事項につ
いて理事者から報告を受け、質疑を
通じて協議・研究をする

福祉教育常任委員会委員
福祉教育常任委員会委
員長

H21.3.30

大阪府 河内長野市
都市環境・経済常任委員協
議会

都市環境・経済常任委員会の所管事
項について理事者から報告を受け、
質疑を通じて協議・研究をする

都市環境・経済常任委員
会委員

都市環境・経済常任委
員会委員長

H21.3.30

大阪府 河内長野市 総務常任委員協議会
総務常任委員会の所管事項について
理事者から報告を受け、質疑を通じ
て協議・研究をする

総務常任委員会委員 総務常任委員会委員長 H21.3.30

大阪府 河内長野市 広報委員会
市議会だより及び市議会ホームペー
ジの編集について協議・調整する

広報委員会委員 広報委員会委員長 H21.3.30
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大阪府 箕面市 常任委員長会議
常任委員会の運営上必要と認める事
項について協議又は調整を行うため

各常任委員長 議長 H21.1.1

大阪府 柏原市 幹事長会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項を協議・調整し、
議会の円滑な運営に資すること。

正副議長及び各会派正副
幹事長

議長 H20.10.2

大阪府 柏原市 全員協議会

議員の一身に係る事項や極めて重要
な事項について協議するとともに当
該事項について議員全員に周知を図
ること等、議会の円滑な運営に資す
ること。

全議員 議長 H20.10.2

大阪府 羽曳野市 全員協議会

円滑で充実した議会運営に資するた
め、重要事項等について全議員に周
知を図るとともに、協議又は調整を
行うため。

議員全員 議長 H20.10.3

大阪府 摂津市 常任委員協議会
委員会の運営上必要と認める事項に
関し協議又は調整を行うため

当該委員会に所属する全
委員

常任委員長 H20.11.6

大阪府 摂津市 議会運営委員協議会
委員会の運営上必要と認める事項に
関し協議又は調整を行うため

当該委員会に所属する全
委員

議会運営委員長 H20.11.6

大阪府 摂津市 議会だより編集委員会
せっつ議会だよりの編集、発行等に
関する事項について協議を行うため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議会だより編集委員長 H20.11.6

大阪府 摂津市 議会活動等検討委員会
議会活動及び議員活動に関する事項
について協議を行うため

副議長及び各会派から選
出された議員

議会活動等検討委員長 H20.11.6

大阪府 高石市 各会派代表者会議
各会派間の意見の連絡調整及び協議
を行うこと

議長、副議長及び各会派
代表者

議長 H20.12.17

大阪府 高石市 議員全員協議会
市政に関し、自主的な調査及び研究
を行い、議会の円滑かつ合理的な運
営を図ること

全議員 議長 H20.12.17

大阪府 高石市 総務文教委員協議会
市政に関し、自主的な調査及び研究
を行い、議会の円滑かつ合理的な運
営を図ること

総務文教委員 総務文教委員会委員長 H20.12.17

大阪府 高石市 福祉土木委員協議会
市政に関し、自主的な調査及び研究
を行い、議会の円滑かつ合理的な運
営を図ること

福祉土木委員 福祉土木委員会委員長 H20.12.17

大阪府 高石市 予算委員協議会
市政に関し、自主的な調査及び研究
を行い、議会の円滑かつ合理的な運
営を図ること

予算委員 予算委員会委員長 H20.12.17

大阪府 高石市 決算委員協議会
市政に関し、自主的な調査及び研究
を行い、議会の円滑かつ合理的な運
営を図ること

決算委員 決算委員会委員長 H20.12.17
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大阪府 高石市 議会運営委員協議会
市政に関し、自主的な調査及び研究
を行い、議会の円滑かつ合理的な運
営を図ること

議会運営委員 議会運営委員会委員長 H20.12.17

大阪府 藤井寺市 総務建設常任委員会協議会
総務建設常任委員会の所管事項に関
する事項について協議又は調整を行
う。

総務建設常任委員会委員
並びに議長及び副議長

総務建設常任委員会の
委員長

H20.10.1

大阪府 藤井寺市 民生文教常任委員会協議会
民生文教常任委員会の所管事項に関
する事項について協議又は調整を行
う。

民生文教常任委員会委員
並びに議長及び副議長

民生文教常任委員会の
委員長

H20.10.1

大阪府 藤井寺市
駅周辺整備特別委員会協議
会

駅周辺整備特別委員会の所管事項に
関する事項について協議又は調整を
行う。

駅周辺整備特別委員会委
員並びに議長及び副議長

駅周辺整備特別委員会
の委員長

H20.10.1

大阪府 藤井寺市 広域行政特別委員会協議会
広域行政特別委員会の所管事項に関
する事項について協議又は調整を行
う。

広域行政特別委員会委員
並びに議長及び副議長

広域行政特別委員会の
委員長

H20.10.1

大阪府 藤井寺市
議会のあり方調査特別委員
会協議会

議会のあり方調査特別委員会の所管
事項に関する事項について協議又は
調整を行う。

議会のあり方調査特別委
員会委員並びに議長及び
副議長

議会のあり方調査特別
委員会の委員長

H20.10.1

大阪府 藤井寺市
総務建設常任委員会正副委
員長・正副議長調整会議

総務建設常任委員会の所管事項に関
する事項について審議要領等の協議
又は調整を行う。

総務建設常任委員会委員
長及び副委員長並びに議
長及び副議長

総務建設常任委員会の
委員長

H20.10.1

大阪府 藤井寺市
民生文教常任委員会正副委
員長・正副議長調整会議

民生文教常任委員会の所管事項に関
する事項について審議要領等の協議
又は調整を行う。

民生文教常任委員会委員
長及び副委員長並びに議
長及び副議長

民生文教常任委員会の
委員長

H20.10.1

大阪府 藤井寺市
駅周辺整備特別委員会正副
委員長・正副議長調整会議

駅周辺整備特別委員会の所管事項に
関する事項について審議要領等の協
議又は調整を行う。

駅周辺整備特別委員会委
員長及び副委員長並びに
議長及び副議長

駅周辺整備特別委員会
の委員長

H20.10.1

大阪府 藤井寺市
広域行政特別委員会正副委
員長・正副議長調整会議

広域行政特別委員会の所管事項に関
する事項について審議要領等の協議
又は調整を行う。

広域行政特別委員会委員
長及び副委員長並びに議
長及び副議長

広域行政特別委員会の
委員長

H20.10.1

大阪府 藤井寺市
議会のあり方調査特別委員
会正副委員長・正副議長調
整会議

議会のあり方調査特別委員会の所管
事項に関する事項について審議要領
等の協議又は調整を行う。

議会のあり方調査特別委
員会委員長及び副委員長
並びに議長及び副議長

議会のあり方調査特別
委員会の委員長

H20.10.1

大阪府 藤井寺市
幹事長会
（各派代表者会議）

会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整を行う。

議長及び副議長並びに各
派幹事長（各派代表者）

議長 H20.10.1

大阪府 藤井寺市 全員協議会

議員の一身に係る事項及び市政に関
する極めて重要な事項並びに議会の
運営に関する事項について協議又は
調整を行う。

全議員 議長 H20.10.1
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兵庫県 姫路市 予算大綱説明会
新年度予算案を把握するための協議
又は調整

全議員 議長
H22.10.6

兵庫県 尼崎市 会派代表者会

次の各号に掲げる事項の協議のため
1 一般選挙後の最初の会議における
協議に関すること。
2 議会役員の選出に係る調整に関す
ること。
3 交渉団体（4人以上の所属議員を
有する会派をいう。以下同じ。）の
確認に関すること。
4 尼崎市議会議員海外出張要綱に基
づく議員の海外出張の承認等に関す
ること。
5 その他議長が特に必要と認める事
項。

議長及び副議長（一般選
挙後の最初の会議におい
ては、年長議員）並びに
各交渉団体の幹事長（幹
事長が置かれていない場
合は、代表者）

議長（一般選挙後の最
初の会議においては、
議会事務局長）

H20.12.2

兵庫県 尼崎市 議員総会

次の各号に掲げる事項の協議のため
1 法に基づかない特別委員会に関す
ること。
2 議会運営に係る規程及び基本的な
申合せに関すること。
3 その他議会及び市政に関する重要
事項で、特に議長が必要と認めるも
の。

議員全員 議長 H20.12.2

兵庫県 尼崎市 各常任委員協議会
各常任委員会の所管に属する事項の
協議のため

各常任委員会の委員 各常任委員会の委員長 H20.12.2

兵庫県 尼崎市 正副委員長会
常任委員会及び常任委員協議会の運
営の調整に関する協議のため

議長及び副議長並びに各
常任委員会の委員長及び
副委員長

議長 H20.12.2

兵庫県 尼崎市
尼崎市議会だより編集委員
会

尼崎市議会だよりの編集発行につい
て必要な事項の協議のため

各会派から選出された議
員及び無所属議員（会派
に所属しない議員をい
う。以下同じ。）のう
ち、会派代表者会で割り
振られた議員

委員長（委員選任後の
最初の会議において
は、議長）

H20.12.2

兵庫県 尼崎市
鉄道施設整備促進特別委員
会

鉄道施設及びその周辺環境の整備並
びに鉄道高架化の促進に関する事項
の協議のため

各会派から選出された議
員及び無所属議員のう
ち、会派代表者会で割り
振られた議員

委員長（委員選任後の
最初の会議において
は、議長）

H20.12.2

兵庫県 尼崎市
尼崎市議会議会のあり方検
討委員会

議会運営等に係る検討事項のうち議
会運営委員会から諮問を受けたもの
の協議のため

各交渉団体から選出され
た議員

委員長(委員選任後の
最初の会議において
は、議長)

H25.12.18

兵庫県 尼崎市
尼崎市議会市制100周年記
念取組事項検討委員会

尼崎市制100周年を記念する議会と
しての取組事項に関する協議のため

各交渉団体から選出され
た議員

委員長(委員選任後の
最初の会議において
は、議長)

H26.10.3



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

兵庫県 西宮市 議員総会

次に掲げる事項を協議すること。
1 一般選挙後最初に開催される議会
の運営上必要とする事項
2 執行機関から議会の意見を求めら
れている事項。ただし、法第96条に
規定する事項は、この限りでない。
3 その他議長が特に必要と認める事
項

全議員
議長。ただし、議長の
職務を行う者がいない
ときは、事務局長

H20.9.30

兵庫県 洲本市 議員協議会 議会の運営に関する協議又は調整。 全議員 議長 H20.9.24

兵庫県 洲本市 常任委員長会 議会の運営に関する協議又は調整。
常任委員会及び議会運営
委員会の委員長、議長並
びに副議長

議長 H20.9.24

兵庫県 芦屋市 議員総会
議会の運営に関し協議又は調整を行
うため

全議員
議長（一般選挙後議長
が選挙されるまでの間
は、事務局長）

H20.9.26

兵庫県 芦屋市 全体協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.26

兵庫県 芦屋市 正副議長会議
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議長、副議長 議長 H20.9.26

兵庫県 芦屋市 代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議・調
整するため

議長、副議長、各会派代
表者

議長 H20.9.26

兵庫県 芦屋市 委員長会議
委員会間での意見調整その他議会運
営上必要と認める事項について協
議・調整するため

議長、各委員長 議長 H20.9.26

兵庫県 芦屋市 各正副委員長会議
各委員会における議案の審査又は委
員会運営上必要と認める事項につい
て協議・調整するため

委員長、副委員長 委員長 H20.9.26

兵庫県 芦屋市 各常任委員協議会
各常任委員会における議案の審査又
は委員会運営上必要と認める事項に
ついて協議・調整するため

各常任委員 各常任委員長 H20.9.26

兵庫県 芦屋市 議会運営委員協議会
議会運営委員会における議案の審査
又は委員会運営上必要と認める事項
について協議・調整するため

議会運営委員及び議長、
副議長、議長が指名する
者

議会運営委員長 H20.9.26

兵庫県 芦屋市 各特別委員協議会
各特別委員会における議案の審査又
は委員会運営上必要と認める事項に
ついて協議・調整するため

各特別委員 各特別委員長 H20.9.26

兵庫県 芦屋市 議会報編集委員会
議会報発行に関し、編集の適正を期
するため

議長、副議長、議会報編
集委員

議長 H20.9.26



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

兵庫県 芦屋市 議員研修会
議会運営上の協議、調整又は研修を
行うため

全議員 議長 H20.9.26

兵庫県 芦屋市 議員互助会理事会
議会運営上、議員互助会の運営を協
議・調整するため

議長、副議長、議員互助
会理事

議長 H20.9.26

兵庫県 芦屋市 議員互助会会計監査
議会運営上、議員互助会の会計監査
を実施するため

議員互助会会計監事 議長 H20.9.26

兵庫県 相生市 議員全員協議会
重要項目について各議員の意見調整
や協議を行う。

全議員
議長

H20.9.19

兵庫県 相生市 代表者会議
議会運営を円滑に図るため各会派の
意見調整や協議を行う。

議長、副議長、各会派の
代表者又は幹事長及び会
派に属さない議員

議長
H20.9.19

兵庫県 相生市 議会報編集委員会
市議会だよりの編集等について協議
を行う。

各会派の選任議員
委員長 H20.9.19

兵庫県 相生市 議会報告会検討委員会
議会報告会の役割分担や実施につい
て協議を行う。

各会派の選任議員
(会派に属さない議員を
含む。)

委員長 H27.12.10

兵庫県 豊岡市 全員協議会
市政又は議会内部の重要事項につい
て協議又は調整を行うこと。

議員全員 議長 H20.9.11

兵庫県 豊岡市 会派幹事長会
議会の運営に関し会派間で調整を要
する事項について協議を行うこと。

議長及び副議長並びに会
派代表者

議長 H20.9.11

兵庫県 赤穂市 会派代表者会
議会としての市政の重要案件や事前
の協議・報告等各会派間の意見調整

各会派の代表者、正副議
長

議長 H20.9.12

兵庫県 赤穂市 議員協議会

（1）議決の対象外であるが、行政
上、特に重要と認められる事項の協
議
（2）いつかは、議決の対象となる
が、その企画、成案、執行に際し、
議会に諮る必要があると認められる
事項の協議
（3）事件の発生又は法的基準等の
改廃等を単に報告する事項の協議
（4）議会内部の意見調整及び確認
事項の協議

全議員 議長 H20.9.12

兵庫県 赤穂市 議会報編集委員会
市議会だよりの発行（編集）等につ
いての協議

各会派の代表者、正副議
長

委員長 H20.9.12

兵庫県 西脇市 議員協議会

議会運営に関する協議又は調整のた
め
市政に関する重要事項に関し協議又
は調整を行うため

全議員 議長 H27.4.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

兵庫県 宝塚市 議員総会

市政に関する事項について協議し、
及び議会の組織及び運営に関する事
項について協議し、又は調整するた
め

全議員 議長 H20.12.18

兵庫県 宝塚市 会派代表者会
会派間の意見、その他議会運営全般
にわたり必要があると認める事項に
ついて協議し、又は調整するため

議長、副議長及び会派代
表者

議長 H20.12.18

兵庫県 宝塚市 議会改革検討委員会
議会のあり方について協議し、及び
検討するため

議長、副議長及び会派か
ら選出された議員

議長 H20.12.18

兵庫県 宝塚市 広報広聴委員会
議会広報活動及び市民への広聴活動
を行うため

会派から選出された議員 委員長 H27.3.26

兵庫県 宝塚市 常任委員長会議
常任委員会の開催について協議し、
又は調整するため

議長、常任委員長 議長 H20.12.18

兵庫県 宝塚市 正副委員長会議
各委員会の運営について協議し、又
は調整するため

各委員会の正副委員長 各委員長 H20.12.18

兵庫県 宝塚市 議員研修会
議会運営上の協議、又は研修を行う
ため

全議員 議長 H20.12.18

兵庫県 宝塚市 常任委員協議会
議案の審査又は委員会運営上必要と
認める事項について協議し、又は調
整するため

各常任委員 各常任委員長 H20.12.18

兵庫県 高砂市 全員協議会
市政に関する重要事項に関し協議又
は調整を行う。

全議員 議長 H26.4.1

兵庫県 高砂市
正副議長及び議会運営委員
会正副委員長調整会

議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う。

議長、副議長、議会運営
委員会委員長及び議会運
営委員会副委員長

議長 H26.4.1

兵庫県 高砂市 委員長会議
委員会間での意見調整その他議会運
営上必要と認める事項について協議
又は調整を行う。

議長、副議長、各委員長
及び各副委員長

議長 H26.4.1

兵庫県 高砂市 市議会だより編集委員会
議会広報誌の編集及び発行に関し協
議又は調整を行う。

各会派から選出された議
員

市議会だより編集委員
会委員長（委員長が選
任されるまでは議長）

H26.4.1

兵庫県 三田市 議員総会
議会活動及び議会運営等の基本的事
項に関する協議又は調整

全議員 議長 H20.12.1

兵庫県 篠山市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行なうため

議員全員 議長 H20.9.9

兵庫県 養父市 全員協議会
議会運営に関し協議又は調整を行
う。

全議員 議長 H20.11.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

兵庫県 丹波市 議員総会

(1)一般選挙後の最初に開催される
議会の運営上必要とする事項の協議
に関すること
(2)市政の重要事項の協議に関する
こと
(3)議会活動、議会運営等の調整に
関すること
(4)議員の研修に関すること
(5)その他議長が特に必要と認める
事項

全議員
議長（一般選挙後の最
初の会議においては議
会事務局長）

H21.9.28

兵庫県 丹波市 常任委員協議会

(1)各常任委員会の所管に属する市
政の重要事項の協議に関すること
(2)各常任委員会の運営上必要と認
める事項の協議に関すること
(3)その他委員長が特に必要と認め
る事項

各常任委員会の委員 各常任委員長 H21.9.28

兵庫県 丹波市 会派代表者会議

(1)一般選挙後の最初の会議におけ
る協議に関すること
(2)議会構成の調整に関すること
(3)会派間の意見調整その他議会運
営上必要と認める事項の協議または
調整に関すること
(4)その他議長が特に必要と認める
事項

議長、副議長及び各会派
代表者

議長（一般選挙後の最
初の会議においては議
会事務局長）

H21.9.28

兵庫県 丹波市 議会報編集委員会
市議会広報の編集及び発行の協議又
は調整に関すること

議会報編集委員
委員長（委員選任後の
最初の会議において
は、議長）

H21.9.28

兵庫県 朝来市 議案説明会
議案等の審査、調査活動のための報
告と調整

全議員
議長

H21.3.30

兵庫県 朝来市 政策説明会
議案等の審査、調査活動のための政
策説明と調整

全議員
議長

H21.3.30

兵庫県 朝来市 調査研修会
政策形成能力の向上のための政策課
題等の調査と研修活動

全議員
議長

H21.3.30

兵庫県 淡路市 全員協議会
議会の運営に関し協議又は調整を行
うため

全議員 議長 H21.8.1

兵庫県 宍粟市 議員協議会
市政諸般の問題に関し、自主的な調
査・研究を行い、もって議会の円滑
かつ合理的な運営を図る。

全議員 議長 H22.4.1

兵庫県 宍粟市 正副委員長会議
委員会運営が一層円滑となるよう意
見交換を行い、問題点を協議、確認
する。

正副議長、議会運営委員
会・常任委員会・特別委
員会の正副委員長

議長 H22.4.1

兵庫県 宍粟市 会派代表者会議
議会内部の諸問題の調整及び解決を
図る。

正副議長、会派代表者 議長 H22.4.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

兵庫県 加東市 全員協議会
議員間の協議若しくは調整又は執行
機関からの説明若しくは報告

議員全員 議長 H24.12.26

兵庫県 加東市 議会広報委員会
議会広報紙の発行に関する協議又は
調査研究

議会広報委員 委員長 H24.12.26

兵庫県 加東市 議会報告会実行委員会
議会報告会の実施に関する協議又は
調整

議会報告会実行委員 委員長 H24.12.26

兵庫県 たつの市 全員協議会
市政諸般の問題に関し、自主的な調
査・研究を行い、もって議会の円滑
かつ合理的な議会運営を図る。

全議員 議長 H20.9.25

兵庫県 たつの市 正副委員長会議
委員会運営が一層円滑なものとなる
よ意見交換を行い、問題点を協議、
確認する。

正副議長、議会運営委員
会・常任委員会・特別委
員会の正副委員長

議長 H20.9.25

兵庫県 たつの市 会派代表者会議
議会内部の諸問題の調整及び解決を
図る。

正副議長、各会派代表者 議長 H20.9.25

兵庫県 猪名川町 全員協議会 議会運営に関する協議、調整 議員の全員 議長 H20.9.19

兵庫県 猪名川町 委員協議会
議案審査に関する協議、調整及び調
査研究

議長、委員会委員 委員長 H20.9.19

兵庫県 猪名川町 会派代表者会 議会運営に関する協議、調整
議長、副議長、会派代表
者

議長 H20.9.19

兵庫県 猪名川町 情報公開協議会 情報公開に関する協議、調整
副議長、常任委員長、議
会運営委員長

副議長 H20.9.19

兵庫県 猪名川町 議会改革検討協議会 議会改革に関する協議、調整
副議長、常任委員長、議
会運営委員長

会派から選出された者 H24.6.25

兵庫県 稲美町 全員協議会
議案の審査または議会の運営に関し
協議または調整を行うため設ける

全議員 議長 H20.9.1

兵庫県 播磨町 全員協議会
議案の審査又は運営に関し、協議又
は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.4

兵庫県 市川町 全員協議会
議案の審査、議会運営に関する協
議、調整の場

全議員 議長 H20.9.26

兵庫県 福崎町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.8

兵庫県 神河町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.2

兵庫県 太子町 全員協議会
議案の取扱い、議会の運営に関し協
議、調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

兵庫県 上郡町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.3



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

兵庫県 佐用町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.10

兵庫県 香美町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

計 30団体 84件

奈良県 奈良市 全員協議会

次に掲げる事項について協議又は調
整を行うこと。
(1) 市政に係る重要な課題、災害対
応等に関する事項
(2) 理事者からの申入れによる協議
事項で議会運営委員会において全員
協議会での協議が適当と決定された
事項
(3) 議会の運営に係る重要な事項

全議員 議長 H24.12.20

奈良県 奈良市 議員総会
一般選挙後、最初の議会の運営につ
いて協議を行うこと。

全議員 事務局長 H24.12.20

奈良県 大和郡山市 全員協議会
議会の運営に関し協議又は調整を行
うため

全議員 議長 H20.12.22

奈良県 天理市 全体協議会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議又は調整

全議員 議長 H20.9.30

奈良県 天理市 幹事長会
会派間の意見調整その他議会運営上必要
と認める事項についての協議又は調整

議長、副議長、幹事長及
び副幹事長

議長 H20.9.30

奈良県 天理市 議会広報編集委員会
議会広報及び議会ホームページの編
集に係る必要事項の協議

議会広報編集委員会委員
議会広報編集委員会委
員長

H20.9.30

奈良県 橿原市 全体協議会
議案の審査の協議又は調整議員の意
見交換及びその他諸報告

議員 議長 H20.9.30

奈良県 橿原市 常任委員会協議会
常任委員会の所管に属する事項の協
議及び報告

常任委員会委員正副議長 常任委員会委員長 H20.9.30

奈良県 五條市 議員全員協議会
議会の審査、運営に関し、協議又は
運営を行う。

五條市議会議員 議長 H20.9.8

奈良県 生駒市 全員協議会

議会運営委員会の決定に基づく人事
案件、決議・意見書案、理事者から
の申入れによる協議事項で議長が全
員協議会での協議が適当と決定した
事項、今後の議会審議に係る報告事
項及び市の事務に直接関係のない連
絡事項の報告等を協議するため。

全議員 議長 H21.3.13

奈良県 生駒市
議案説明会
（議案等説明会）

議案等の説明を受けるため。 全議員 議長 H21.3.13



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

奈良県 生駒市 広報広聴委員会

議会報及び市議会ホームページの編
集等並びに生駒市議会市民懇談会に
関する事項について協議又は調整を
行うため。

広報広聴委員会委員 広報広聴委員会委員長 H25.5.1

奈良県 生駒市 災害対策委員会

生駒市議会災害対策本部設置要綱及
び生駒市議会災害対策行動マニュア
ルに基づく災害対応に係る訓練等に
ついて協議又は調整を行うため。

災害対策委員会委員 災害対策委員会委員長 H27.12.9

奈良県 宇陀市 議員全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

奈良県 平群町 全員協議会
試案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

奈良県 三郷町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.3.16

奈良県 斑鳩町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議または運営を行う

議員全員 議長 H20.9.24

奈良県 斑鳩町 正副委員長会議
委員会の審査又は運営に関し協議又
は調整を行う

委員長と副委員長 委員長 H20.9.24

奈良県 田原本町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は運営を行う

議員全員 議長 H20.9.17

奈良県 上牧町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.11

奈良県 王寺町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議または運営を行う

議員全員 議長 H20.9.19

奈良県 大淀町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議又は調整

全議員 議長 H24.1.1

奈良県 十津川村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H25.3.7

計 15団体 23件

和歌山県 和歌山市 全員協議会 市政に関する事項の協議 全議員 議長 H20.10.1

和歌山県 御坊市 全員協議会
市政に関する事項の協議、議会の運
営に関する協議又は調整

議員全員 議長 H20.9.18

和歌山県 田辺市 全員協議会
議会活動又は議会の運営に関する協
議又は調整

全議員 議長 H20.12.26

和歌山県 田辺市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項についての協議又
は調整

議長、副議長及び各会派
から選出される議員

議長 H20.12.26



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

和歌山県 田辺市 正副委員長会議
議案又は委員会の運営に関する協議
又は調整

議長、副議長並びに常任
委員会及び議会運営委員
会の正副委員長

議長 H20.12.26

和歌山県 新宮市 全員協議会
市政に関する事項又は議会の運営に
関する協議又は調整

全議員 議長 H23.5.1

和歌山県 岩出市 議案の事前説明会
全議員が参加のもと執行部が行う議
案の事前説明

全議員 議長 H21.12.21

和歌山県 紀美野町 全員協議会
議案の審議又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

和歌山県 かつらぎ町 全員協議会 審査や議会運営の充実を図るため 議員全員 議長 H20.9.19

和歌山県 九度山町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.12

和歌山県 湯浅町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.14

和歌山県 広川町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

和歌山県 有田川町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.18

和歌山県 美浜町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

和歌山県 日高町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.12

和歌山県 由良町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

和歌山県 印南町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.18

和歌山県 日高川町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

和歌山県 白浜町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.22

和歌山県 上富田町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.22

和歌山県 すさみ町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

和歌山県 那智勝浦町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H28.4.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

和歌山県 北山村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.30

和歌山県 串本町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.1.1

計 22団体 24件

鳥取県 鳥取市 全員協議会
議会運営その他について協議するた
め

全議員 議長 H21.1.15

鳥取県 鳥取市 議会広報委員会
議会の情報を広く市民に提供し、開
かれた議会の推進を図るため

各会派から選出された議
員

委員長 H23.6.29

鳥取県 鳥取市 議会改革検討委員会
市民により信頼され開かれた議会を
目指し、議会改革に係る調査研究及
び提言を行うため

各会派から選出された議
員

委員長 H25.3.19

鳥取県 倉吉市 全員協議会
議会運営又は市政に関する重要事件
について協議又は調整を行うため

全議員 議長 H24.3.30

鳥取県 境港市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため。

全議員 議長 H20.9.19

鳥取県 境港市 議会改革協議会
議長の諮問に応じて市議会の改革に
ついて検討・協議するため。

議員の中から選任された
議会改革協議会委員

議会改革協議会座長 H20.9.19

鳥取県 岩美町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための場とする

議員全員 議長 H22.6.16

鳥取県 若桜町 全員協議会 議案審議、議会運営協議調整のため 議員全員 議長 H20.10.1

鳥取県 智頭町 全員協議会
議案の内容説明、議会内部の意見調
整、行政運営上の協議・連絡

議員全員 議長 H20.9.26

鳥取県 智頭町 委員長会 委員会運営に関する調整等
正副議長、常任委員長、
議会運営委員長

議長 H20.9.26

鳥取県 八頭町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.16

鳥取県 三朝町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

鳥取県 三朝町 総務教育常任委員会協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

総務教育常任委員会委員 委員長 H20.9.19

鳥取県 三朝町 産業民生常任委員会協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

産業民生常任委員会委員 委員長 H20.9.19

鳥取県 湯梨浜町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.3.16
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鳥取県 琴浦町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.25

鳥取県 北栄町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

鳥取県 大山町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

鳥取県 南部町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.22

鳥取県 伯耆町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

鳥取県 江府町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

計 15団体 21件

島根県 松江市 全員協議会
市政全般、議会の運営その他議会の
活動に関する事項について協議する
ため

全議員 議長 H20.12.22

島根県 浜田市 全員協議会
市の行政分野全般に係る事項に関し
協議又は調整を行うこと

全議員 議長 H20.9.26

島根県 浜田市 総務文教調査会
総務文教委員会が所管する事項に関
し協議又は調整を行うこと

委員 委員長 H20.9.26

島根県 浜田市 福祉環境調査会
福祉環境委員会が所管する事項に関
し協議又は調整を行うこと

委員 委員長 H20.9.26

島根県 浜田市 産業建設調査会
産業建設委員会が所管する事項に関
し協議又は調整を行うこと

委員 委員長 H20.9.26

島根県 浜田市 予算決算調査会
予算審査委員会が所管する事項に関
し協議又は調整を行うこと

委員 委員長 H25.11.1

島根県 浜田市 議会広報広聴調査会
議会広報広聴委員会が所管する事項
に関し協議又は調整を行うこと

委員 委員長 H25.11.1

島根県 浜田市 政策討論会幹事会
政策討論会の討論の議題を決定する
こと

会派から選出された議員
（1会派につき1議員に限
る。）会派に属さない議
員

会長 H24.6.4

島根県 浜田市 政策討論会

市政に関する重要な政策及び課題に
ついて議員間で討論し、議会として
の共通認識の醸成及び合意形成を図
ること

全議員 議長 H24.6.4
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島根県 出雲市 全員協議会
議案の審査又は議会運営について協
議又は調整を行い、議案の審査及び
議会運営の充実を図る。

全議員 議長 H20.10.1

島根県 出雲市 理事会

会派間の意見調整その他議長が必要
と認める事項について協議又は調整
を行い、議案の審査及び議会運営の
充実を図る。

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H20.10.1

島根県 出雲市 市政調査研究会
市の行政分野に係る事項に関し調査
研究を行い、協議又は調整を行う。

全議員 会長 H25.4.1

島根県 出雲市 広報委員会
議会広報誌の編集について協議又は
調整を行い、議会広報の充実を図
る。

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

委員長 H25.4.1

島根県 益田市 全員協議会 議会運営の充実を図るため 全議員 議長 H22.3.26

島根県 益田市 委員会調査会 議会運営の充実を図るため 委員 委員長 H22.3.26

島根県 益田市 議会だより編集委員会 議会だよりの編集 委員 委員長 H22.3.26

島根県 益田市 広報広聴委員会
議会報告会に関する協議、議会だよ
り編集委員会との調整

委員 委員長 H22.3.26

島根県 大田市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う

全議員 議長 H20.10.1

島根県 大田市 広報広聴委員会
市議会広報及び広聴に関し協議又は
調整を行う

委員 委員長 H24.4.19

島根県 安来市 全員協議会
市政及び市民福祉に関する事件その
他重要事件につき協議するため

全議員 議長 H20.9.25

島根県 江津市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.12.3

島根県 江津市 会派代表者会議
議会の運営に関し協議又は調整を行
うため

会派の代表者 事務局長 H20.12.3

島根県 江津市 議員懇談会
市政及び議会に関する重要な政策及
び課題に対して議会としての共通認
識の醸成に努めるため

全議員 議長 H26.6.1

島根県 雲南市 全員協議会 議会運営の協議 全議員 議長 H20.11.28

島根県 雲南市 委員長会 議会運営の協議 各委員会委員長 議長 H20.11.28

島根県 雲南市 会派代表者会 議会運営の協議 各会派代表者 議長 H20.11.28

島根県 飯南町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H25.1.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

島根県 美郷町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.1

島根県 邑南町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.9

島根県 津和野町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.12.26

島根県 吉賀町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.1

島根県 海士町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H25.3.21

島根県 隠岐の島町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.1

計 15団体 33件

岡山県 倉敷市 全員協議会
議会活動及び市政の重要案件に関す
る協議又は調整のため

全議員 議長 H20.9.30

岡山県 津山市 全員協議会
議会及び市政上の諸問題についての
協議

全議員 議長 H20.9.24

岡山県 玉野市 全員協議会
市政及び、議会運営に関する重要な
事項に関し、協議又は調整を行う

全議員 議長 H25.4.1

岡山県 笠岡市 全員協議会
議会活動及び市政の重要案件に関す
る協議又は調整

全議員 議長 H21.4.1

岡山県 笠岡市 広報公聴委員会
広報公聴活動及び議会だよりの編集
等に関する協議等

広報公聴委員会委員 広報公聴委員会委員長 H21.4.1

岡山県 笠岡市 各常任委員会協議会
各常任委員会の所管に属する事項の
協議又は調整

各常任委員会委員 各常任委員会委員長 H25.3.15

岡山県 井原市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.22

岡山県 井原市 会派代表者会議 会派間の調整及び協議を行うため
議長、副議長及び会派代
表者

議長 H23.4.1

岡山県 井原市 広聴広報委員会
議会の広聴及び広報に関し協議又は
調整を行うため

広聴広報委員会委員 広聴広報委員会委員長 H23.4.1

岡山県 総社市 全員協議会
議会活動及び議会運営等の基本的事
項に関する協議等

全議員 議長 H21.10.2

岡山県 総社市 議会だより編集委員会
議会だよりの編集等に関する
協議等

議会だより編集委員会
委員

議会だより編集委員会
委員長

H21.10.2



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

岡山県 真庭市 全員協議会
議会活動及び議会運営等の基本的事
項に関する協議又は調整のため

議員全員 議長 H20.12.26

岡山県 美作市 全員協議会
議案の審議又は議会活動に関し協議
又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.8

計 8団体 13件

広島県 広島市 全員協議会
議会活動又は市政に係る重要な事項
に関し協議又は調整を行うこと。

全議員 議長 H20.9.29

広島県 広島市 各派幹事長会議
会派間の意見調整が必要な事項に関
し協議又は調整を行うこと。

議長、副議長及び各会派
の幹事長

議長 H20.9.29

広島県 広島市 正副常任委員長会議
常任委員会の運営に関し協議又は調
整を行うこと。

議長、副議長並びに各常
任委員会の委員長及び副
委員長

議長 H20.9.29

広島県 広島市 議会改革推進会議
議会改革の推進に関し協議又は調整
を行うこと。

所属議員が3人以上の会
派から選出された委員

代表 H23.6.30

広島県 広島市 広報委員会
議会の広報紙の発行等に関し協議又
は調整を行うこと。

所属議員が3人以上の会
派から選出された委員

委員長 H20.9.29

広島県 広島市 世話人会議
一般選挙後最初の会議の運営等に関
し、議長が選任されるまでの間、協
議又は調整を行うこと。

各会派の幹事長及び副幹
事長、会派に所属してい
ない議員のうち当該一般
選挙前の各会派の幹事長
及び副幹事長であったも
の並びに年長議員

年長議員 H20.9.29

広島県 呉市 議会協議会
市政に関係のある重要な事項及び議
会内の各種運営に関するもので重要
な事項の協議を行うため

全議員 議長 H21.4.1

広島県 呉市 議案説明会

市長提出議案について執行部から内
容等の説明を受け、議案の審議要領
の方向性について見定めることによ
り、議会の円滑な運営に資するため

全議員 議会運営委員長 H21.4.1

広島県 呉市 正副委員長会議

委員会の活動状況報告及び共通する
問題点を協議するとともに、各正副
委員長に対し当局及び議会事務局か
ら委員会にかかる案件の調整を行う
ため

正副議長と各常任委員
会、各特別委員会及び協
議等の場（第117条第2項
の規定により設置された
ものに限る。）並びに議
会運営委員会の正副委員
長

議長 H21.4.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

広島県 呉市 政策研究会
市政に関する重要な政策及び課題に
関する共通認識及び合意形成を図
り、政策立案等を推進するため

副議長、各会派の政策責
任者及び議長が指名する
者

副議長 H23.5.20

広島県 竹原市 全員協議会
係のある重要な事項及び議会内の各
種運営に関するもので重要な事項の
協議を行うため

全議員 議長 H27.7.1

広島県 竹原市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整を行うため

議長、副議長、各会派代
表者及び無所属議員

議長 H27.7.1

広島県 竹原市 正副議長会議
議会運営等に関し協議又は調整を行
うため

議長及び副議長 議長 H27.7.1

広島県 竹原市 議会だより編集委員会
議会だよりの編集及び発行に関し協
議又は調整を行うため

議会だより編集委員 委員長 H27.7.1

広島県 三原市 議員全員協議会
議会内及び市政上の重要な事項等に
関し協議、調整を行うため

全議員 議長 H21.3.13

広島県 三原市 会派代表者会議
会派間の意見調整が必要な事項につ
いて協議、調整を行うため

議長、副議長及び会派代
表者

議長 H21.3.13

広島県 三原市 委員長会議
委員会の運営等について協議、調整
を行うため

議長、副議長、常任委員
長、議会運営委員長及び
特別委員長

議長 H21.3.13

広島県 尾道市 全員協議会
市政に関する重要事項、議案の審査
又は議会の運営に関し協議又は調整
を行うため

議員全員 議長 H20.12.17

広島県 尾道市 各会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整を行うため

議長、副議長及び各会派
の代表者

議長 H20.12.17

広島県 尾道市 議会だより編集委員会
議会だよりの編集及び発行に関し協
議又は調整を行うため

議会だより編集委員 委員長 H23.12.20

広島県 福山市 全員協議会
議会に関する検討事項又は市政に関
する重要事項について協議又は調整
を行うため

議員全員 議長 H20.12.3

広島県 三次市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う

全議員 議長 H20.9.29

広島県 三次市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整を行うため

議長、副議長、各会派か
ら選出された議員及び議
長が出席を認めた議員

議長 H20.9.29

広島県 三次市 正副委員長会議
委員会の運営又は調査に関し協議又
は調整を行うため

議長、副議長及び各委員
会の正副委員長である議
員

議長 H22.3.24



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

広島県 庄原市 議員全員協議会
議会活動又は市政に係る重要な事項
について協議又は調整を行なうため

議員全員 議長 H24.4.1

広島県 庄原市 議会広報委員会 議会広報に関する協議を行なうため
副議長、各常任委員会の
委員長、議長

議会広報委員長 H21.4.1

広島県 大竹市 議員全員協議会
議会活動又は市政に係る重要な事項
に関し協議又は調整を行うこと。

全議員 議長 H25.9.1

広島県 大竹市 常任委員協議会
各常任委員会の所管事項に関し、協
議又は調整を行うこと。

常任委員 常任委員長 H25.9.1

広島県 東広島市 会派会長会議
議会の活動、運営等の基本的事項に
関し協議又は調整を行うこと。

議長、副議長及び会派か
ら選出する議員

議長 H20.9.30

広島県 東広島市 全員協議会
市政の課題、議会の運営等に関し協
議又は調整を行うこと。

全議員 議長 H20.9.30

広島県 東広島市 委員長会議
委員会の運営等に関し協議又は調整
を行うこと。

議長、副議長、常任委員
長、議会運営委員長、特
別委員長及び議会会報委
員長

議長 H20.9.30

広島県 東広島市 総務委員会協議会
総務委員会の運営等に関し協議又は
調整を行うこと。

総務委員会委員 総務委員会委員長 H22.8.26

広島県 東広島市 文教厚生委員会協議会
文教厚生委員会の運営等に関し協議
又は調整を行うこと。

文教厚生委員会委員 文教厚生委員会委員長 H22.8.26

広島県 東広島市 市民経済委員会協議会
市民経済委員会の運営等に関し協議
又は調整を行うこと。

市民経済委員会委員 市民経済委員会委員長 H22.8.26

広島県 東広島市 建設委員会協議会
建設委員会の運営等に関し協議又は
調整を行うこと。

建設委員会委員 建設委員会委員長 H22.8.26

広島県 東広島市 広報広聴委員会

議会広報誌の編集、議会のウェブサ
イトの編集、議会報告会及び意見交
換会の企画及び調整、市民アンケー
ト調査及びパブリックコメントに関
する事等議会の広報及び広聴に関す
る審議を行うこと。

広報広聴委員会委員 広報広聴委員長 H25.7.1

広島県 東広島市 政策研究会

政策的条例案の提案及び市長に対す
る政策提言に関し調査研究を行うこ
と並びに研究会の運営に関し協議又
は調整を行うこと。

政策研究会委員 政策研究会委員長 H27.4.27

広島県 廿日市市 議員全員協議会
議会活動又は市政に係る重要な事項
に関し協議又は調整を行うこと。

全議員 議長 H23.4.1

広島県 安芸高田市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

全議員 議長 H23.4.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

広島県 江田島市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う

全議員 議長 H21.4.1

広島県 江田島市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整を行うため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H21.4.1

広島県 府中町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.26

広島県 海田町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うもの。

議員全員 議長 H20.9.5

広島県 熊野町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.12

広島県 坂町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H23.4.1

広島県 安芸太田町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関して
協議、調整を行う

議員全員 議長 H20.10.1

広島県 北広島町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う

議員全員 議長 H20.10.2

広島県 大崎上島町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.1

広島県 世羅町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う

世羅町議会議員全員 世羅町議会議長 H20.10.1

計 21団体 49件

山口県 下関市 議会広報部会
議会の広報に関し協議又は調整を行
うこと。

各会派から選出された議
員

部会長 H24.3.5

山口県 宇部市 全員協議会 市行政上重要事項の周知 全議員 議長 H20.10.1

山口県 宇部市 会派代表者会議 会派相互の連絡調整
議長及び副議長並びに各
会派（所属議員3人以上
の会派）の代表者

議長 H20.10.1

山口県 宇部市 議会だより編集委員会 議会だよりの編集・発行 議長が指名した議員 委員長 H23.6.23

山口県 山口市 会派代表者会議
会派間において、議会運営上必要と
認める事項に関する協議又は調整を
行うため

議長、副議長及び会派の
代表者並びに議長の出席
要請又は出席許可を得た
議員

議長 H20.9.22

山口県 山口市 全員協議会

全議員において、市政運営上重要な
事項に関する協議又は議会運営上必
要と認める事項に関する協議若しく
は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.22



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

山口県 山口市 広報広聴委員会
議会の広報広聴に関する協議又は調
整を行うため

副議長及び各会派におい
て選出された議員

広報広聴委員会委員長 H20.9.22

山口県 山口市 市議会だより等編集委員会
議会広報紙の編集及び議会ホーム
ページの構成に関する協議又は調整
を行うため

広報広聴委員会委員長が
指名した議員

編集委員長 H20.9.22

山口県 萩市 全員協議会

1 議員間の意見の調整、連絡及び協
議を行うこと。
2 議案の説明を受けること。
3 市の事務事業について報告及び説
明を受けること。

全議員 議長 H20.12.22

山口県 防府市 全員協議会
議案の審査又はその他市政に関する
重要事項に関し協議又は調整を行う
こと

全議員 議長 H20.9.25

山口県 防府市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項に関し協議又は調
整を行うこと

議長、副議長及び各会派
の代表者

議長 H20.9.25

山口県 防府市 議会改革推進協議会
議会改革に関し協議又は調整を行う
こと及び議会基本条例の検証を行う
こと

各会派から選出された議
員

議会改革推進協議会会
長

H23.4.1

山口県 防府市 議会広報編集委員会
議会広報紙の編集及び発行に関し協
議又は調整を行うこと

各会派から選出された議
員

議会広報編集委員会委
員長

H24.10.12

山口県 下松市 会派代表者会議
各会派の意見調整、連絡、協議等を
行うため

議長、副議長及び各会派
代表者

議長 H20.9.29

山口県 下松市 全員協議会
議会の運営に関し、協議又は調整を
行うため

全議員 議長 H20.9.29

山口県 岩国市 全員協議会
市の重要案件又は議会の運営に関し
協議又は調整を行うこと。

全議員 議長 H20.10.3

山口県 岩国市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整を行うこと。

議長、副議長、各会派か
ら選出された議員及び議
長が必要と認めたもの

議長 H20.10.3

山口県 光市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議・調
整するため

議長、副議長及び各会派
代表者

議長 H20.9.22

山口県 光市 全員協議会
議案等の審査又は議会の運営に関し
協議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.22

山口県 光市 広報広聴委員会
議会の広報広聴に関する事項につい
て協議・調整するため

議長が指名する議員
委員長（委員長が選任
されるまでの間は議
長）

H28.4.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

山口県 光市 改革推進委員会
議会改革の推進に関する事項につい
て協議・調整するため

議長が指名する議員及び
会派から選出された議員

委員長（委員長が選任
されるまでの間は議
長）

H28.4.1

山口県 長門市 議員全員協議会

1．議員間の意見の調整、連絡及び
協議を行うこと。
2．市の事務事業について報告及び
説明を受けること

全議員 議長 H21.6.26

山口県 柳井市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

山口県 美祢市 全員協議会 市行政重要事項の周知 全議員 議長 H22.4.1

山口県 美祢市 会派代表者会議 会派相互の連絡調整
議長及び副議長並びに各
会派の代表者

議長 H22.4.1

山口県 周南市 全員協議会
市政の重要課題、議会の運営等に関
し協議又は調整を行うこと。

全議員 議長 H24.4.1

山口県 周南市 仮議会運営委員会

一般選挙後の議員の任期の起算日か
ら一般選挙後初めて招集される議会
の招集日までの間に議会の運営に関
し協議又は調整を行うこと

各会派から選出された議
員

議会事務局長 H24.4.1

山口県 周防大島町 全員協議会
議案の審議又は議会の運営に関する
協議・調整を行うため

全議員 議長 H20.11.14

山口県 和木町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うための場として
設ける

全議員 議長 H20.9.1

山口県 上関町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議会の全員 議長 H20.9.22

山口県 田布施町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H22.3.24

計 16団体 31件

徳島県 鳴門市 議会広報委員会
議会広報に関し必要な事項の協議及
び調整

各会派選出議員及び会派
の調整により選出された
議員

委員長 H25.2.22

徳島県 美馬市 議員全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

全議員 議長 H21.2.27

徳島県 美馬市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議・調
整するため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H21.2.27

徳島県 美馬市 議会のあり方検討協議会
議会のあり方について、調査研究若
しくは協議又は調整を行うため

各会派から選出された議
員

会長 H27.7.2



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

徳島県 三好市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整

全議員 議長 H22.9.27

徳島県 三好市 議会広報編集委員会
議会広報の編集及び発行に関する協
議

議会広報編集委員会委員
議会広報編集委員会委
員長

H22.9.27

徳島県 佐那河内村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

徳島県 那賀町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため。

議員全員 議長 H21.9.29

徳島県 牟岐町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H27.6.19

徳島県 松茂町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.22

徳島県 北島町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H24.12.13

徳島県 藍住町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は審査を行うため

議員全員 議長 H21.3.27

徳島県 板野町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

全議員 議長 H21.3.23

徳島県 板野町 厚生常任委員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

厚生常任委員・議長 厚生常任委員長 H21.3.23

徳島県 板野町 産業建設常任委員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

産業建設常任委員・議長 産業建設常任委員長 H21.3.23

徳島県 板野町 総務文教常任委員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

総務文教常任委員・議長 総務文教常任委員長 H21.3.23

徳島県 つるぎ町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

徳島県 東みよし町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H26.6.20

計 12団体 18件

香川県 綾川町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

香川県 琴平町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H27.9.9

計 2団体 2件



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

愛媛県 今治市 議員協議会
議会の運営等に関し協議又は調整を
行うため

全議員 議長 H20.9.26

愛媛県 今治市 会派代表者会議
議会の運営等に関し会派相互間の協
議又は調整を行うため

議長、副議長、会派代表
者

議長 H20.9.26

愛媛県 今治市 委員長会議
委員会の運営等に関し委員会相互間
の協議又は調整を行うため

議長、副議長、委員長 議長 H20.9.26

愛媛県 今治市 各委員協議会
各委員会の所管に属する事項に関し
協議又は調整を行うため

各委員会の委員 各委員会の委員長 H22.2.25

愛媛県 今治市 正副議長事前協議
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議長、副議長 議長 H22.2.25

愛媛県 今治市 各正副委員長事前協議
議案の審査又は委員会の運営に関し
協議又は調整を行うため

各委員会の委員長、副委
員長

各委員会の委員長 H22.2.25

愛媛県 八幡浜市 市議会協議会
市政の課題、議会の運営等に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H24.6.25

愛媛県 八幡浜市 各委員会協議会
各委員会の所管に属する事項に関し
協議又は調整を行うため

各委員会の委員 各委員会の委員長 H24.6.25

愛媛県 八幡浜市 議会だより編集委員会
議会だよりの編集に関し協議又は調
整を行うため

議会だより編集委員会の
委員

議会だより編集委員会
の委員長

H24.6.25

愛媛県 八幡浜市 各正副委員長事前協議
議案の審査、委員会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議長、副議長、各委員会
の委員長及び各委員会の
副委員長

議長又は各委員会の委
員長

H24.6.25

愛媛県 四国中央市 四国中央市議会全員協議会
市政諸般の問題について研究し、自
由に協議を行う

全議員 議長 H20.10.1

愛媛県 四国中央市
四国中央市議会会派代表者
会議

議会運営等に関し、各会派間の連絡
調整及び協議を行う

議長、副議長及び各会派
の代表者

議長 H20.10.1

愛媛県 四国中央市
四国中央市議会正副委員長
会議

委員会運営に関し、各委員会間の連
絡調整及び協議を行う

議長、副議長及び正副委
員長

議長 H20.10.1

愛媛県 西予市 議会だより編集委員会
議会だより及び市議会ホームページ
の編集に関し協議、調整又は取材等
を行うため。

議会だより編集委員会の
委員

議会だより編集委員会
の委員長

H25.9.30

愛媛県 西予市 議員全員協議会
議会及び市政等に関し協議を行うた
め

議員全員 議長 H27.3.24

愛媛県 久万高原町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.29

愛媛県 松前町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

愛媛県 砥部町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.2.6

愛媛県 内子町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.25

愛媛県 伊方町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.6

愛媛県 鬼北町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.29

愛媛県 愛南町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H16.10.13

計 11団体 22件

高知県 土佐清水市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議又は調整

全議員 議長 H22.4.1

高知県 土佐清水市 会派代表者会

議案の審査又は議会の運営に関する
協議又は調整並びに一般選挙後最初
の議会前における議会運営に係る基
本的事項に関する協議

議長、副議長、会派代表
者

議長又は議会事務局長 H22.4.1

高知県 土佐清水市 委員長会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議又は調整

議長、副議長、常任委員
会委員長、議会運営委員
会委員長、特別委員会委
員長

議長 H22.4.1

高知県 土佐清水市 議会だより編集委員会
議会だよりの編集・発行に関する協
議又は調整

議会運営委員会 議長 H22.4.1

高知県 土佐清水市 新任議員会議 議会の運営に関する調整
新任議員又は新任に相当
する議員

議長又は議会事務局長 H22.4.1

高知県 土佐清水市 議会報告会
議会の運営に関し議場外での広報広
聴活動に係る協議又は調整

全議員 議長 H24.1.1

高知県 土佐清水市 議会報告会代表者会議
議会の運営に関し議場外での広報広
聴活動に係る協議又は調整

議会報告会代表者 議長 H24.1.1

高知県 四万十市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H26.4.28

高知県 四万十市 広報広聴委員会
議会だよりの編集・発行に関する協
議、その他広報広聴機能の充実に関
する協議

議員8名 委員長 H26.4.28

高知県 四万十市 会派代表者会 各会派間の調整及び協議 会派代表者6名 議長 H26.4.28

高知県 香南市 全員協議会
議会活動又は市政に係る重要事項に
関する協議又は調整

全議員 議長 H27.4.28



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

高知県 香南市 市議会だより編集委員会 市議会広報紙の編集及び発行 議員より互選
市議会だより編集委員
長

H27.4.28

高知県 東洋町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H25.7.1

高知県 奈半利町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.12

高知県 芸西村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.11

高知県 本山町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための場

議員全員 議長 H20.10.1

高知県 土佐町 議員全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う

議員全員 議長 H20.9.18

高知県 大川村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.18

高知県 いの町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

高知県 佐川町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

高知県 越知町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

高知県 日高村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.16

高知県 津野町 全員協議会
議案の審議又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.18

高知県 四万十町 全員協議会

議案の審査又は議会の運営に関する
協議又は調整並びに議案外の事件に
ついて町長等の執行機関からの説明
要請

議員全員 議長 H20.10.1

高知県 四万十町 委員長会議
各常任委員会、議会運営委員会、特
別委員会等の調整及び協議

各常任委員会の委員長議
会運営委員会の委員長及
び議長が特に必要と認め
た特別委員会の委員長

議長 H22.6.28

高知県 四万十町 議会報告会
議会の運営に関し議場外での広報広
聴活動

議員全員 議長 H23.3.17

高知県 四万十町 政策討論会
政策課題の共通認識や政策立案を高
める協議

議員全員 議会運営委員長 H23.3.17

高知県 三原村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.2



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

高知県 黒潮町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

計 17団体 29件

福岡県 大牟田市 政策等調整委員会
複数の委員会の所轄事項にかかわる
政策等又は特に重要と判断する政策
等についての意見の調整

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

委員長 H23.2.16

福岡県 大牟田市 請願等調整委員会
請願、意見書案及び決議案について
の協議及び調整

議会運営委員会副委員長
及び議会運営委員会委員
のうちから各会派が選出
した議員

委員長 H23.2.16

福岡県 大牟田市 全員協議会
行政全般にかかわる政策等について
の協議

議員全員 議長 H23.2.16

福岡県 大牟田市 議会報編集委員会 市議会報の編集等についての協議
各会派から選出された議
員

委員長
（委員長がないとき
は、議長）

H23.5.18

福岡県 久留米市 議会広報委員会
議会の広報の充実を図り、広く市民
に情報を提供することに関し、協議
又は調整を行うため

議会広報委員 委員長 H26.4.1

福岡県 田川市 全員協議会
議会活動又は市政に係る重要な事項
に関する協議又は調整

全議員 議長 H21.9.4

福岡県 田川市 各会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項に関する協議又は
調整

議長、副議長、議会運営
委員長及び会派の代表者

議長 H21.9.4

福岡県 田川市 正副常任委員長会議
常任委員会の所管に属する事項に関
する協議又は調整

議長、副議長及び正副常
任委員長

議長 H21.9.4

福岡県 柳川市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整のため

全議員 議長 H20.9.26

福岡県 八女市 全員協議会
議会の運営及び市政の諸問題に関す
る研究及び協議を行う。

全議員 議長 H21.3.25

福岡県 八女市 議会だより編集委員会
議会だよりの編集及び運営に関する
協議を行う。

議会だより編集委員 議会だより編集委員長 H21.3.25

福岡県 八女市 正副委員長会議
議会の運営に関する協議及び調整を
行う。

正副議長及び正副委員長 議長 H21.3.25

福岡県 筑後市 全員協議会
議会運営に関し協議又は調整を行う
ため

議員全員 議長 H20.10.6

福岡県 筑後市 常任委員会協議会 議案の審査又は調整を行うため 委員会委員 委員長 H20.10.6
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福岡県 大川市 議員協議会
議案の審査又は議会の運営その他市
政の全般にわたり協議又は調整を行
う

全議員 議長 H20.12.15

福岡県 大川市 委員長会
議案の審査又は議会の運営その他市
政の全般にわたり協議又は調整を行
う

正副議長・委員長 議長 H20.12.15

福岡県 大川市 常任委員協議会
議案の審査又は所管に属する事項に
関し協議又は調整を行う

委員 委員長 H23.4.30

福岡県 大川市 広報委員会
市議会だよりの編集又は議会の広報
に関し協議又は調整を行う

委員 委員長 H23.4.30

福岡県 行橋市 全員協議会
議会及び市政上の諸問題について協
議し、全議員の意見を求め、又は賛
否を問うため

全議員 議長 H20.9.30

福岡県 行橋市 各会派代表者会議
各会派間における意見調整、議会の
人事及び市長提出の人事案件等の政
治的案件を協議するため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H20.9.30

福岡県 行橋市 市議会だより編集委員会
市議会だよりの編集及び広報に関す
る協議を行うため

議長、副議長、各常任委
員会委員長及び議会運営
委員会委員長

議長 H20.9.30

福岡県 行橋市 委員長会議
各常任委員会間における協議又は調
整を行うため

議長、副議長及び各常任
委員会委員長

議長 H20.9.30

福岡県 豊前市 全員協議会
議案の審査その他議会全般に関する
協議又は調整を行う

議員全員 議長 H20.9.1

福岡県 中間市 全員協議会 議会運営等に関する協議を行う 全議員 議長 H20.9.10

福岡県 中間市 代表者会議 議会運営等に関する協議を行う
議長・副議長・会派代表
者

議長 H20.9.10

福岡県 中間市 編集委員会
議会だよりの編集に関する協議を行
う

委員 議長 H20.9.10

福岡県 筑紫野市 広報委員会
議会報の発行及び議会ホームページ
への情報掲載に関する協議又は調整

各会派から選出された委
員6人

広報委員長 H23.7.1

福岡県 筑紫野市 議会改革推進会議

議会改革に継続的に取り組むととも
に、議会基本条例の趣旨に基づく議
会運営を確保するための協議又は調
整

議員全員
議会改革推進会議委員
長

H25.5.25

福岡県 大野城市 広報委員会
議会広報活動の円滑な推進のための
協議

常任委員会から選出され
た者

委員長 H23.3.14

福岡県 古賀市 全員協議会
議会の運営に関し協議又は調整を行
うため

議員全員 議長 H26.4.1
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福岡県 古賀市 会派代表者会議
各会派間の意見の調整、連絡及び協
議等を行うため

議長、副議長及び各会派
の代表者

議長 H26.4.1

福岡県 古賀市 委員長協議会
各常任委員会間で必要な事項に関し
協議又は調整を行うため

議長、副議長、各常任委
員会委員長及び議会運営
委員会委員長

議長 H26.4.1

福岡県 古賀市 政策推進会議
市政に関して重要なものについて議
員間で共通認識及び合意形成を図
り、政策立案を推進するため

議員全員 会長 H26.4.1

福岡県 宮若市 全員協議会 必要な事項につき協議 全議員 議長 H20.9.30

福岡県 宮若市 議長団協議 定例会、臨時会運営に係る協議
正副議長、正副議会運営
委員長

議長 H20.9.30

福岡県 嘉麻市 全員協議会
議会の運営に関し協議又は調整を行
う

議員全員 議長 H20.10.1

福岡県 嘉麻市 正副委員長会議
議会の運営に関し協議又は調整を行
う

正副議長並びに常任委員
会及び議会運営委員会の
正副委員長

議長 H20.10.1

福岡県 朝倉市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.12.19

福岡県 朝倉市 議会運営委員会協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議会運営委員会委員、議
長及び副議長

委員長 H20.12.19

福岡県 朝倉市 各常任委員会協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

各常任委員会の委員 各常任委員会委員長 H20.12.19

福岡県 朝倉市 広報委員会
議会だよりの編集又は議会の広報に
関し協議又は調整を行うため

各常任委員会から2人選
出された議員

委員長 H20.12.19

福岡県 みやま市 全員協議会
議案の審査又は議会運営に関する協
議又は調整

全構成員 議長 H20.9.24

福岡県 みやま市 正副議長連絡会議
議案の審査又は議会運営に関する協
議又は調整

正副議長 議長 H20.9.24

福岡県 みやま市
議会運営委員会正副委員長
会

議案の審査又は議会運営に関する協
議又は調整

正副議長、議会運営委員
会正副委員長

議長 H20.9.24

福岡県 みやま市
総務文教常任委員会正副委
員長会

議案の審査又は議会運営に関する協
議又は調整

議長、総務文教常任委員
会正副委員長

議長 H20.9.24

福岡県 みやま市
厚生常任委員会正副委員長
会

議案の審査又は議会運営に関する協
議又は調整

議長、厚生常任委員会正
副委員長

議長 H20.9.24

福岡県 みやま市
産業建設常任委員会正副委
員長会

議案の審査又は議会運営に関する協
議又は調整

議長、産業建設常任委員
会正副委員長

議長 H20.9.24
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福岡県 糸島市 広報編集委員会
糸島市議会の広報の適正な編集を行
うため

各常任委員会から選出さ
れた議員

委員長 H25.4.1

福岡県 那珂川町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う

議員全員 議長 H21.1.1

福岡県 宇美町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.10

福岡県 篠栗町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

福岡県 志免町 全員協議会
議案の審査又は議会運営に関し協議
又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.5

福岡県 新宮町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

福岡県 小竹町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H19.4.1

福岡県 鞍手町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.18

福岡県 筑前町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.25

福岡県 東峰村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.1.6

福岡県 大木町 全員協議会
議案の審査や議会の運営に関し、協
議、調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.25

福岡県 広川町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.22

福岡県 添田町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

福岡県 糸田町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議・調整を行うため

全議員 議長 H20.9.29

福岡県 川崎町 全員協議会
議案の審査、議会の運営に関する
協議、調整の場

議員全員 議長 H20.10.1

福岡県 赤村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う為

議員全員 議長 H20.9.1

福岡県 福智町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行なうため

議員全員 議長 H20.9.25

福岡県 苅田町 全員協議会
議案の審議または議会の運営に関
し、協議または調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.4
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福岡県 みやこ町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

計 36団体 66件

佐賀県 佐賀市 全員協議会
市政に関する重要事項又は議会の運
営に関し協議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.12.22

佐賀県 佐賀市 議会広報広聴委員会
議会の広報広聴に関し調査、協議又
は調整を行うため

会派(会派に準ずると認
められるものを含む。)
から選出された議員

議会広報広聴委員会委
員長

H23.12.20

佐賀県 佐賀市 議会運営等改革検討会
議会改革に関し協議又は調整を行う
ため

会派（会派に準ずると認
められるものを含む。）
から選出された議員

議会運営等改革検討会
会長

H25.12.13

佐賀県 佐賀市 議案勉強会
議案等に関し提出者の説明を受ける
ため

全議員 議長 H27.4.1

佐賀県 佐賀市 議会報告会
議会活動に関し市民等に対し報告等
を行うため

全議員 議長 H27.4.1

佐賀県 唐津市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.12.22

佐賀県 唐津市 議会制度検討委員会
議会に関する制度等について協議又
は調整を行うため

議会運営委員会委員、無
会派選出代表者

議会運営委員会委員長 H21.6.22

佐賀県 唐津市 議会運営代表者会議
議会の運営に関し協議又は調整を行
うため

議会運営委員会委員の会
派代表者

議会運営委員会委員長 H23.2.15

佐賀県 鳥栖市 全員協議会
市政の重要事項若しくは議会の運営
に関する協議又は調整

全議員 議長 H22.6.24

佐賀県 鳥栖市 議会改革検討会 議会の改革に関する協議または調整 議会改革検討委員 議会改革検討会長 H24.6.20

佐賀県 武雄市 全員協議会
議案の審査又は議会運営に関する協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H18.4.18

佐賀県 嬉野市 議員全員協議会
議会の運営その他議会の活動に関し
協議又は調整すること

議員全員 議長 H25.4.1

佐賀県 嬉野市 政策討論会
政策提案及び政策提言を推進するた
め、共通認識及び合意形成を図るこ
と

議員全員 座長 H25.4.1

佐賀県 嬉野市 政策討論会幹事会
市政に関する重要な政策及び課題に
関し提出された案件を審議し、政策
討論会の議事を決定すること

議長、副議長及び各常任
委員会選出の議員

代表幹事 H25.4.1

佐賀県 嬉野市 議会報告会
市政全般にわたって市民と情報及び
意見を交換すること

議員全員 議長 H25.4.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

佐賀県 基山町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

佐賀県 上峰町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.22

佐賀県 みやき町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.17

佐賀県 有田町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.9

佐賀県 江北町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H24.12.14

佐賀県 白石町 全員協議会 議案の審査又は調整を行うための 議員全員 議長 H20.9.26

計 11団体 21件

長崎県 長崎市 全員協議会
市政及び議会の重要事項に関する協
議又は調整を行う。

全議員 議長 H20.12.12

長崎県 長崎市 各派代表者会議
高度に政治的な重要事項に関する協
議又は調整を行う。

議長、副議長、2人以上
の会派の代表者1人（た
だし、16人以上の会派は
1人）及び議会運営委員
長

議長 H20.12.12

長崎県 長崎市 世話人会
議会の選挙、人事及びその他議会の
庶務に関する協議又は調整を行う。

議長、副議長、議会運営
委員及び4人未満2人以上
の会派から1人

議長 H20.12.12

長崎県 長崎市 常任委員会正副委員長会議
常任委員会の運営及び活動等に関す
る事項の協議又は調整を行う。

議長、副議長、常任委員
長、常任副委員長、議会
運営委員長及び議会運営
副委員長

議長 H20.12.12

長崎県 長崎市 特別委員会正副委員長会議
特別委員会の運営及び活動等に関す
る事項の協議又は調整を行う。

議長、副議長、特別委員
長、特別副委員長、議会
運営委員長及び議会運営
副委員長

議長 H20.12.12

長崎県 佐世保市 全員協議会
市政及び議会の重要事項に関する協
議又は調整

全議員 議長 H21.4.1

長崎県 佐世保市 常任委員会協議会
各委員会の所管する事項の協議又は
調整

各常任委員会委員 各常任委員会委員長 H28.4.1

長崎県 島原市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営その他議
長が必要と認める事項に関し協議又
は調整を行うため

全議員

議長（改選後最初に開
かれる会議の招集は議
会事務局長が行うこと
ができる。）

H20.9.24



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

長崎県 島原市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議長が必要
と認める事項について協議・調整す
るため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長（改選後最初に開
かれる会議の招集は議
会事務局長が行うこと
ができる。）

H20.9.24

長崎県 島原市 議会だより編集委員会
議会だよりの編集及び発行について
協議・調整するため

議会だより編集委員会委
員

議会だより編集委員会
委員長

H20.9.24

長崎県 島原市 市政研究懇談会
各種会議の報告及びその内容につい
て協議するため

全議員

議長（改選後最初に開
かれる会議の招集は議
会事務局長が行うこと
ができる。）

H20.9.24

長崎県 諫早市 全員協議会

議会の運営その他議長が必要と認め
る事項に関する協議・調整並びに議
会の活動及び市政に関する事項の報
告

全議員 議長 H21.4.1

長崎県 諫早市 会派代表者会議
議案の審査及び議会の運営等に関す
る事項の会派間の協議・調整

議長、副議長、各会派か
ら選出された議員

議長 H21.4.1

長崎県 大村市 全員協議会
議会又は市政に関する事項について
協議又は調整を行う。

議員全員 議長 H20.9.19

長崎県 大村市 市政研究会
市政に関する事項について調査研究
を行う。

議員全員 議長 H20.9.19

長崎県 大村市 広報委員会
議会報の編集及び発行その他議会活
動の広報に関する事項について協議
を行う。

会派（所属する議員の数
が2人以上の会派をい
う。以下同じ。）から選
出された議員及び会派に
属しない議員のうちから
選出された議員

広報委員会委員長 H20.9.19

長崎県 大村市 会派長会議
議案の調査又は議会の運営につい
て、会派間における協議又は調整を
行う。

議長、副議長及び会派の
代表者

議長 H20.9.19

長崎県 大村市 正副委員長会議

議案の審査又は委員会（常任委員会
及び議会運営委員会に限る。以下同
じ。）の運営について、委員会間に
おける協議又は調整を行う。

議長、副議長並びに委員
会の委員長及び副委員長

議長 H20.9.19

長崎県 平戸市 全員協議会
議会又は市政に関する事項について
協議又は調整を行う

全議員 議長 H24.4.1

長崎県 平戸市 各派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整を行う

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H24.4.1

長崎県 松浦市 全員協議会
議会の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

長崎県 松浦市 各派代表者会
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議調整
をするため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H20.10.1

長崎県 対馬市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.1

長崎県 対馬市 各派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議・調
整するため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H20.10.1

長崎県 壱岐市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調査を行う

議員全員 議長 H25.6.7

長崎県 五島市 全員協議会
議会又は市政に関する事項について
協議又は調整を行う。

議員全員 議長 H16.8.5

長崎県 五島市 会派代表者会議
議案の審査又は議会の運営について
会派間における協議又は調整を行
う。

議長、副議長及び会派
（所属議員が1人の会派
を含む。）の代表者

議長 H16.8.5

長崎県 五島市 正副委員長会議
議案の審査又は常任委員会、議会運
営委員会及び特別委員会の運営につ
いて協議又は調整を行う。

議長、副議長並びにそれ
ぞれの委員会の委員長及
び副委員長

議長 H16.8.5

長崎県 五島市
議会運営委員会正副委員長
会議

議会運営委員会の運営について協議
又は調整を行う。

議長、副議長並びに議会
運営委員会の委員長及び
副委員長

議長 H16.8.5

長崎県 西海市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.17

長崎県 雲仙市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H21.4.1

長崎県 南島原市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
講又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.3

長崎県 南島原市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整を行う

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H24.6.12

長崎県 長与町 全員協議会
議会の運営及び活動等に関する基本
的事項の協議・調整

全議員 議長 H21.1.1

長崎県 長与町 政策討論会
政策立案及び政策提言を推進するた
めの協議・調整

全議員 議長 H25.9.9

長崎県 長与町 議会報告会
政策立案及び政策提言を推進するた
めの広報広聴

全議員 議長 H25.9.9



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

長崎県 長与町 住民懇談会
政策立案及び政策提言を推進するた
めの広報広聴

全議員 議長 H25.9.9

長崎県 時津町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための場として設
置

議員全員 議長 H21.1.1

長崎県 時津町 議会改革推進会議
議会改革の推進に関する協議又は調
整

議員全員
委員長(委員長が選任
されるまでは議長)

H26.6.17

長崎県 東彼杵町 全員協議会
議案の審査又は議会運営に関し、協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.25

長崎県 川棚町 全員協議会
議案の審査又は議会運営に関し、協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.3.27

長崎県 波佐見町 全員協議会
議案の審査又は議会運営に関し、協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.3.3

長崎県 小値賀町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.22

長崎県 佐々町 全員協議会
議案の審査または議会の運営に関し
協議または調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

長崎県 新上五島町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調査を行う

議員全員 議長 H22.4.1

計 21団体 45件

熊本県 熊本市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H22.3.2

熊本県 熊本市 予算決算委員会理事会
予算決算委員会の運営に関し必要な
事項について協議又は調整を行うた
め

予算決算委員長及び副委
員長並びに予算決算委員
会が選任する議員

予算決算委員会理事会
の会議の主宰者

H22.3.2

熊本県 熊本市 議会広報委員会
議会の広報に関し必要な事項につい
て協議又は調整を行うため

議長が選任する議員
委員長（委員長が選任
されるまでの間は、議
長）

H23.7.1

熊本県 熊本市 政策条例検討会
議員が提出する条例のうち政策の実
施に係るものに関し協議又は調整を
行うため

議長が選任する議員
会長（会長が選任され
るまでの間は、議長）

H27.5.13

熊本県 熊本市 議会活性化検討会
議会活性化のための諸改革に関し協
議又は調整を行うため

議長が選任する議員
会長（会長が選任され
るまでの間は、議長）

H27.5.13

熊本県 八代市 全員協議会
議会の運営に関する協議・調整及び
執行機関からの説明聴取のため。

全議員 議長 H20.12.10



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

熊本県 八代市 各派代表者会
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議・調
整するため。

正副議長、会派（議長に
届出のあった団体で、議
員3人以上で構成された
ものをいう。以下同
じ。）の代表者、議会運
営委員会委員長

議長 H20.12.10

熊本県 八代市 議会広報委員会
議会の広報等に関する事項について
協議・調整するため。

副議長、会派からそれぞ
れ選出された議員

議会広報委員会委員長 H23.4.1

熊本県 人吉市 全員協議会
議会の運営に関する協議・調整及び
執行機関等からの説明聴取のため

全議員 議長 H25.3.25

熊本県 人吉市 各派代表者会
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議・調
整するため

正副議長、会派（議長に
届出のあった団体で、議
員2人以上で構成された
ものをいう。）の代表者
及び無会派の代表者

議長 H25.3.25

熊本県 人吉市 議会概要説明会
議会運営の基本的事項に関する説明
及び協議をするため

初当選議員 議長 H25.3.25

熊本県 人吉市 議会報編集委員会
議会の広報に関する事項について協
議・調整するため

議会報編集委員
議会報編集委員会委員
長

H25.3.25

熊本県 人吉市 議会制度研究会
社会情勢に対応できる議会制度・あ
り方について研究・検討するため

議会制度研究会委員 議会制度研究会委員長 H25.3.25

熊本県 荒尾市 全員協議会

市政に関する重要な事項について執
行機関から説明又は報告を受け、並
びに議会の運営に関する事項につい
て協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H25.12.26

熊本県 荒尾市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整を行うため

議長、副議長、各会派か
ら選出された議員及び議
長が特に許可した議員

議長 H25.12.26

熊本県 荒尾市 委員協議会
委員会の所管事項に関する事項につ
いて協議又は調整を行うため

委員会の委員 委員長 H25.12.26

熊本県 荒尾市 正副委員長会議
委員会の会議運営上必要と認める事
項について協議又は調整を行うため

委員長及び副委員長 議長 H25.12.26

熊本県 水俣市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議、調整を行う。

全議員 議長 H21.1.1

熊本県 水俣市 各派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整するため

議長、副議長、各会派か
ら選出された議員

議長 H21.1.1

熊本県 玉名市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H26.4.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

熊本県 天草市 全員協議会
市政に関する重要な事項又は議会の
運営に関し協議、調整、意見交換等
を行うため

全議員 議長 H22.12.21

熊本県 天草市 会派代表者会議
各会派間の意見の調整その他議会運
営上必要と認める事項について協
議、調整、意見交換等を行うため

議長及び各会派の代表者 議長 H22.12.21

熊本県 天草市 広報広聴委員会
議会の広報又は広聴に関し協議、調
整等を行うため

広報広聴委員 広報広聴委員長 H24.4.1

熊本県 天草市 当初予算説明会
当初予算に関し協議、調整等を行う
ため

全議員 議長 H24.4.1

熊本県 天草市 政策討論会
市政に関する重要な施策又は課題に
関し協議、調整、意見交換等を行う
ため

全議員 議長 H24.4.1

熊本県 山鹿市 正副委員長会議
委員長及び副委員長による協議が必
要とされる議会運営に関する調整を
行うため

議長、副議長、委員長及
び副委員長

議長 H20.9.18

熊本県 山鹿市 常任委員会協議会
所管事務の議案調査に関する協議又
は調整を行うため

常任委員 常任委員長 H20.9.18

熊本県 山鹿市 全員協議会
議員全員による協議が必要とされる
議会運営に関する調整を行うため

全議員 議長 H20.9.18

熊本県 山鹿市 会派代表者会議
各会派代表者による協議が必要とさ
れる議会運営に関する調整を行うた
め

議長、副議長及び各会派
選出議員

議長 H20.9.18

熊本県 山鹿市 広報委員会
議会広報に関し必要な事項の協議又
は調整

議長が選任した議員 広報委員会の長 H25.9.25

熊本県 菊池市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調査を行うため

議員全員 議長 H20.12.9

熊本県 宇土市 全員協議会
市政に関する重要な事項又は議会の
運営に関し協議、調整、意見交換等
をおこなうため

全議員 議長 H24.12.20

熊本県 上天草市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.19

熊本県 上天草市 各派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議・調
整するため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H20.9.19

熊本県 宇城市 会派代表者会議
会派代表者による諸事の調整及び協
議等

会派の代表者 議長 H20.9.17

熊本県 宇城市 全員協議会 議員相互の意見の調整及び協議等 全議員 議長 H20.9.17



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

熊本県 宇城市 議会運営審議会 議会の運営に関する諸般の協議等
議会運営委員、副議長及
び少数会派の代表者

議長 H20.9.17

熊本県 阿蘇市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための場として、
全員協議会を設ける。

議員全員 議長 H20.12.24

熊本県 合志市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.1

熊本県 美里町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

熊本県 玉東町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.18

熊本県 和水町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

熊本県 南関町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.26

熊本県 長洲町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

熊本県 菊陽町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.8.21

熊本県 南小国町 全員協議会
議会の審査又は、議会の運営に関
し、協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

熊本県 小国町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.25

熊本県 西原村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための場として、
全員協議会を設ける。

議員全員 議長 H20.12.15

熊本県 御船町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う

議員全員 議長 H20.9.22

熊本県 嘉島町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.8

熊本県 益城町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整

議員全員 議長 H21.9.8

熊本県 山都町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議又は調整を行う

議員全員 議長 H20.9.19

熊本県 氷川町 全員協議会
議案の審査または議会の運営に関す
る協議又は調整を行う

議員全員 議長 H24.12.28



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

熊本県 芦北町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.25

熊本県 津奈木町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

熊本県 錦町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.12

熊本県 多良木町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.19

熊本県 湯前町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うための場として
全員協議会を設ける。

議員全員 議長 H21.3.27

熊本県 水上村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.25

熊本県 山江村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための場として、
全員協議会を設ける。

議員全員 議長 H20.10.1

熊本県 あさぎり町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための場として、
全員協議会を設ける。

議員全員 議長 H21.4.1

計 36団体 61件

大分県 大分市 会派代表者会議
議会の運営に関し会派間の協議又は
調整を行うこと。

議長、副議長及び各会派
代表者1名

議長 H21.3.10

大分県 大分市 全員協議会
市政の重要な課題等及び議会の運営
に関し協議又は調整を行うこと。

全議員 議長 H21.3.10

大分県 大分市 広報委員会
議会の広報に関し協議又は調整を行
うこと。

会派から選出された各1
名の議員

委員長 H21.3.10

大分県 大分市 議会活性化推進会議
議会の改革及び大分市議会基本条例
に基づく議会運営に関し協議又は調
整を行うこと。

議長、副議長及び会派か
ら選出された各1名以上
の議員

会長 H21.3.10

大分県 別府市 全員協議会
重要と認める議案の審査又は議会の
運営に関し協議又は調整を行う。

議員 議長 H20.9.12

大分県 別府市 調査会
必要と認める委員会の所管に係る議
案の審査又は委員会の運営に関し協
議又は調整を行う。

各委員 各委員長 H20.9.12

大分県 別府市 会派代表者会議
議案の審査又は議会の運営に関し必
要な協議又は調整を行う。

会派代表者並びに議長及
び副議長

議長 H20.9.12



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

大分県 別府市 広報広聴委員会
議会の運営（広報・広聴関係）に関
し協議又は調整を行う。

広報広聴委員会委員並び
に議長及び副議長

広報広聴委員会委員長 H25.3.4

大分県 中津市 会派会長会
会派間の連絡調整又は協議及び議会
の人事並びにその他議長が特に必要
と認める事項に関する協議

正副議長、会派代表者、
会長会代表出席者及びそ
の他議長から出席要請の
あった議員

議長
議会事務局長

H20.9.17

大分県 中津市 全員協議会
市政全般及び議会の運営に関する協
議

議員
市長
議長

H20.9.17

大分県 中津市 常任委員協議会
各常任委員会の所管に属する事項に
関する協議

正副議長及び各常任委員
会委員

市長
議長
各常任委員会委員長

H20.9.17

大分県 中津市 意見交換会 市民及び各種団体等との協議
議長及び各常任委員長か
ら出席要請のあった議員

議長
各常任委員会委員長

H28.3.25

大分県 中津市
各委員会正副委員長事前協
議

各委員会の所管に属する事項に関す
る審議の円滑な運営に資するための
協議

正副議長及び各委員会正
副委員長

市長
議長

H22.6.29

大分県 中津市 政策調査研究プロジェクト

議長の諮問により市政全般の課題に
対する調査研究及び議会運営に関し
必要な専門的事項の調査研究に関す
る協議

政策調査研究プロジェク
ト委員に選出された議員

議長
政策調査研究プロジェ
クト座長

H24.3.29

大分県 日田市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議又は調整を行うため

全議員 議長 H21.4.1

大分県 日田市 会派代表者会
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項に関する協議又は
調整を行うため

議長及び会派代表者 議長 H21.4.1

大分県 日田市 常任委員会協議会
議長が必要と認める委員会の所管に
係る議案の審査又は委員会の運営に
関する協議又は調整を行うため

各常任委員会委員 各常任委員会委員長 H21.4.1

大分県 日田市 議会報編集委員会
議案の審査又は議会の運営に係る広
報活動に関する協議又は調整を行う
ため

議会報編集委員会委員
議会報編集委員会委員
長

H21.4.1

大分県 日田市 政策研究会
市政に対する提言や条例等の検討・
作成を行うため

政策研究会員 政策研究会会長 H26.7.1

大分県 佐伯市 全員協議会

特に重要な案件について事前調整、
報告等が、必要な場合において、議
員相互又は市長と協議・調整を行う
ため

議員全員 議長 H22.10.1

大分県 佐伯市 各派代表者会議
各会派間の意見調整等が必要な場合
において、議員相互又は市長と協
議・調整を行うため。

議長、副議長及び会派代
表者

議長 H22.10.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

大分県 佐伯市 政策研究会
政策の立案に向け協議及び調整を行
い、議会機能の強化を図る。

議長が指名する議員 会長 H22.10.1

大分県 佐伯市 広報委員会
議会の広報紙の編集に係る事項等に
関し、協議又は調整を行い、議会に
関する広報の充実を図る。

議長が指名する議員 委員長 H25.4.17

大分県 津久見市 議会協議会
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整を行うため

議長、副議長及び各会派
代表者並びに議会運営委
員会委員長、副委員長、
委員

議長 H21.4.1

大分県 津久見市 全員協議会

特に重要な案件について事前調整、
報告等が、必要な場合において、議
員相互又は市長と協議・調整を行う
ため

議員全員 議長 H21.4.1

大分県 津久見市 編集委員会
議会報（津久見市議会だより）の編
集のため

編集委員会委員長・副委
員長・委員

編集委員会委員長 H21.4.1

大分県 竹田市 議会政策協議会
政策等の協議及び調査研究を行い、
政策立案及び執行機関への政策提言
を行う。

議長及び副議長を除く議
員全員

会長並びに分科会委員
長及び座長

H25.4.1

大分県 豊後高田市 全員協議会
市政の重要な課題等及び議会の運営
に関し協議又は調整を行うこと。

全議員 議長 H24.12.20

大分県 杵築市 全員協議会
市政全般及び議会の運営に関し協議
又は調整を行うため

全議員
議長
議会事務局長

H23.7.4

大分県 杵築市 正副委員長協議会
各常任委員会の運営に関する協議又
は調整を行うため

正副議長及び各委員会正
副委員長

議長 H23.7.4

大分県 杵築市 会派代表者会
会派間の連絡調整又は協議及び議会
の人事並びにその他議長が特に必要
と認める事項に関する協議

正副議長、会派代表者及
びその他議長から出席要
請のあった議員

議長
議会事務局長

H23.7.4

大分県 杵築市 常任委員協議会
各常任委員会の所管に属する事項に
関する協議

正副議長及び各常任委員
会委員

議長
各常任委員会委員長

H23.7.4

大分県 杵築市 広報広聴委員会
議会の広報広聴に関する協議又は調
整を行うため

広報広聴委員会委員
議長
広報広聴委員会委員長

H25.5.1

大分県 宇佐市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H21.1.1

大分県 宇佐市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整を行うため

議長、副議長、議会運営
委員長及び会派代表者1
人

議長 H21.1.1

大分県 豊後大野市 会派代表者会議
議会の運営に関し会派間の協議又は
調整を行うこと。

議長、副議長及び各会派
代表者

議長 H21.9.3



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

大分県 豊後大野市 全員協議会
市政の重要な課題等及び議会の運営
に関し協議又は調整を行うこと。

全議員 議長 H21.9.3

大分県 国東市 会派代表者会議
議会運営に関し会派間の協議又は調
整を行うため

議長、副議長、及び各会
派代表者

議長 H24.4.1

大分県 国東市 全員協議会
市政の重要な課題等及び議会の運営
に関し協議又は調整を行うため

全議員 議長 H24.4.1

大分県 国東市 政策協議会
政策立案や政策提言等について
協議を行うため。

副議長、各常任委員長、
議会運営委員長、政策研
究会会長

議長 H27.6.29

大分県 国東市 政策研究会
政策協議会の協議に基づき、諮問
された事項について調査研究を行
うため

議長を除く全議員 会長 H27.6.29

大分県 日出町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.22

大分県 九重町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

大分県 玖珠町 全員協議会
地方自治法の一部改正に伴い、議会
の協議又は調整を行う場を設けるた
め。

議員全員 議長 H20.10.18

計 15団体 44件

宮崎県 宮崎市 全員協議会
市政の重要な課題等及び議会の運営
に関し協議又は調整を行うため

全議員 議長 H22.4.1

宮崎県 宮崎市 代表者会
人事案件の取扱いその他会派間の調
整を要するものについて協議を行う
ため

議長及び副議長並びに3
人以上の議員で構成され
る会派の代表者

議長 H22.4.1

宮崎県 宮崎市 議会活性化検討委員会
議会の活性化に資するものについて
協議を行うため

議会運営委員会を構成す
る議員

委員長 H22.4.1

宮崎県 都城市 全員協議会

(1)付議事件中、市政の重要案件に
関し、執行機関による説明を聴取
し、又は協議等を行うこと。
(2)議会運営委員会の所管事項中、
重要案件に関し、当該委員会の求め
に応じて実質的協議等を行うこと。
(3)前2号に定めるもののほか、議長
が協議等を必要と認めた事項に関
し、協議等を行うこと。

全議員 議長 H20.12.19



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

宮崎県 都城市 会派代表者会

(1)議会運営委員会の所管事項中、
重要案件に関し、当該委員会の求め
に応じて実質的協議等を行うこと。
(2)前号に定めるもののほか、議長
が協議等を必要と認めた事項に関
し、協議等を行うこと。

議長、副議長、会派代表
者

議長 H20.12.19

宮崎県 延岡市 全員協議会
議案の審査及び議会の運営に関する
協議及び調整

全議員 議長 H21.4.1

宮崎県 延岡市 代表者会
議員の会派間の意見調整その他議会
の運営上必要と認める事項に関する
協議及び調整

議長、副議長及び議員の
会派から選出された議員

議長 H21.4.1

宮崎県 延岡市 合同会議
議会の活動計画に関する協議及び調
整

議長、副議長、議員のう
ちから選任される監査委
員、常任委員会及び特別
委員会の委員長並びに議
員の会派から選出された
議員

議長 H21.4.1

宮崎県 延岡市 政策提言議員協議会
市の施策に対する提言等を行うため
の協議及び調整

議長、副議長及び議員の
会派から選出された議員

政策提言議員協議会長
又は議長

H21.4.1

宮崎県 日南市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関する
協議又は調整

全議員 議長 H21.4.15

宮崎県 日南市 各派代表者会議
会派間の意見の調整その他議会運営
上必要と認める事項に関する協議又
は調整のため

会派代表者 議長 H21.4.15

宮崎県 日南市 議会だより編集委員会 議会だよりの編集のため 編集委員 委員長 H21.4.15

宮崎県 小林市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.1

宮崎県 小林市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項を協議又は調整す
るため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H20.9.1

宮崎県 小林市 正副委員長会議
委員会間の意見調整その他議会運営
上必要と認める事項を協議又は調整
するため

議長、副議長、各常任委
員会正副委員長、特別委
員会正副委員長及び議会
運営委員会正副委員長

議長 H20.9.1

宮崎県 日向市 各派代表者会
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項を協議又は調整す
るため

議長、副議長及び各会派
代表者

議長 H20.9.18

宮崎県 日向市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.18



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

宮崎県 日向市 委員会協議会
委員会運営に関し協議・調整するた
め

常任委員会委員 常任委員会委員長 H20.9.18

宮崎県 日向市 政策討論会

市政に関する重要な政策及び課題に
ついて議員間で討論し、議会として
の共通認識及び合意形成を図り、政
策立案、政策提案及び政策提言を推
進するため

全議員 議長 H28.2.23

宮崎県 日向市 政策討論会幹事会
委員会運営に関し、協議・調整する
ため

会派から選出された議員
（1会派につき1議員に限
る。）及び会派に属さな
い議員

会長 H28.2.23

宮崎県 串間市 全員協議会
議会運営その他について協議又は調
整を行う

全議員 議長 H21.3.31

宮崎県 串間市 正副委員長会
議会運営その他について協議又は調
整を行う

議長・副議長・正副委員
長

議長 H21.3.31

宮崎県 串間市 政党・グループ代表者会
議会運営その他について協議又は調
整を行う

議長・副議長・各代表者 議長 H21.3.31

宮崎県 西都市 議会報編集委員会 「市議会だより」編集のため
議会運営委員会の指名に
より選出された議員

議会報編集委員長 H24.12.19

宮崎県 西都市 議会提要小委員会
議会関係の条例、規則、規程、要綱
及び慣例申合せ事項について協議又
は調整をするため

議会運営委員会の指名に
より選出された議員

議員提要小委員長 H24.12.19

宮崎県 えびの市 全員協議会
議会の運営その他について協議又は
調整を行うこと

議員全員 議長 H20.10.1

宮崎県 えびの市 会派代表者会議
議会の運営その他について協議又は
調整を行うこと

会派代表者 議長 H20.10.1

宮崎県 えびの市 正副委員長会議
議会の運営その他について協議又は
調整を行うこと

正副委員長 議長 H20.10.1

宮崎県 三股町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.11

宮崎県 高原町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.1

宮崎県 高鍋町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.18

宮崎県 木城町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.17

宮崎県 木城町 正副議長委員長会
委員会間の意見調整その他議会運営
上必要と認める事項を協議又は調整
するため

議長・副議長・委員長 議長 H20.9.17



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

宮崎県 都農町 全員協議会
町政の重要な課題等及び議会の運営
に関し協議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.17

宮崎県 門川町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.6

宮崎県 諸塚村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う場

議員全員 議長 H20.9.19

宮崎県 椎葉村 全員協議会
議会の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う

全議員 議長 H20.9.1

宮崎県 高千穂町 全員協議会
議案の審査、議会の運営に関する協
議・調整

議員全員 議長 H20.9.2

宮崎県 日之影町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行う場

議員全員 議長 H20.9.4

宮崎県 五ヶ瀬町 全員協議会
議会の診査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

計 20団体 40件

鹿児島県 鹿屋市 全員協議会
全議員の協議、了承又は周知を求め
たい案件が生じた場合の協議又は調
整のため

議員全員 議長 H21.1.1

鹿児島県 鹿屋市 会派代表者会議
議会の活動、運営等の基本的事項に
関する協議又は調整のため

正副議長及び会派代表者 議長 H21.1.1

鹿児島県 鹿屋市 議員協議会

一般選挙後の最初の議会が招集さ
れ、議会運営委員会が設置されるま
での間、新たな議会の構成及び運営
等に関し協議又は調整を行うため

議員全員 年長議員 H21.1.1

鹿児島県 阿久根市 全員協議会 議会運営に関する調整のため 議員全員 議長 H20.10.21

鹿児島県 阿久根市 議会運営協議会 議会運営に関する協議のため
正・副議長、正・副議会
運営委員会委員長

議長 H20.10.21

鹿児島県 出水市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.1.1

鹿児島県 出水市 災害対策協議会
災害復旧促進の調査審議を行い、そ
の対策を講ずるため

正副議長及び議会運営委
員

災害対策協議会会長 H21.1.1

鹿児島県 出水市 世話人会
一般選挙後の臨時会が招集され議会
運営委員会が発足するまでの間、議
会運営に関し協議を行うため

在職年数が長い議員5人
（在職期間が同じ場合は
年長の議員を優先する）

代表世話人 H21.1.1

鹿児島県 指宿市 全員協議会
議案の審査又は議会運営に関し協議
又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.29



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

鹿児島県 指宿市 広報委員会
議会の活動状況の広報に関し協議又
は調整を行うため

議会運営委員会から選出
された議員

委員長 H20.9.29

鹿児島県 西之表市 全員協議会
議長会務報告、特別委員会の経過報
告等を協議するため

議員全員 議長 H25.1.1

鹿児島県 薩摩川内市 議員全員協議会
議会の運営に関する協議及び調整の
ため

議員全員 議長 H20.9.1

鹿児島県 薩摩川内市 会派代表者会議
議会の運営に関する各会派の協議及
び調整のため

副議長、会派代表者及び
会派に属さない議員

議長 H20.9.1

鹿児島県 薩摩川内市 正副委員長会議
委員会の所管に係る議案の審査又は
事務の調査に関する協議及び調整の
ため

当該委員会の委員長及び
副委員長

当該委員会の委員長 H20.9.1
各委員会ごとに設
置

鹿児島県 薩摩川内市 委員長連絡会
委員会の運営に関する協議及び調整
のため

副議長並びに議運委員長
及び常任・特別委員長

副議長 H20.9.1

鹿児島県 薩摩川内市 議会だより編集委員会
議会の活動状況の広報に関する協議
及び調整のため

議会運営委員会の推薦に
より議長が指名した議員

議会だより編集委員会
委員長

H20.9.1

鹿児島県 薩摩川内市 議員協議会
一般選挙後の議会運営委員会に関す
る協議及び調整のため

議員全員 事務局長 H24.11.7

鹿児島県 薩摩川内市 会派代表者協議会
一般選挙後の議会運営に関する各会
派の協議及び調整のため

会派代表者及び会派に属
さない議員

事務局長 H24.11.7

鹿児島県 日置市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H22.4.1

鹿児島県 日置市 広報編集委員会
議会の活動状況の広報に関し協議又
は調整を行うため

各常任委員会から選出さ
れた議員

広報編集委員会委員長 H22.4.1

鹿児島県 霧島市 全員協議会
議会の運営に関する協議又は調整の
ため

議員全員 議長 H20.10.2

鹿児島県 霧島市 会派代表者会議
議会の運営に関する協議又は調整の
ため

正副議長及び会派代表者 議長 H20.10.2

鹿児島県 南さつま市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

鹿児島県 南さつま市 議会だより編集委員会
議会の活動状況の広報に関する協議
又は調整を行うため

各常任委員会及び議会運
営委員会から選出された
議員

議会だより編集委員長 H24.9.28

鹿児島県 志布志市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

鹿児島県 志布志市 正副委員長会議
当該委員会の所管に係る議案の審査
又は事務の調査に関し協議又は調整
を行うため

当該委員会の委員長及び
副委員長

当該委員会の委員長 H21.4.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

鹿児島県 南九州市 議会運営委員会 議会運営に関する協議のため
副議長
各正・副常任委員長

議会運営委員会委員長 H19.12.28

鹿児島県 伊佐市 全員協議会 議会運営に関する調整のため 議員全員 議長 H20.12.10

鹿児島県 伊佐市 議会運営協議会 議会運営に関する協議のため
議長、副議長、議会運営
委員会委員長、議会運営
委員会副委員長

議長 H20.12.10

鹿児島県 姶良市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H22.5.11

鹿児島県 十島村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H28.3.15

鹿児島県 さつま町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.16

鹿児島県 長島町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.2

鹿児島県 湧水町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.10

鹿児島県 大崎町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

鹿児島県 東串良町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.17

鹿児島県 錦江町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

鹿児島県 錦江町 議会報編集委員会 議会報編集活動を円滑に行うため
全員協議会で選出された
5名

議長 H22.10.1

鹿児島県 南大隅町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

鹿児島県 肝付町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.10

鹿児島県 中種子町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.12.8

鹿児島県 南種子町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.18

鹿児島県 屋久島町 全員協議会
議会の運営に関し協議又は調整を行
うため

議員全員 議長 H20.9.12

鹿児島県 大和村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H24.5.30



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

鹿児島県 宇検村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

鹿児島県 瀬戸内町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.12.18

鹿児島県 龍郷町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

鹿児島県 喜界町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H24.12.1

鹿児島県 徳之島町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H28.3.18

鹿児島県 伊仙町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.1

鹿児島県 和泊町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H24.12.17

鹿児島県 知名町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.30

鹿児島県 与論町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H24.1.30

計 35団体 53件

沖縄県 那覇市 那覇市議会各派代表者会議
議案の審査又は議会運営その他議会
の活動に関し、各派の代表者間で協
議又は調整する。

議長及び副議長
議会運営委員長及び副委
員長
各派を代表する議員

議長又は事務局長 H20.9.10

沖縄県 那覇市 那覇市議会正副委員長会議
議会運営委員会、常任委員会及び特
別委員会の運営に関し、委員会間で
協議又は調整する。

議長及び副議長
議会運営委員長及び副委
員長
常任委員長及び副委員長
特別委員長及び副委員長

議長 H20.9.10

沖縄県 那覇市 那覇市議会全員協議会
議案の審査又は議会運営その他議会
の活動に関し、議員全員で協議又は
調整する。

議員全員 議長又は事務局長 H20.9.10

沖縄県 宜野湾市 全員協議会
全議員による議案の審査又は議会の
運営に関し、協議又は調査を行うた
め

全議員 議長 H20.9.22

沖縄県 宜野湾市 各派代表者会議
各派代表者による議案の審査又は議
会の運営に関し、協議又は調整を行
うため

各派代表者 議長 H20.9.22



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

沖縄県 石垣市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.25

沖縄県 石垣市 正副委員長会議
委員会間の意見調整その他議会運営
上必要と認める事項について協議又
は調整を行うため

議長、副議長及び議会運
営委員会、常任委員会の
委員長及び副委員長

議長 H20.9.25

沖縄県 浦添市 全員協議会
議会の運営に関する協議又は調整を
するため

全議員 議長又は事務局長 H20.9.29

沖縄県 名護市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整をするための場

議員全員 議長 H20.10.1

沖縄県 名護市 広報広聴委員会
議会の広報広聴の推進に関する協議
又は調整を行い、市民への周知を図
ること

広報広聴委員会委員 広報広聴委員会委員長 H26.4.1

沖縄県 糸満市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議・調
整するため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長又は事務局長 H20.12.26

沖縄県 糸満市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長又は事務局長 H20.12.26

沖縄県 沖縄市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H21.4.1

沖縄県 豊見城市 豊見城市議会全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、
協議又は調整を行うため

議員全員 議長又は事務局長 H20.9.30

沖縄県 豊見城市
豊見城市議会各派代表者会
議

会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議又は
調整を行うため

議長、副議長及び各派を
代表する議員

議長又は事務局長 H20.9.30

沖縄県 うるま市 全員協議会
議会の運営、市政等に関し、協議又
は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.1

沖縄県 うるま市 会派代表者会議
議会の活動、運営等に関し協議又は
調整を行うため

議長、副議長、会派代表
者

議長 H20.10.1

沖縄県 うるま市 正副委員長会議
委員会の運営に関し、協議又は調整
を行うため

正副委員長 委員長 H20.10.1

沖縄県 宮古島市 会派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営に
関し協議・調整のため

議長、副議長及び各会派
を代表する議員

議長 H20.12.1

沖縄県 宮古島市 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し議
員全員による協議・調整や市長等か
らの重要な説明・報告の聴取のため

議員全員 議長 H20.12.1

沖縄県 南城市 議会全員協議会
議案の診査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

沖縄県 南城市 各派代表者会議
会派間の意見調整その他議会運営上
必要と認める事項について協議・調
整するため

議長、副議長及び各会派
から選出された議員

議長 H20.10.1

沖縄県 東村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H25.3.19

沖縄県 今帰仁村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため。

全議員 議長 H20.9.22

沖縄県 恩納村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための場

全議員 議長 H20.9.19

沖縄県 宜野座村 全員協議会
議会の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議長を含む全議員 議長 H21.3.31

沖縄県 本部町 本部町議会全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.1

沖縄県 金武町 全員協議会
議案の審議又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.1

沖縄県 伊江村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.16

沖縄県 読谷村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための

議員全員 議長 H24.4.1

沖縄県 嘉手納町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H22.3.23

沖縄県 北谷町 全員協議会
議案の審議又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.9.19

沖縄県 北中城村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.1

沖縄県 中城村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H22.4.1

沖縄県 西原町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H20.10.10

沖縄県 与那原町 全員協議会
議案の審査又は議会運営その他議会
の活動に関し、議員全員で協議又は
調整する。

全議員 議長 H20.9.29 議会規程一部改正

沖縄県 南風原町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.10.6

沖縄県 伊平屋村 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

議員全員 議長 H25.4.1



都道府県名 市町村名 名称 目的 構成員 招集権者 設置した年月日 備　考

沖縄県 久米島町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うための場

議員全員 議長 H21.4.1

沖縄県 北大東村 全員協議会
議案の審査又は議会運営に関し協議
又は調整を行うため

議員全員 議長 H21.4.1

沖縄県 八重瀬町 全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協
議又は調整を行うため

全議員 議長 H20.9.19

沖縄県 多良間村 全員協議会
議案の審査又は議会運営に関し協議
又は調整を行うため

議員全員 議長 H25.1.1

計 31団体 42件
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